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関係条文(抜粋) 

 

郵政民営化法（平成十七年法律第九十七号） 

    

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、民間に委ねることが可能なものはできる限りこれに委ねることが、より自由で活

力ある経済社会の実現に資することに鑑み、株式会社に的確に郵政事業（法律の規定により、郵便局

において行うものとされ、及び郵便局を活用して行うことができるものとされる事業をいう。以下同

じ。）の経営を行わせるための改革（以下「郵政民営化」という。）について、その基本的な理念及

び方針並びに国等の責務を定めるとともに、郵政民営化推進本部及び郵政民営化委員会の設置、新た

な株式会社の設立、当該株式会社に関して講ずる措置、日本郵政公社（以下「公社」という。）の業

務等の承継等に関する事項その他郵政民営化の実施に必要となる事項を定めることにより、これを集

中的かつ計画的に推進することを目的とする。 

 

（基本理念） 

第二条 郵政民営化は、内外の社会経済情勢の変化に即応し、公社に代わる新たな体制の確立等により、

経営の自主性、創造性及び効率性を高めるとともに公正かつ自由な競争を促進し、多様で良質なサー

ビスの提供を通じた国民の利便の向上及び資金のより自由な運用を通じた経済の活性化を図るため、

地域社会の健全な発展及び市場に与える影響に配慮しつつ、公社が有する機能を分割し、それぞれの

機能を引き継ぐ組織を株式会社とするとともに、当該株式会社の業務と同種の業務を営む事業者との

対等な競争条件を確保するための措置を講じ、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄

与することを基本として行われるものとする。 

 

   第二章 基本方針 

（新会社の株式） 

第七条 政府が保有する日本郵政株式会社の株式がその発行済株式の総数に占める割合は、できる限り

早期に減ずるものとする。ただし、その割合は、常時、三分の一を超えているものとする。 

２ 日本郵政株式会社が保有する郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式は、その全部を処分することを

目指し、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の経営状況、次条に規定する責務の履行への影響等を勘案し

つつ、できる限り早期に、処分するものとする。 

 

（郵政事業に係る基本的な役務の確保） 

第七条の二 日本郵政株式会社及び日本郵便株式会社は、郵便の役務、簡易な貯蓄、送金及び債権債務

の決済の役務並びに簡易に利用できる生命保険の役務が利用者本位の簡便な方法により郵便局で一

体的に利用できるようにするとともに将来にわたりあまねく全国において公平に利用できることが

確保されるよう、郵便局ネットワークを維持するものとする。 

２ 郵便局ネットワークの活用その他の郵政事業の実施に当たっては、その公益性及び地域性が十分に

発揮されるようにするものとする。 
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第七条の三 政府は、前条に規定する責務の履行の確保が図られるよう、必要な措置を講ずるものとす

る。 

 

第三章 郵政民営化推進本部及び郵政民営化委員会 

第一節 郵政民営化推進本部 

（所掌事務等）  

第十一条 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。  

一 郵政民営化の推進に関する総合調整に関すること。  

二 郵政民営化の推進のために必要な法律案及び政令案の立案に関すること。  

三 前二号に掲げるもののほか、郵政民営化に関する施策で重要なものの企画に関する審議及びその

施策の実施の推進に関すること。  

２ 本部は、郵政民営化委員会が第十九条第一項第一号又は第百六十三条第五項の規定による意見を述

べたときは、その内容を国会に報告しなければならない。  

     

第二節 郵政民営化委員会 

（所掌事務）  

第十九条 民営化委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。  

一 三年ごとに、日本郵政株式会社、日本郵便株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の経営状況

並びに国際金融市場の動向その他内外の社会経済情勢の変化を勘案しつつ、郵政民営化の進捗状況

について総合的な検証を行い、その結果に基づき、本部長に意見を述べること。  

二 第三十三条第二項、第五十条第二項、第六十二条第三項（同条第四項において準用する場合を含

む。）、第六十三条第二項、第九十三条第二項、第百十条の二第三項、第百十二条第三項、第百十

六条第四項、第百十九条第二項、第百二十条第二項、第百三十八条の二第三項、第百四十条第二項、

第百四十四条第四項、第百四十七条第二項又は第百四十九条第二項の規定によりその権限に属させ

られた事項について、必要があると認めるときは、本部長を通じて関係各大臣に意見を述べること。 

三 前二号に掲げるもののほか、郵政民営化に関する事項について調査審議し、その結果に基づき、

本部長に意見を述べること。  

四 前三号に掲げるもののほか、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。 

２ 民営化委員会は、この法律の規定により意見を述べたときは、遅滞なく、その内容を公表しなけれ

ばならない。  

３ 本部長又は関係各大臣は、第一項の規定による意見に基づき措置を講じたときは、その旨を民営化

委員会に通知しなければならない。 

 

第五章  日本郵政株式会社  

第五節  移行期間中の業務に関する特例等 

（株式の処分） 

第六十二条 日本郵政株式会社は、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式について、その全部を処分す

ることを目指し、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の経営状況、第七条の二に規定する責務の履行への

影響等を勘案しつつ、できる限り早期に、処分するものとする。 

２ 日本郵政株式会社は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出るととも

に、当該各号に定める者に通知しなければならない。 
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一 郵便貯金銀行の株式の二分の一以上を処分した場合 郵便貯金銀行 

二 郵便保険会社の株式の二分の一以上を処分した場合 郵便保険会社 

３ 総務大臣は、前項の規定による届出を受けた場合には、速やかに、その旨を内閣総理大臣及び民営

化委員会に通知しなければならない。 

４ 日本郵政株式会社が郵便貯金銀行又は郵便保険会社の株式の全部を処分した場合については、前二

項の規定を準用する。この場合において、第二項中「定める者」とあるのは、「定める者及び独立行

政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構」と読み替えるものとする。 

 

第八章  郵便貯金銀行  

第三節  移行期間中の銀行法等の特例等 

第百四条 郵便貯金銀行については、次に掲げる日のいずれか早い日（以下「郵便貯金銀行に係る特定

日」という。）以後は、前条の規定にかかわらず、この節（第百六条及び第百二十二条第三項から第

五項までを除く。次条第一項において同じ。）の規定を適用しない。 

一 第六十二条第一項の規定により日本郵政株式会社が郵便貯金銀行の株式の全部を処分した日 

二 次条第一項の決定があった日 

第百五条 内閣総理大臣及び総務大臣は、第六十二条第三項の規定により日本郵政株式会社が郵便貯金

銀行の株式の二分の一以上を処分した旨を総務大臣が内閣総理大臣に通知した日以後に、郵便貯金銀

行について、内外の金融情勢を踏まえ、次に掲げる事情を考慮し、この節の規定を適用しなくても、

郵便貯金銀行と他の金融機関等（預金保険法第二条第一項各号に掲げる者及び農水産業協同組合貯金

保険法（昭和四十八年法律第五十三号）第二条第一項に規定する農水産業協同組合をいう。以下この

節において同じ。）との間の適正な競争関係及び利用者への役務の適切な提供を阻害するおそれがな

いと認めるときは、その旨の決定をしなければならない。 

一 日本郵政株式会社が保有する郵便貯金銀行の議決権がその総株主の議決権に占める割合その他

他の金融機関等との間の競争関係に影響を及ぼす事情 

二 日本郵便株式会社、郵便貯金銀行、郵便保険会社その他日本郵政株式会社が設立した株式会社の

経営状況及びこれらの株式会社（郵便貯金銀行を除く。）と郵便貯金銀行との関係 

２ 内閣総理大臣及び総務大臣は、前項の決定をしようとするときは、民営化委員会の意見を聴かなけれ

ばならない。 

３ 第一項の決定は、取り消すことができない。 

４ 内閣総理大臣及び総務大臣は、第一項の決定をしたときは、遅滞なく、その旨を郵便貯金銀行及び独

立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構（以下この節、第九章第三節、第

十章第三節及び第百七十六条において「機構」という。）に通知しなければならない。 

 

 

第九章  郵便保険会社  

第三節  移行期間中の保険業法等の特例等 

第百三十四条 郵便保険会社については、次に掲げる日のいずれか早い日（以下「郵便保険会社に係る

特定日」という。）以後は、前条の規定にかかわらず、この節（第百三十六条を除く。次条第一項に

おいて同じ。）の規定を適用しない。 

一 第六十二条第一項の規定により日本郵政株式会社が郵便保険会社の株式の全部を処分した日 

二 次条第一項の決定があった日 
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第百三十五条 内閣総理大臣及び総務大臣は、第六十二条第三項の規定により日本郵政株式会社が郵便

保険会社の株式の二分の一以上を処分した旨を総務大臣が内閣総理大臣に通知した日以後に、郵便保

険会社について、内外の金融情勢を踏まえ、次に掲げる事情を考慮し、この節の規定を適用しなくて

も、郵便保険会社と他の生命保険会社（保険業法第二条第三項に規定する生命保険会社及び同条第八

項に規定する外国生命保険会社等をいう。以下この節において同じ。）との間の適正な競争関係及び

利用者への役務の適切な提供を阻害するおそれがないと認めるときは、その旨の決定をしなければな

らない。 

一 日本郵政株式会社が保有する郵便保険会社の議決権がその総株主の議決権に占める割合その他他

の生命保険会社との間の競争関係に影響を及ぼす事情 

二 日本郵便株式会社、郵便貯金銀行、郵便保険会社その他日本郵政株式会社が設立した株式会社の

経営状況及びこれらの株式会社（郵便保険会社を除く。）と郵便保険会社との関係 

２ 内閣総理大臣及び総務大臣は、前項の決定をしようとするときは、民営化委員会の意見を聴かなけ

ればならない。 

３ 第一項の決定は、取り消すことができない。 

４ 内閣総理大臣及び総務大臣は、第一項の決定をしたときは、遅滞なく、その旨を郵便保険会社及び

機構に通知しなければならない。 

 

 

日本郵政株式会社法（平成十七年法律第九十八号） 

    

第一章 総則 

（株式の政府保有） 

第二条 政府は、常時、会社の発行済株式（株主総会において決議をすることができる事項の全部につ

き議決権を行使することができない株式を除き、会社法（平成十七年法律第八十六号）第八百七十九

条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式を含む。以下この条において同じ。）の

総数の三分の一を超える株式を保有していなければならない。 

 

 

東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 

（平成二十三年法律第百十七号） 

    

第七章 復興特別税の収入の使途等 

（復興特別税の収入の使途等） 

第七十二条 平成二十四年度から令和十九年度までの間における復興特別税の収入は、復興費用及び償

還費用（復興債（当該復興債に係る借換国債を含む。次条、第七十四条第一項及び附則第十八条にお

いて同じ。）の償還に要する費用（借換国債を発行した場合においては、当該借換国債の収入をもっ

て充てられる部分を除く。）をいう。以下同じ。）の財源に充てるものとする。 

２ 平成二十四年度から平成二十七年度までの間における第三条の規定による財政投融資特別会計財

政融資資金勘定からの国債整理基金特別会計への繰入金及び平成二十八年度から令和四年度までの

間における第三条の二の規定による財政投融資特別会計投資勘定からの国債整理基金特別会計への

繰入金は、償還費用の財源に充てるものとする。 
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３ 次に掲げる株式の処分により令和九年度までに生じた収入は、償還費用の財源に充てるものとする。 

一 第四条第一項の規定により国債整理基金特別会計に所属替をした日本たばこ産業株式会社の株式 

二 特別会計法附則第二百八条第四項の規定により国債整理基金特別会計に帰属した東京地下鉄株

式会社の株式 

三 第五条の規定により国債整理基金特別会計に所属替をした東京地下鉄株式会社の株式 

四 第五条の二及び特別会計法附則第十二条の二の規定により国債整理基金特別会計に所属替をし

た日本郵政株式会社の株式 

五 特別会計法附則第十二条の三の規定により国債整理基金特別会計に所属替をした日本郵政株式

会社の株式 

４ 前三項に規定する収入のほか、平成二十三年度から令和九年度までの各年度において、国有財産の

処分による収入その他の租税収入以外の収入であって国会の議決を経た範囲に属するものは、復興費

用及び償還費用の財源に充てるものとする。 
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郵政民営化の進捗状況についての総合的な検証の調査審議経過 

 

開催回 開催日 議題 

第197回 平成31年１月24日 ○  日本郵政株式会社本社新社屋の視察 

○  日本郵政グループ関係者との意見交換 

第198回 平成31年２月８日 ○  2018年度年賀及びお歳暮期ゆうパックの状況につい   

て 

・日本郵便株式会社 

○  日本郵政とアフラックとの資本関係に基づく戦略提

携について 

・日本郵政株式会社 

第199回 平成31年２月27日 ○  日本郵政グループの2019年３月期第３四半期決算等

について 

・日本郵政グループ 

○  郵政民営化法施行令の改正について 

・金融庁 

・総務省 

第200回 平成31年３月25日 ○  預入限度額制度改定に向けた準備状況等について 

・株式会社ゆうちょ銀行 

・日本郵便株式会社 

○  スルガ銀行との提携業務について 

・株式会社ゆうちょ銀行 

○  キャッシュレスへの取組みについて 

・株式会社ゆうちょ銀行 

・日本郵便株式会社 

第201回 平成31年４月11日 ○  日本郵政株式会社及び日本郵便株式会社の平成31年

度事業計画について 

・日本郵政株式会社 

・日本郵便株式会社 

○  郵便局ネットワークの維持の支援のための交付金・拠

出金制度の運用開始について 

・総務省 

第202回 令和元年５月29日 ○  日本郵政グループの2019年３月期決算等について 

・日本郵政グループ 

○  株式会社かんぽ生命保険株式の売出しについて 

・日本郵政株式会社 

○  国際物流事業の取組状況について 

・日本郵便株式会社 

参考３ 
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開催回 開催日 議題 

第203回 令和元年６月27日 ○  シンガポール出張報告について 

・郵政民営化委員会委員、事務局 

○  住宅ローン等個人ローン媒介業務関係について 

・株式会社ゆうちょ銀行 

○  日本郵政グループと大和証券グループとの新たな協

業について 

・日本郵政グループ 

○  かんぽの宿の現状と今後の取組について 

・日本郵政株式会社 

○  逓信病院の現状と課題について 

・日本郵政株式会社 

第204回 令和元年７月29日 ○  日本郵政グループの不動産活用の取組状況等につい    

て 

・日本郵政株式会社 

○  再配達削減に関する取組について 

・日本郵便株式会社 

○  保障の見直し時等におけるお客さま本位の業務運営

のさらなる向上について 

・株式会社かんぽ生命保険、日本郵便株式会社、日本郵

政株式会社 

第205回 令和元年８月23日 ○  日本郵政グループの2020年３月期第１四半期決算等

について 

・日本郵政グループ 

○  日本郵便株式会社の業務区分別収支及び郵便事業の

収支の状況について 

・日本郵便株式会社 

○  消費税率の改定に伴う料金の変更等について 

・日本郵便株式会社 

・株式会社ゆうちょ銀行 

第206回 令和元年10月24日 ○  「郵便サービスのあり方に関する検討」とりまとめに

ついて 

・総務省 

○  利用者を中心とした新時代の金融サービス～金融行

政のこれまでの実践と今後の方針～（令和元事務年度） 

・金融庁 

○  投信不適切取扱い事案を受けた対応について 

・株式会社ゆうちょ銀行 

○  日本郵政グループにおけるご契約調査及び改善に向

けた取組について」の進捗状況の中間報告 

・日本郵政グループ、金融庁、総務省 

第207回 令和元年12月６日 ○  日本郵政グループの2020年３月期第２四半期（中間

期）決算等について 

・日本郵政グループ 
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開催回 開催日 議題 

第208回 令和２年１月17日 ○  日本郵政グループにおけるご契約調査の結果及び今

後の取組について 

・日本郵政グループ、金融庁、総務省 

○  日本郵政グループに対する行政処分（金融庁）につい

て 

・金融庁 

○  日本郵政グループに対する行政処分（総務省）につい  

て 

・総務省 

第209回 令和２年２月19日 ○  業務改善計画について 

・日本郵政グループ 

第210回 令和２年２月28日 ○  郵政民営化法第120条第１項第８号等の規定に基づく

内閣府令・総務省令案について 

・金融庁 

・総務省 

○  日本郵政グループの2020年３月期第３四半期決算等

について 

・日本郵政グループ 

第211回 令和２年４月13日 ○  日本郵政株式会社及び日本郵便株式会社の令和２年

度事業計画について 

・日本郵政株式会社 

・日本郵便株式会社 

○  業務改善計画の進捗状況等について 

・日本郵政グループ 

第212回 令和２年５月27日 ○  日本郵政グループの2020年３月期決算等について 

・日本郵政グループ 

第213回 令和２年６月３日 ○  かんぽの宿・逓信病院の現状及び今後の取組について 

・日本郵政株式会社 

○  ＥＣ市場の急速な発展に対する日本郵便の物流事業

への対応について 

・日本郵便株式会社 

第214回 令和２年６月24日 ○  金融２社のフィンテックに向けた取組状況について 

・株式会社ゆうちょ銀行 

・株式会社かんぽ生命保険 

○  業務改善計画の進捗状況等について 

・日本郵政グループ 
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開催回 開催日 議題 

第215回 令和２年７月29日 ○  日本郵政グループの不動産事業の現状及び今後の取  

組 

・日本郵政株式会社 

○  日本郵便の物販事業等、新規業務の現状及び今後の取 

組 

・日本郵便株式会社 

○  郵便局ネットワークの現状及び付加価値向上に向け

た取組状況 

・日本郵便株式会社 

○  次期「郵政民営化の進捗状況についての総合的な検

証」の調査審議の進め方（案） 

・郵政民営化委員会事務局 

第216回 令和２年９月３日 ○  日本郵政グループの2021年３月期第１四半期決算等

について 

・日本郵政グループ 

○  日本郵便株式会社の業務区分別収支及び郵便事業の

収支の状況等について 

・日本郵便株式会社 

○  日本郵政グループにおける業務改善等の取組状況に

ついて 

・日本郵政グループ 

第217回 令和２年９月17日 ○  消費生活相談員によるかんぽ生命保険等電話相談窓

口の開設について 

・日本郵政株式会社 

○  内部通報窓口の運用状況の検証について 

・日本郵政株式会社 

○  郵政民営化に関する意見募集に対する意見提出団体

へのヒアリング 

・一般社団法人生命保険協会 

・全国生命保険労働組合連合会 

・全国郵便局長会 

・日本郵政グループ労働組合 

・一般社団法人全国銀行協会 

・一般社団法人全国地方銀行協会 

・一般社団法人第二地方銀行協会 

・一般社団法人全国信用金庫協会 

・一般社団法人全国信用組合中央協会 

・農林中央金庫 

第218回 令和２年10月29日 ○  即時振替サービスの不正利用等への対応 

・株式会社ゆうちょ銀行 

第219回 令和２年11月９日 ○  業務改善計画の進捗状況等について 

・日本郵政グループ 
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開催回 開催日 議題 

第220回 令和２年11月12日 ○  福井県永平寺町の郵便局連携の取組視察 

○  福井県永平寺町長等との意見交換 

第221回 令和２年11月18日 ○  日本郵便株式会社世田谷郵便局の視察 

第222回 令和２年11月25日 ○  日本郵政グループの2021年３月期第２四半期決算等

について 

・日本郵政グループ 

○  次期中期経営計画の基本的な考え方について 

・日本郵政株式会社 

第223回 令和２年12月９日 ○  前回の３年検証（平成30年）における課題・指摘等に

対する取組状況 

・日本郵政グループ 

○  トール社の経営改善について 

・日本郵便株式会社 

○  キャッシュレス決済サービスのセキュリティ総点検

の結果等について 

・株式会社ゆうちょ銀行 

 ・日本郵政株式会社 

第224回 令和２年12月16日 ○  資産運用の高度化について 

・株式会社ゆうちょ銀行 

 ・株式会社かんぽ生命保険 

第225回 令和３年１月19日 ○  株式会社ゆうちょ銀行の新規業務の認可申請につい 

て 

・株式会社ゆうちょ銀行 

○  総合的な検証に係る省庁ヒアリング 

・金融庁 

・総務省 

・国土交通省 

○  総合的な検証に係る郵政民営化委員会事務局報告 

第226回 令和３年２月４日 ○  株式会社ゆうちょ銀行の新規業務の認可申請につい 

て 

（意見募集の結果の報告） 

（意見提出者からのヒアリング） 

・一般社団法人全国地方銀行協会 

・一般社団法人第二地方銀行協会 

・一般社団法人全国信用金庫協会 

・一般社団法人全国信用組合中央協会 

・全国銀行員組合連合会議 

・一般社団法人日本損害保険代理業協会 
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開催回 開催日 議題 

第227回 令和３年２月17日 ○  意見書の構成イメージについて 

○  株式会社ゆうちょ銀行の新規業務の認可申請につい

て 

（金融庁及び総務省からのヒアリング） 

（論点整理） 

○  日本郵政グループの2021年３月期第３四半期決算等

について 

  ・日本郵政グループ 

○  日本郵政グループの現中期経営計画の進捗状況につ

いて 

  ・日本郵政株式会社 

第228回 令和３年３月10日 ○  郵政民営化の進捗状況について 

第229回 令和３年３月23日 ○  日本郵便株式会社法施行規則の改正について 

○  株式会社ゆうちょ銀行の新規業務の認可申請につい

て 

○  郵政民営化の進捗状況について 

第230回 令和３年４月22日 ○  郵政民営化の進捗状況について 
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郵政民営化委員会委員による地方視察の結果 

（永平寺町） 

 

 

１  出張日：令和２年11月12日（木） 

 

２  出張先：福井県永平寺町 

 

３  出張者：岩田委員長、米澤委員長代理、老川委員、清原委員 

 

４  視察先（経路順）：自動走行車両遠隔監視室 

永平寺町役場四季の森文化館傘松閣 

５ 出席者：河合永充永平寺町長 平林竜一永平寺町役場総務課長 

            山村徹平寺町役場総合政策課主事 

鈴木清永山王郵便局長 

  

６  視察の概要 

（永平寺町役場からの説明） 

（1）MaaS（Mobility as a Service）の取組 

    永平寺町では、関係省庁が連携して高齢者等の移動弱者の移動手段の確保や、

地域における交通・物流事業者等のドライバー不足の２つの課題を解決するため

に、様々なMaaS（Mobility as a Service；マーズ：すべての交通手段によるヒト

とモノの移動を、需要に応じて利用できる１つのサービスに統合すること）の取

組を進めている。 

 

（2）自動走行  

永平寺町は、平成29年に経済産業省と国土交通省から「専用空間における自動

走行などを活用した端末交通システムの社会実装に向けた実証」（ラストマイル自

動走行の実証評価）における小型電動カートの「実証評価地域」の一つとして採

択された。自動運転実証は独立行政法人産業総合研究所が受託している。 

この自動運転実証は「永平寺参ろーど」で行われている。「永平寺参ろーど」は、

京福電気鉄道永平寺線の廃線跡を、永平寺町が遊歩道として整備したものであり、

えちぜん鉄道永平寺口駅と大本山永平寺を結ぶ全長約６kmの町道である。一般道

路ではないため、自動車は進入できないが、自転車や歩行者などは通行できる。

こうした環境をオープンラボと位置付け、自動走行や遠隔監視・操作技術を実現

することを目指してきた。 

この自動走行システムでは電磁誘導方式を採用している。３つのガイドセンサ

が地中に埋設されている誘導線の磁力線を感知し、コンピュータが誘導線の位置

参考４ 
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を解析し、設定されたルートを走行する。埋設されたマグネット上を走行すると、

車両の「マグネットセンサ」に電圧が発生し、信号をコンピュータが解析して車

両の動作を制御する仕組みである。電磁誘導方式は、電磁誘導線上しか走行でき

ないため、走行ルートをはずれて暴走することはなく、積雪や落ち葉等、路面環

境の変化に強い。耐久性にも優れ、維持費が安価であるという特徴がある。障害

物を回避するときなどは、随時手動切替可能な「オーバーライド機能」を装備し

ている。 

ドライバーは、遠隔監視室から遠隔で、全ての自動運転車両の周囲及び走行す

る方向の状況を映像及び音で同時に監視する。そして、自動走行車両が自動運転

を継続できない事態になった場合は、遠隔でハンドルを握って操作する仕組みで

ある。 

実証実験では、「１人の遠隔ドライバーが２台の自動運転車両を運用する遠隔型

自動走行」、「車両10台を使用した１カ月の連続実証」、「車内無人」の実証や、地

域住民や旅行者を自動運転車両に乗車させ、移動サービスのニーズや受容性の調

査を行って自動運転の安全性や運用性も確認するなど様々な実証が行われた。当

委員会委員は、荒谷遠隔監視所から志比までのおよそ２kmの区間の実車を体験し

た。 

 なお、令和２年12月22日には自動走行の実用化が開始され、運用形態は、１人

の遠隔監視・操作者が３台の無人自動運転車両を運行させ、保安要員（運転者で

はなく、車内の安全対策等のために乗車する者）が車両の後部座席に乗車した形

で運行している1。利用料金は乗車１回、大人100円、子供50円 （自家用有償旅客

運送）である。 

郵便局は永平寺町との間で包括的地域連携協定を締結しており、これに基づき

自動運転実証実験に協力している。 

永平寺町では、将来に向けての展開として、自動走行車両との連携による貨客

混載の無人（自動化）やラストワンマイル物流の負荷軽減などを視野に入れてお

り、今後の展開が注目される。 

 

(3) 「近助タクシー」 

永平寺町は、高齢者等の生活の移動手段の確保とともに、相互扶助による地域

のさらなる活性化を目指してデマンド乗合タクシーの「近助タクシー」を運行さ

せている。「近助タクシー」は、町でドライバーとなる有償ボランティアを募集し、

町が用意した車で利用者を運送する、利用者の依頼に応じて配車するデマンド型

乗合タクシーである。 

交通機関が手薄な志比北・鳴鹿山鹿地区において令和元年11月から実証実験が

1 運用形態については、独立行政法人産業総合研究所が自動運転車両の改修などを行った結果、国土交通省から

令和３年３月５日、自動運行装置を備えた車両（レベル３）として認可され、保安要員が不要になり、令和３年

３月 25日から国内初の車内完全無人化で運行を開始した。 
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行われた。志比北・鳴鹿山鹿地区は、人口1,200人ほどの集落で、現在は、商店が

１軒と浄法寺郵便局があるだけであり、病院に行くにしても買い物に行くにして

も非常に不便な地域となっていた。デマンド型乗合タクシーの実証実験は、地域

の住民をはじめ、町役場、自営業、福祉関係など、様々な人々の協力が必要であ

るため、「拠点」をどこにするかが重要であるところ、郵便局がその役目を担うこ

ととなった。実証実験段階の予約受付は、浄法寺郵便局が電話で行った。地域の

住民からは、予約の電話を役場にかけるのは敷居が高く、抵抗がある一方で、郵

便局であれば身近であり、電話もしやすい、という声が聞かれた。導入がスムー

ズに行った要因としても、郵便局の支援があったというのが大きい。実証実験を

進める中で、以前から身近な存在であった郵便局が核となることで、関係者間で

の連携がスムーズに進んだ。「近助タクシー」の実証実験は令和２年９月で終了し、

10月から実用化がスタートしている。 

この「近助タクシー」では、旅客運送とともに弁当配達を行う貨客混載の実証

実験を令和２年５月に行った。これは、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で

売上が落ちていた町内の飲食店の支援施策として、町内の事業所に注文を受けて

配達するものである。１カ月間で約750個の弁当を配達した。結果として、ドライ

バーのオペレーションは増えたが、仕組みとしては有効に機能し、さらに料金体

系を工夫すれば近助タクシーの運行経費を十分カバーできることが見えてきた。 

本実証実験の結果を踏まえて、「近助タクシー」のさらなる活用として、荷物を

積んでそれを配達する提案が郵便局になされ、日本郵便本社とも調整し、実証実

験を行う計画を進めている。集配センターに集められた荷物を朝方集荷し、乗客

の少ない日中時間（概ね午前中）に荷物の配達を行う。 

永平寺町としては、「近助タクシー」の事業を継続するため、物流事業者から配

送を受託することで、補助金だけでなく安定的な収入を確保したい考えである。

郵便局としては、ドライバーなどの安定的確保の観点から配送委託の可能性を検

討している。 

 

(4) 意見交換 

ア  地域の拠点としての郵便局 

生活に必要な、商店や、金融サービスや、行政サービスが、バラバラの拠点に

あると、移動もバラバラになってしまうが、１カ所にまとめることによって移動

がワンポイントで済まないか、移動がどの程度便利になるか、実証実験を行った。

自治体の各種証明書を取得できるキオスク端末（マルチコピー機）を郵便局に設

置したり、日用品を買うことができる移動販売車を郵便局の近くで営業するなど

の取組を行った。身近な郵便局を新しい取組に組み込むと地域住民に円滑に受け

入れられる。地域における生活の拠点として郵便局が果たす役割は大きい。 

 

イ  自動走行車両への期待 
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自動走行車両は、ゴルフ場を移動するためのカートを改造した車両で、最高速

度が12キロと低速であるため、実証実験開始前は、地域住民の普段の「足」とな

るのは困難であり、観光客向けのニーズの方が高いだろうと予想されていた。と

ころが、利用者のアンケートでは、普段の「足」に使いたいという方と、観光の

利用を期待するという方とが半々となり、地域住民の方の評価は予想外に高かっ

た。 

 

ウ  「近助タクシー」の評価 

「近助タクシー」は令和２年９月までは実証実験であったので、利用は無料で

あったが、10月から実用化となり、有料となった。有料化を境に利用者が減るの

ではないかと予想されていたが、９月に237人だった利用者が、10月は387人と増

加した。これは、１回300円の運賃のほかに１カ月乗り放題の定期券を4,000円で

発売したところ、定期券を購入した利用者の間で、乗らなきゃ損だと言う心理が

広がり、購入者の大多数を占める高齢者が、老人センターの健康教室に通うこと

に活用した。このため、健康教室の欠席が少なくなったという効果も出ている。

また、「近助タクシー」を使って食事や買い物に行くなど、自分たちでミニツアー

を企画して定期的に外出するグループも出現し、「近助タクシー」を単なる移動手

段から、地域住民の生活を豊かなものにしている。また、外出が増えることによ

り地域にお金が落ちる機会が増えるなど、予想外の効果で出てきている。 

 

エ  郵便局と行政 

郵政民営化直後は、町役場と郵便局は疎遠になったと感じる。例えば、郵便配

達をしていると、ある家では３日間新聞が溜まっているとか、道路損傷、不法投

棄など、町の中の異変にすぐに気が付く。民営化前の郵政省のときは、配達中な

どで何か問題を発見したときはすぐに関係行政機関に連絡していた。それが、民

営化直後は、無償でそういうことをやるという雰囲気でなくなった。それが、今

は、地域の中の郵便局、地域あっての郵便局、地域が活性化していかなければ郵

便局がそこで存在できないと考えている。現場の郵便局でも、地域の中に自ら入

って行こう、地域のために郵便局ができることはどんどんアイデアを出していこ

うという考えに変わってきている。この姿勢は町からも歓迎されていて、今は町

役場と郵便局の協力や連携はかなり密になってきている。 
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（参考）永平寺町視察の模様 

 

１  自動走行車両遠隔監視室 

 

自動走行車両の遠隔監視室において、説明を受ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動走行車両への試乗。 

 

 

２  意見交換会（永平寺町役場四季の森文化館傘松閣） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

永平寺町と郵便局の連携した取組について説明を受ける。 
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意見交換会での説明者 

（左から河合永平寺町長、鈴木山王郵便局長、山村永平寺町主事） 
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 郵政民営化委員会委員による地方視察の結果 

（世田谷郵便局） 

 

１  出張日：令和２年11月18日（水） 

 

２  出張先：世田谷郵便局 

 

３  出張者：岩田委員長、米澤委員長代理、老川委員、清原委員 

 

４  視察先：世田谷郵便局 

 

５  出席者：嶋田和明世田谷郵便局長 

渡部高司世田谷郵便局総務部長 

三苫倫理日本郵便執行役員 

五味儀裕日本郵便オペレーション改革部長 

 

６  視察の概要 

（日本郵便からの説明） 

（1）世田谷郵便局の配達業務における新技術の活用 

現在、宅配業界では、生産年齢人口の減少やＥＣ市場の拡大などによる宅配便

取扱個数の増加を要因として、構造的な人手不足に直面している。日本郵便は、

宅配のラストワンマイルである配達を担う「人」をＡＩなどの新しい技術で支援

し、業務負荷の軽減、業務経験の浅い人でも簡単に配達できる仕組み作りを行う

ことで、「当社の配達業務で誰もが活躍できる環境の実現」（持続可能な業務モデ

ルの確立）を目指してきた。世田谷郵便局では、配達業務においてＡＩを用いた

システムを活用した人材不足を解決する取組を試行導入している。 

 

（2）本システムについて 

本システムは、「誰もが配達で活躍できる」環境を実現するために、ＡＩを利用

して配達ルートを自動で作成するものである。日本郵便とスタートアップの企業

（新しいビジネスモデルや技術を用いて、急成長が見込まれる設立して日が浅い

会社）が共同で導入した。 

 

熟練の職員が１日 100 個程度配達するのに対し、新人の社員は 30 個程度となっ

ている。100 個配達できるようになるには相当の時間がかかる。新人の社員が一番

苦労するのは配達先を覚えること。それが嫌になってやめてしまうなどの問題が

ある。本システムは画面を見ればそのまま配達に行けるので、配達先を覚えなく

ても配達に行ける。荷物が多くなったときの応援体制で、地図で一つ一つ場所を
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確認してから行く労働力と、本システムを利用して行く労働力では全然違う。配

達順路組み立ての作業時間が減ることで、配達に充てられる時間が長くなり、配

れる個数が増え、超勤が減るという効果もある。 

 

(3）既存システムの問題点 

日本郵便の既存システムでは、専用端末を用いて運用していた。開発時にはＵ

Ｉ／ＵＸ（ユーザーインターフェイス／ユーザーエクスペリエンス）という観点

が弱く、画面表示の字が小さい、ボタンの個数選択が多いなど、必ずしも人が使

いやすいものとはなっていない部分があった。さらに、専用端末であるがゆえに、

アップデートが難しいなどの問題もあった。 

 

（4）既存システムとの比較 

既存システムの課題を本システムで解決するのも一つの目的となっている。端

末については専用端末ではなく、汎用のスマートフォンを使用している。スマー

トフォンは、ほとんどの人が日常使っているものであり、仕事で使う際にも使い

方を一から学ぶ必要がなく、アプリケーションのＵＩ／ＵＸは、直感的に作業で

きるように工夫され、説明書を読まなくても操作できる作りこみが行われている。 

 

また、本システムの開発は、大手ベンダーではなく、スタートアップの企業と

共同で開発した。これは、スタートアップの企業が持っているスピード感を重視

したためである。これまでのシステム開発では、更改する場合、情報を全部集め

て、入念に準備をして、時間をかけて開発をして、更改されるのに半年から１年

費やしていたが、スタートアップの企業の場合、今日聞いたものは来月までにし

よう、できれば２週間後に納品ができないか、そういうスピード感を持っている。

このスピード感は、日本郵便においても、仕事に対する意識の変革をもたらして

いる。 

 

（5）使い方 

使い方は、スマートフォンで宛て名ラベルを読み込んでいく。通販などの事業

者から差し出されたものは、差出事業者からデータを入手しているので、受付番

号を入れることによって住所情報が入力されていく。ラベルが手書きで書かれて

いるものは手で入力していく。住所情報の入力は、郵便番号の７桁を入れれば町

名までは入るので、残りは番地を手打ちすれば入力完了する。すべて入力したと

ころで、ＡＩが計算をして、配達ルートが自動で出てくる。スマートフォンの画

面の地図上に配達場所が示される。数字は回る順番。配達場所をタップすると、

そこまでのナビゲーションが開始される。入力に時間がかかるように見えるが、

地図を見て配達先がどこか探すよりも、登録していくだけで配達順路の組み立て

が行われるので、時間の短縮になっている。 
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（6）意見交換 

ア  郵便局の受け止めと課題 

本システムは、これまでの熟練者のスキルや知識を業務に不慣れな社員や宅配

の初心者でも活用できるようにしたものであり、非常に有効な業務プロセスの変

革であるという受け止めがある一方、熟練者を中心に郵便局からは、①自身で作

成したルートの方が効率的であり、また住所情報の入力に時間がかかり思ったほ

ど時間の短縮につながらない②現状では専用端末でしか実施できない業務もあり、

スマートフォンとの併用で手間がかかると言った意見もあるところ。 

 

イ  課題への対応、今後の展開 

日本郵便本社も、上記のような現場意見を踏まえて、次のような改善を図るこ

ととしている。 

・ＡＩの学習量を増やすことにより熟練者に近い精度の高いルートを導きだせる

ようシステムそのものを成長させていく。住所情報の入力については、更なるデ

ジタル技術の活用による手書き住所のデータ化や荷主企業等へのデータ提供協力

依頼によりデータ連携率を向上させていく。また、スマートフォンで実施できる

業務を拡大し、１台の機器で業務ができる環境を実現していく。 

・今後に向けては、デジタル技術をさらに有効活用することにより、業務プロセ

スの変革を行い、日本郵便の業務効率を向上させるだけでなく、宅配サービスに

おけるユーザーである荷送人及び受取人の利便性を向上させる可能性が広がって

いくと考えられる。 

・例えば、配達予定時刻を計算することで、受取人に配達予定時刻の通知ができ、

荷物受取のための待機時間の解消につながる。また、過去の配達実績やその他の

周辺情報から、受取人の在宅可能性を予測した結果をルート作成・配達予定時刻

設定の要素として反映させることにより、不在再配達率を低減させ、再配達の依

頼等に伴うストレスを軽減できる可能性もある。 

・これらの宅配サービスの利便性向上の実現には、デジタル技術の活用のみなら

ず、荷送人や受取人の理解・協力も必要な要素となることから、日本郵便では荷

主企業等とのデータのやりとり等の連携強化を図るなどの取組みを進めていく。 

 

また、本システムは配達時におけるルーティングに特化しているが、これをさ

らに応用して、発送から配達までの物流ネットワークの最適化に活用できないか、

との指摘については、いろんな形の頭の体操など行っており、現在の配置などの

前提なしに見直していくのも必要なのではないか、との回答があった。 
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（参考）世田谷郵便局視察の模様 

 

１  ＡＩによる配達ルート作成デモンストレーション 

（世田谷郵便局集配営業部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

端末のスマートフォンを用いて配達ルートを作成していくことについて説明を受け

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実際の配達担当者が操作している様子を視察。 
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２  意見交換（世田谷郵便局会議室） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＡＩによる配達ルートシステムや、日本郵便におけるデジタル化の取組ついて、日

本郵便から説明を受ける。 
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有識者インタビューの結果 

 

 

１．趣旨  

郵政民営化の進捗状況について総合的な検証を行うに当たり、広く郵政民営化に関する意見を収集

するため、各界の有識者を対象に、郵政民営化の現状や、今後の日本郵政グループに期待すること等

についてインタビューを行った。 

 

２．対象者  

地方公共団体、経済団体、非営利団体、企業経営者、学識経験者、報道関係者等の幅広い分野から

83名を選定。 

 

３．実施期間  

  令和２年 10月～令和３年３月までの間 

 

４．方法  

郵政民営化委員会事務局員が、訪問、ｗｅｂ、書面により、対象者へインタビューを行った。 

 

５．結果  

インタビュー結果（概要）については別紙のとおり。 

  

参考５ 
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有識者インタビュー対象者 

（敬称略） 

【地方公共団体：10名】 
飯泉  嘉門   （全国知事会会長（徳島県知事）） 
立谷  秀清  （福島県相馬市長） 
荒木  泰臣  （全国町村会長） 
阿部  守一  （長野県知事） 
伊東  香織  （岡山県倉敷市長） 
蒲島  郁夫  （熊本県知事） 
大井川 和彦  （茨城県知事） 
杉本  達治  （福井県知事） 
坂本   義次  （東京都檜原村長） 
宮元   陸  （石川県加賀市長） 
 

【経済団体：７名】 
久保田  政一  （一般社団法人日本経済団体連合会事務総長） 
森     洋  （全国中小企業団体中央会会長） 
辰野   邦次  （全国商店街振興組合連合会理事長） 
柏木  昭憲  （長野県商工会連合会会長） 
河毛      寛  （鳥取県商工会連合会会長）  
藤村   利夫  （山口県商工会連合会会長） 
加藤      博  （日本商工会議所規制・制度改革専門委員会委員長） 

 
【労働団体・消費者団体・福祉団体：10名】 
神津 里季生  （日本労働組合総連合会会長） 
浦郷  由季  （一般社団法人全国消費者団体連絡会事務局長） 
橋本  康正  （一般財団法人日本消費者協会専務理事） 
増田  悦子  （公益社団法人全国消費生活相談員協会理事長） 
有田  芳子  （主婦連合会会長） 
夏目  智子  （全国地域婦人団体連絡協議会事務局長） 
長田  三紀  （情報通信消費者ネットワーク） 
内永 ゆか子  （特定非営利活動法人ジャパン・ウィメンズ・イノベイティブ・ネットワーク理事長） 
阿部  一彦  （社会福祉法人日本身体障害者団体連合会会長） 
永沢 裕美子  （フォスター・フォーラム（良質な金融商品を育てる会）世話人） 
 

【企業経営者（企業一般）：６名】 
宇陀    栄次  （ユニファイド・サービス株式会社代表取締役会長） 
斎藤  聖美  （ジェイ・ボンド東短証券株式会社代表取締役社長） 
篠原   弘道  （日本電信電話株式会社取締役会長） 
冨山  和彦  （株式会社経営共創基盤(ＩＧＰＩ)ＩＧＰＩグループ会長） 
近藤  雄一郎  （ＳＭＢＣ日興証券株式会社代表取締役社長） 
長尾   裕  （ヤマトホールディングス株式会社代表取締役社長） 
 

 
【企業経営者（日本郵政グループと協業・連携している企業）：11 名】 
安達   保  （株式会社ベネッセホールディングス代表取締役社長）  
金子  眞吾  （凸版印刷株式会社代表取締役会長） 
川邊 健太郎  （ヤフー株式会社代表取締役社長ＣＥＯ） 
菊池  克賴  （宮交ホールディングス株式会社代表取締役社長） 
北島  義斉  （大日本印刷株式会社代表取締役社長） 
竹増  貞信  （株式会社ローソン代表取締役社長） 
三木谷 浩史  （楽天株式会社代表取締役会長兼社長） 
古出  眞敏  （アフラック生命保険株式会社代表取締役社長） 
隅野   俊亮  （第一生命ホールディングス株式会社常務執行役員） 
広瀬  伸一  （東京海上日動火災保険株式会社取締役社長） 
山崎   徹  （山陰合同銀行取締役頭取） 
 

 
 
【学識経験者（経済・物流）：５名】 

別紙 
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井堀  利宏  （政策研究大学院大学特別教授） 
神野  直彥  （日本社会事業大学学長） 
辻   正次  （神戸国際大学学長・教授）   
田尻  嗣夫  （東京国際大学名誉教授） 
飯田  泰之  （明治大学政治経済学部准教授） 
 

【学識経験者（経営）：５名】 
井手  秀樹  （慶應義塾大学名誉教授） 
関口  博正  （神奈川大学経営学部教授） 
米山  高生  （東京経済大学経営学部教授） 
松田 千恵子  （東京都立大学経営学研究科教授） 
山内  弘隆  （一橋大学経営管理研究科特任教授） 
 

【学識経験者（法学・政治・行政）：５名】 
小塚 荘一郎  （学習院大学法学部教授） 
森田   朗  （津田塾大学総合政策学部教授） 
東條  吉純  （立教大学法学部教授） 
石井  夏生利  （中央大学国際情報学部教授） 
神作  裕之  （東京大学法学部教授） 
 

【学識経験者（金融）：３名】 
勝   悦子  （明治大学大学院政治経済学研究科教授） 
佐々木 百合  （明治学院大学経済学部教授） 
出口  治明  （立命館アジア太平洋大学学長） 
 

【学識経験者（デジタル化）：１名】 
中村 伊知哉  （情報経営イノベーション専門職大学学長） 
 

【学識経験者（まちづくり）：１名】 
藻谷  浩介  （株式会社日本総合研究所主席研究員） 
 

【学識経験者（消費者保護）：２名】 
山田  昭典  （独立行政法人国民生活センター理事長） 
松﨑  陽子  （仙台青葉学院短期大学教授） 
 

【アナリスト・シンクタンク：11名】 
秋池  玲子  （株式会社ボストン・コンサルティング・グループ マネージング・ディレクター＆シニ

ア・パートナー） 
中空  麻奈  （ＢＮＰパリバ証券株式会社グローバルマーケット統括本部副会長） 
根本  直子  （早稲田大学大学院経営管理研究科教授・アジア開発銀行研究所エコノミスト） 
高田   創  （岡三証券株式会社グローバル・リサーチ・センター理事長＆エグゼクティブエコノミス

ト） 
丹羽  孝一  （シティグループ証券株式会社株式調査部ディレクター） 
永濱  利廣  （株式会社第一生命経済研究所経済調査部首席エコノミスト） 
辻野  菜摘  （三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社シニアアナリスト） 
土谷  康仁  （三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社シニアアナリスト） 
安岡  勇亮  （三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社アナリスト） 
大谷  和子  （株式会社日本総合研究所執行役員法務部長） 
藤沢  久美  （ソフィア・バンク代表） 
 

【報道関係者：６名】 
樋口  卓也  （時事通信社経済部長） 
船津   寛  （産経新聞本社編集局経済本部長） 
宮野  健男  （一般社団法人共同通信社経済部長） 
林田  晃雄  （読売新聞東京本社調査研究本部主任研究員） 
多賀谷 克彦  （朝日新聞社東京経済部長） 
平地   修  （毎日新聞経済部長） 
 

合計 83名  

注：所属・役職等はインタビュー当時のもの。
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有識者インタビューの結果について 

 

①  民営化及び上場後の経営実績の評価等 

郵便事業の地域における役割や地域金融機関等との連携事業の実績を評価する意見や、国民の利便性
への寄与、多様で良質なサービスの提供、よりよい経営に向けた努力等への取組その他の民営化後の経
営実績を評価する意見がある一方で、更なる業務の改善等を求める意見、上場後の業績や親子上場への
懸念、金融二社株式の完全処分が実現していないことによる競争環境の問題、社員のコンプライアンス
意識の低さ等への指摘があった。経営陣と社員の意思疎通が不十分であることなど組織体制に対する問
題を指摘する意見も寄せられた。 

 
・ 郵便事業は、郵便物が長期間溜まっているといった住民の異変に気付きやすく、地域の見守りの役
割も果たすことができる。地域における見守りの活動では、遠隔でまわることができない地区もある
こと等から、今後、地方公共団体と郵便局との連携を図っていく必要がある。地域における郵便局及
び郵便事業の存在は貴重なものであり、明治以来存在する社会の仕組としてこれからも大事にしてい
かなければならない。郵政事業の民営化に当たっては、地域社会にとって貴重な部分は守っていただ
きたい。 

 
・ 郵便局が民営化して会社組織になったが、伝統は残っており、伝統が生き続け、息づいていること

は良いことである。 
 
・ 日本郵政グループは、現行の４社体制に再編された 2012 年以降、経常収益は４兆円以上、経常利益
は 3,000 億円以上減少し、株価も 2015 年の株式売出価格から半分近くに低迷している。このことは、
市場が郵政グループの事業の将来性を疑問視していることの現れであり、抜本的な経営改革が必要で
あることの証左である。 

 
・ デジタル化や電子メール等での即時の意思伝達の増加により、郵便の取扱物数が減少しているのは
痛手であるが、ゆうパックの取扱件数を増加させるなど、よりよい経営に向けて努力している。 

 
・ ゆうちょ銀行が地域経済活性化のため地方の企業に投資を進めていることは評価できる。地方銀行
と連携・補完し合うことが重要である。新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響で経営が悪化す
る中で、ゆうちょ銀行から投資による資本性の資金の提供を行うことを強く望む。 

 
・ 一部の地域で実施されている地方自治体、地域金融機関、地域ファンド等との連携事業の更なる推
進と、他の地域への展開に大いに期待する。 

 
・ 郵便局は公共的な性格を有するという本質を忘れずに、サービスを提供して欲しい。 
 
・ 地方銀行が地方において撤退し、ＡＴＭのみ設置が進んでいる状況の中、郵便局の存在は安心感を
与えてくれる。特に高齢者は安心していると思う。 

 
・ 利益と社会貢献のすみ分けをしっかり行い、国民の財産を守ってほしい。 
 
・ 民営化後に「自主性や効率性の観点では効果が上がっている」など、経営の効率化への評価がある

一方、かんぽ生命の不適正募集問題の影響を受け「信頼が未だ回復していない」といった声もあり評
価は割れた。「競争原理が働いて効率性は向上している」とする意見がある一方、「株価の下落、他民
間銀行に比べて預金が増加していない。より良い経営が行われていれば数字が変わるはず」「現場努
力はあるが、全体最適の観点からすると未だチグハグ」といった厳しい意見もある。特にかんぽ生命
の不適正募集問題については「経営陣と営業現場との意思疎通が十分に図られていない」との評価も
聞かれる。 

 
・ （郵便局は、）ＩＴへの対応が遅れている気がする。他の銀行に比べてＤＸへの対応が飛び抜けて遅

い。 
 
・ かんぽ生命は「郵便局が販売している生命保険」という高い信頼性がある。ノルマの問題があった

のかもしれないが、そうした信頼につけこむような行為を許していたということは、組織全体に問題
があったと言わざるを得ない。 
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・ ＮＴＴやＪＲほどには日本郵政は民営化された企業というイメージがない。他方で、赤字路線の廃
線の如き動きを、日本郵政グループに安易にはとってほしくない。 

 
・ 経営状況自体を見れば必ずしも悪いとは思わないが、ＣＳＲなどの観点からだとどうしてもかんぽ
生命保険の不正販売問題が思い浮かぶことから、「より良い経営」ではないと考えざるを得ない。 

 
・ 現在、萎縮モードに入っているが、他の民間企業は不祥事があったからといって、ずっと営業停止

等の萎縮をしている訳ではない。お詫び行脚とのこと。確かにお詫びも大事だが、お詫びだけで顧客
が喜ぶとは思えない。新規事業はどんどん行っていくべき。それが郵便局にとっても地域にとっても、
活性化につながると考える。 

 
・ 民間になった意識が組織内に浸透し、その結果お客さま対応が良くなったと考える。以前は、給与

体系も年功序列であったと聞いているが、今は、能力給等インセンティブも導入されており、良いこ
とだと考える。 

 
・ 日本郵政グループは国民の生活になくてはならない郵便事業を提供している一方で、郵便ネットワ
ークを活用したサービスや金融・保険事業の拡充による企業価値の向上に努めているものと認識して
いる。また、今次のコロナ禍で大きく拡大したＥＣ利用を物流面で支える等、国民の利便性向上にも
貢献しているものと認識している。職員の皆さんは、感染拡大期においても、エッセンシャルワーカ
ーとしての務めを十分に果たしたことに敬意を表する。 

 
・ 郵便局やゆうちょ銀行、かんぽ生命は誰しもが知っているのである。貯金する人は、積極的にリス

クを取らないし、取ったとしてもそれはローリスクである。個人向け社債も提供していくとよい。郵
便局の強みを生かし、商品性ができるだけ簡素で分かりやすい積立の株式投信を売ることはできない
か。 

 
・ 信書の定義は、内容基準では信書に該当するのかしないのか判断も難しい。外形を見て判断できる
外形基準にするべき。ドイツなどの区分は外形基準となっている。 

 
・ ユーザー企業のサプライチェーンの責任者は、日本郵便が自らのサービス力を向上し続けていって
ほしいと思っている。 

 
・ 郵便・物流分野におけるＥＣ市場の拡大や置き配などのニーズの高まり、金融分野におけるデジタ
ル化の推進など環境変化に対応したサービスの充実が図られていると思われる。具体的にはｅ発送サ
ービスの拡充（ゆうゆうメルカリ便 等）や郵便局でのキャッシュレス決済の導入、スマホアプリによ
るサービス提供（ゆうびんアプリ、通帳アプリ、すこやかんぽ 等）などの多様で良質なサービスが提
供されていると思われる。今後も国民生活全般のサポートに向けた一層の利便性向上を期待する。 

 
・ 全国一律のユニバーサルサービスの提供を維持しつつ、経営効率を高めるには、現状の郵便局網を
維持したままでは困難であり、地方銀行との連携を進めることやビジネス街や住宅地にある郵便局の
土地を活用した新事業開発を行っていく必要があると思われる。民営化後、郵便局での保険や物販の
推進、民間銀行とのネットワーク接続等、一定の利便性の向上は図られている。 

 
・ （郵便局の）強みとしては、①圧倒的チャネルやお客さま基盤を持っていること。②ユニバーサル
を提供することにより、お客さまの信頼を得ていること。③特に地方においては、郵便局の認知度は、
他の民間機関と比べてはるかに高いこと。などがあると考える。 

 
・ 郵便局ネットワークの巨大さゆえに、様々な商品の販売に関わる社員一人ひとりへの教育体制、管
理体制の構築が課題（弱み）とならないことが大切と考えている。「中期経営計画（2021～2025）の基
本的考え方」に示されている、「ＤＸの推進」や「タブレットの導入拡大」等は、社員一人ひとりの販
売力の均質化や品質向上にも資するものと期待している。 

 
・ 郵政民営化後、日本郵政グループの軸足は官から民になってきており、民間企業と同じ効率性・健

全性の評価を求められている。土曜配達の廃止についても、民間企業として採算の合わないことをや
めてコストを削減するのは仕方のない面はある。 

 
・ 自分たちは特殊企業であるという意識が強く、民営化した企業も倒産するのだという危機意識が薄
い。これは 10年前に倒産した日本航空にも同じことが言えた。 
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・ 郵政民営化から 13 年も経っているにもかかわらず、社員のコンプライアンス意識が低い。大切な
のは世間や国民がどう受け止めるかということだ。郵便局などの現場での研修も、どのように本社や
当局からの規制、条文をどう潜り抜けるか、という意識で行われていた。 

 
・ 親子上場は今後世間からも厳しい目を向けられる。ＮＴＴドコモですら完全子会社になる。政府に
とっては日本郵政株の売却によって財政悪化を食い止める目的もあるだろうが、長期的には親子上場
を続けるのではなく一本化することも視野に入れる必要がある。 

 
・ これまでは民間の手法を持ち込んで進めようとしていたが、完全な民間企業ではないため、公的な
良さと離反していた。1980 年代に三公社民営化の議論をしていた頃は、ゆうちょ銀行、かんぽ生命保
険が扱っている額が大きく、民間企業を圧迫してしまうため縛っておくべきという考えがあった。し
かし現在では、なるべく早く株式を売却し独立すべきだと思う。ただし、特に過疎地域では郵便局の
存在が重要であり、ユニバーサルサービスの維持と民間的な役割は分けて考えるべきである。 

 
・ 完全な民間企業ではないため、他の民間企業と同じ理念を実現することは仕組み上難しいという前
提で、郵政民営化法の基本理念に向かって努力しているというのは理解できる。 

 
・ コンプライアンスを重視し、お客に迷惑をかけずに、かつ収益を上げることは、難しいことである

が、どのような戦略を立てるかが、大きな柱となる。アクセルとブレーキのバランスをしっかり考え
ることが大事である。 

 
・ ＩＴをどのように活用するかも考える必要がある。地域の活性化にどのように貢献するかを踏まえ、
新しいビジネスモデルを考える必要がある。 

 
・ 親子上場に対しては、元々疑問を感じていた。ゆうちょ銀行やかんぽ生命にとっては、親会社であ

る日本郵政からのプレッシャーがあると考える。マーケットではなく、親会社からのプレッシャーは
好ましいものではない。 

 
・ 基本的には上場後収益性への意識は以前より格段に高まっており、ガバナンスの点では株主の声が
効くようになっている。日本郵政には公的役割が大きいなどの歴史があり、一般企業と比較するのは
難しいが、これから株式の完全処分という道筋もあり、これまでのところは、以前と比べればいい形
で機能していると思う。 

 
・ もっと自由に腕を奮ってほしいと考えるが、制度・位置づけという外的要因だけでなく、内部の空

気の問題が大きいのではなかろうか。社長交代劇やポスト争いのニュースを目にすることが多かった
が、トップは落ち着いてもらいたい。横割りや外の血を入れる人事も期待するが、トップが落ち着か
ないと現場の活性化も難しい。先日、日本郵便の衣川社長が「現場と経営の風通しを良くする」とお
っしゃっていたのが気がかり。 

 
・ 郵便局を利用する際には、各地域の郵便局や駅ナカにある郵便局などを比較して、自主性やオリジ
ナリティを感じることがあるため、国民の利便性に寄与していると思う。 

 
・ 上場について最初に計画したときよりも、社会の環境がだいぶ変わってきている。ユニバーサルサ
ービスのコスト負担にもつながる問題。日本郵政グループのうち、利益が出るゆうちょ銀行やかんぽ
生命が切り離されて上場することにより、利益のパフォーマンスを中心に期待する株主が出現して、
郵便事業を補填することが難しくなっていく可能性もある。一方、世の中の考え方も変わってきてお
り、上場企業の評価に当たっては、一過性の足元の利益だけでなく、持続可能性も問われている。ゆ
うちょ銀行やかんぽ生命は利益を追求する会社という方向で引き続き行くのか、あるいは、郵便事業
を守ることも含めた会社、郵便事業を支えるコストも背負っている会社であり、それが社会の持続可
能性という観点からも重要という方向で行くのか。今の時代にふさわしいことは何かという観点から
新たなステークホルダーとコミュニケーションをとる必要がある。 

 
・ 日本郵政が保有する金融二社の株式完全処分が実現されておらず、金融二社への間接的な政府出資

が解消されない状態では、民間事業者との公正・自由な競争環境にあるとはいえない。 
 
・ かんぽ生命保険は自主的に動こうとしている一方で、新商品を開発する際には民営化法の上乗せ規
制があり、委員会にもかけなければならず、皆が売っているようなものしか売れていない。魅力的な
商品を出せなかったことがかんぽ不祥事の一因かもしれない。例えば学資保険で良いものを作ったが、
認可前の手続をしているうちに他社に真似された経緯もあるため、慎重になってしまっている。 
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・ ユニバーサルサービスによって地方や過疎地におけるサービスの維持には貢献しているものの、利
便性向上が図られているという認識はない。 

 

②  かんぽ生命問題等を受けた信頼回復のための取組等 

信頼回復に向けて、顧客本位の業務運営の徹底、人事評価の見直しの必要性を指摘する意見や、グル
ープガバナンスの強化、コンプライアンスの徹底及び顧客の声の傾聴の重要性等の指摘があった一方で、
営業自粛やお詫び行脚などの取組への評価や、お詫びを行いながらも前向きな取組を求める意見、信頼
回復には社会に役立つことをすることが一番という意見もあった。 

 
・ 良くも悪くも「武家の商売」という言葉が当てはまる。功罪両方があり、郵政ブランドに裏打ちさ
れた特に高齢者に対する信頼がある一方、何かあった際には、国営企業由来の発想から脱しきれてい
ないため、文字通り武家的発想で問題を解決しようとしたものと思われる。今後、ゆうちょ銀行・か
んぽ生命がメガバンク・大手生保と比肩するための１つの大きな教訓・経験として受け止めて、真の
意味で地域に信頼される企業に生まれ変わっていただきたい。 

 
・ ユニバーサルサービスとしては、全国に荷物を届けるだけでなく、定期的に届けることも大切であ
る。特に田舎は新聞を郵便で届けている実態もあり、月曜から金曜しか届かないというのは不便。過
疎地は郵便局に頼っている部分も大きいため、窓口や配達の利便性を向上してほしい。災害の際、郵
便局が避難所へのポストの設置、転送、配送などのサービスを迅速に行っていることや、大手町の本
社で復興応援フェアを開催していることは非常に有り難い。 

 
・ 民営化後、1 人 1 人の気持ちが（国営時代の気持ちから）抜け切れていない、特に幹部は民間企業
である意識が薄く、甘いのだろうと思う。 

 
・ ガバナンス強化やコンプライアンスへの取組は、非常に重要だと考える。また、民営化されたのだ

からＥＳＧへしっかり取り組んでいく必要がある。これからは、この取組がなければ、地方銀行は融
資をしない状況である。環境問題・社会貢献・ガバナンスの重要性を認識し、しっかり取り組んでほ
しい。地域に密着したみまもりサービス等を地道に続けていくことが、信頼回復につながるのではな
いかと考える。 

 
・ お詫び行脚も分かるが、ただ謝っているだけでは先に進まない。謝りつつ出直した商品を持ってい
くべき。もちろん聞いていただけるお客さまへしか商品説明は出来ないが、聞いてくださるお客さま
へは「今回の不祥事に対する反省を基に適切に作った商品です。」という風に説明することが重要だ
と考える。 

 
・ 日本郵政グループ経営理念である『郵政ネットワークの安心、信頼を礎として、民間企業としての

創造性、効率性を最大限発揮しつつ、お客さま本位のサービスを提供し、地域のお客さまの生活を支
援し、お客さまと社員の幸せを目指します。また、経営の透明性を自ら求め、規律を守り、社会と地
域の発展に貢献します。』の意味を全社員に真に理解させた上で、浸透させていくことでグループコ
ンプライアンスが徹底され、信頼回復への第一歩となるのではないか。 

 
・ 窓口業務を抱えながらの事業所では、半日又は一日単位の集合研修に一人の社員を出張受講させる

のは極めて困難と思われる。研修資料としてのＤＶＤを送付しても、局内で活用して周知するのも御
苦労されているものと推察する。数名配置の事業所を、全国に２万箇所以上展開したまま、目標実現
や課題解決に向けコントロールしていくことは、極めて困難であり、早急に議論すべき課題と思われ
る。 

 
・ ＣＳＲやＳＤＧｓに取り組んでいるようだが、その精神が社員に共有されていればこのような問題
は起きなかったのではないか。民営化して「競争状態」に入ったことにより、かつて生保会社で起こ
った問題行為が起こるようになったとしたら残念である。社員１人１人がＣＳＲの考え方を普通に遵
守するよう、会社として取り組むべきである。また、過去の生保の問題事例等も学んでほしい。他社
の良い取組は取り入れ、良くない点は反面教師として取り込んでいただきたい。 

 
・ 本気で組織を変えようと思うのなら、トップを１人入れ替えるのではなく、かなりの人数を投入し
てカルチャーを変える必要があり、カルチャーを変える・リーダーシップを取るためには、それを実
践する実行部隊が必要である。取りあえず「民間の人をトップに据えました」だけでは無力であり、
逆に気概の無さを感じる。 
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・ 信頼回復に向けては、「お客様本位でのビジネスを行うこと」を企業文化として根付かせるべく、経
営層自らが率先垂範していくことが重要と認識している。徒に今回問題となった点を解消することに
止まらず、経営者は未来の企業像を職員・社会に向かって積極的に発信することが重要だと考える。 

 
・ 健全な組織風土の醸成と社員の意識改革のために、多種多様な民間企業との協業や共創、人事交流
などを更に加速させる必要があると考える。 

 
・ 日本郵政グループの１つ１つが大きな規模であり、各業界に影響力があるのは周知の事実であるが、
今回のかんぽ生命問題でも指摘があったがグループとしての横のコミュニケーションとガバナンス
強化が必要であり、日本郵政グループの会社組織と局長会を基とする組織体制との更なる連携と指示
命令系統の本当の意味での一元化という事も必要があるのではないかと考える。 

 
・ 苦難が続く中、営業自粛やお詫び行脚など、敬意を表し、正しい対応をしていると思う。このまま
真摯に対応を続けていけば、時間はかかるが、立て直すことができると考える。 

 
・ 一般的には持株会社－事業会社といった形態にみられるデメリットとして、両者間のコミュニケー
ションが取れず、持株会社が現場を知らずに「机上の空論」的な施策を打ち出すことにより問題が発
生するという傾向がある。また、持株会社、事業会社ともに規模が大きい場合に、機能の重複や官僚
的間接人員の肥大化といった傾向も良く見られる。 

 
・ かんぽ生命保険の不適切販売問題で失われた信頼を回復するには、社会に役立つことをするのが一

番だと思う。例えば、デジタルトランスフォーメーションの中で、典型的なデジタルデバイドも起こ
っており、取り残されている人も多くいると思うが、郵便局にいったら何とかしてくれるというよう
に何か提供できないか。 

 
・ 日本郵政グループの広い顧客との接点は財産であるので、大切にしてほしい。顧客の声は、財産で

ある。分析していくことは大変有益である。顧客分析もグループ全体で取り組んでいく必要がある。 
 
・ 上場を果たし、企業として、透明性が高くなったことは、非常に良いこと。日本郵政グループは、
形式上は最もグローバルスタンダードに近い指名委員会等設置会社である。社外取締役も多数入れ、
ガバナンスが整っている。形は整っているが、後は中身が問題。コーポレートガバナンスの報告書や
顧客本位の業務運営方針等を拝見したが、中身が薄く、血肉となっていない。情報が経営陣にしっか
り上がる体制ができているのか、疑問。体制整備が重要である。人事評価も、金融機関としての中長
期観点で見直し、顧客本位の対応が良い評価につながるよう整備するべき。コンプライアンス体制も
整備されているのか、疑問。日本郵政グループのグループガバナンスは、ボイラープレート的一面が
あり、充実させていく必要がある。 

 
・ 私が関わっているどの民間企業もコンプライアンスの強化や問題の収拾・対応についてはトップレ
ベルで取り組んでおり、情報が制度的に上に流れるようになっている。その点について郵政グループ
は、完全な民間会社ではないからなのか、あるいは過去を引きずっているからなのか、まだ意識改革
ができていないという感触がある。 

 
・ 郵政省時代から周知広報が下手で、国民に情報が伝わっていないと感じていたが、民営化してもそ
れは同じである。上手な広報戦略が不可欠だ。 

 
・ トップが全てを見ることができない以上、権限委譲することは組織として当然であるが、権限移譲
するなら、情報はいつでも上がってくるような仕組みを考える必要がある。現在のＩＴシステムを使
えば十分可能だし、目標値と実際の販売状況の把握であれば Excel を使って集計することもできるだ
ろう。その集計結果を放置せず、いつも見ている人を配置し、おかしな動きがあればアラートを立て
るような担当を作ることなどはできると思う。 

 
・ 日本郵便は、日本で最も大きな企業体であり、巨大であるがゆえに小回りが利かないということも
あるし、どんなに幹部がメッセージを発信しても現場に届くまでには時間がかかる。社会からの要請
への対応や規制機関への対応は大切な仕事ではあるものの、現在は社員とのコミュニケーションも大
事であり、そこにも一定の時間を使うことがマネジメントの一環として求められている。また、幹部
が何度も発信し続けること、年度を超えても続けることが大事。「またやってるの？」と社員に思われ
ても、「同じ話をこんなにしつこく発信していいのだろうか」と思っても続けることで、「この方は違
うな」と社員に思ってもらえる。経営には、優秀さとはまた別な意味の「粘り強さ」が求められると
ころがある。経営幹部はこういったこともマネジメントとしての仕事の一部と捉えていくことが重要
だ。 
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・ 今回の問題の原因や背景として、調査報告書の中で、元国営組織であることによる信頼感があった
ことも挙げられており、金融二社については郵政民営化法に則り、株式の完全売却を通じて真の民間
金融機関となることも重要であり、成長戦略も含め具体的な計画を示していくことが必要。 

 
・ 郵便局は顧客本位の営業を徹底するべきであり、従業員の評価体系も顧客本位を徹底したものに変

えていくことが必要。 
 
・ 保険会社と代理店が同じグループなのだから、かんぽ生命保険が郵便局での販売状況をきちんと把
握し、口出しできるような環境をつくることが必要。 

 
・ 日本郵政グループの顧客は、他の金融サービス提供者との接点がなく専らユニバーサルサービスの
恩恵を受けている地域では、みまもりサービス又は地縁そのものにより地域の郵便局がライフライン
を補完する機能を担っていることもあり、苦情の声を上げづらい可能性もあることを想定し、地域の
営業担当に気兼ねなく苦情を伝えることができるアンケートの手法なども検討することが必要。 

 
・ 変革のチャレンジができる環境が整っていない。社外から監視する仕組みは作っているものの、執
行役員以下の中間管理職層には「これをやらない方が安全だ」という文化がある。 

 
・ 人事評価の仕方も変えなければいけない。 
 
・ 不祥事案に適切かつ迅速に対応する必要がある。当事者責任の明確化も必要。お客さま相談窓口の
対応力向上も重要。他企業を見ても対応力が脆弱である。 

 
・ 経営陣が自ら考え、動かなければ、組織は変わらないと思う。 
 
・ なぜ、かんぽ問題が起きたのか。反省を踏まえ、経営陣は現場を歩き、相当の時間、コストをかけ
て、従業員との対話、意識調査を徹底する必要があるように思う。経営陣と中堅、中堅と現場のそれ
ぞれの間に大きな意識の断層があるように思える。顧客最優先、社会の公器を目指す組織共通の理念
が見えない。 

 
・ 不正販売問題では、過度なノルマ至上主義と、上層部が早期に問題を把握して改善することのでき
ないガバナンス不全が露呈した。この問題は郵政グループに対する政府関与が続く一方で、民間企業
として利益を上げなければならない組織のいびつさに一因があると思う。今一度望ましい組織とガバ
ナンスのあり方を考え、何のためにグループが存在し、社会にどのような貢献ができるのかを明確に
した上で、社員の意識改革を図る必要があると考える。 

 

③  情報開示 

不都合な情報をきちんと開示する必要性、情報開示の遅さ、効果的な周知広報がされていないこと等
を指摘する意見が寄せられた。また、利用者等からの意見・苦情、現場で働く者の声を聞き、正確な情
報を経営に反映すべきとの指摘もあった。 

 
・ 経営陣が現場で働く者の声を真摯に受け止めていれば、今回のかんぽ生命の不適切販売の発生は防
げたのではないか。利用者等からの意見・苦情はもちろんのこと、今後一層現場で働く者の声を聞き、
正確な情報を経営に反映すべきである。 

 
・ 組織の仕組みを変えても、社員の心持ちが変わらないと体質は変わらない。 
 
・ マイナスの情報もきちんと開示することは当然で、外部監査をきちんと受けることも大事。顧客か
らの信頼については、かんぽ問題のようなことが生じた際に、真摯に対応するということではないか。
最初は顧客に落ち度があるかのように対応しがちだが、商品設計自体に問題がなかったか、営業サイ
ドに問題がなかったかチェックすることが重要。 

 
・ 日本郵政グループのホームページを見たが、必要な情報はそろっていると思われる。ただし、説明

に当たって「なぜそれを説明すべきなのか」「情報を受ける側としては何を考えてその情報にアクセ
スしているのか」という点についてもう少し考慮があると良いように感じた。 

 
・ 大きい組織なので報告までに時間がかかることはわかるが、悪いことほど早く公開・説明すれば世
間の納得は得やすいし、国民の理解も深まる。遅くて良いことなど何もない。公表・説明が遅いと、
それだけで何か隠しているのではないかとの余計な疑念を抱かせるだけ。 
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・ 重要な情報をより分かりやすく提供していないと思われる。効果的な周知広報がなされていない。
また、利用者や消費者団体の声も反映されていないように感じる。かつては（旧郵政省時代）局長主
催で地元住民を集めて声を聞くなどしていたが，最近ではそうしたことを行っているという話は聞か
ない。利用者の声を積極的に聴取しようとしていかない限り、経営にも反映されていないだろう。 

 
・ 不都合な情報の開示に遅れがあると考える。特にゆうちょ銀行でのキャッシュレス決済サービスの
不正利用については、開示が大変遅かった。 

 
・ 企業の情報開示・広報活動は、単なる宣伝ではなく、企業の危機管理である。適切な情報公開・広

報活動を行う企業のトップは、会社内の情報を正確に把握していることが多い。加えて、広報部門に
高いレベルの経営情報を提供した上で、外部にどこまで開示すべきかきちんとすり合わせしている。
広報の巧拙は企業の明暗を分ける。「宣伝の一環」程度に軽く見ている企業は、危機時の情報発信で失
敗しがちだ。日本郵政グループもガバナンスを強化し、会社の情報・課題を適切に収集・集約し、適
時適切に発信していく態勢を整え、同じような失敗を繰り返さないようにしていただきたい。 

 

④  日本郵政グループへの期待、目指すべき方向等 

郵便局に対する信頼感、郵便局ネットワークの重要性への評価があった。新型コロナ感染症拡大をは
じめとする環境変化に応じた、将来を見据えたビジョンや戦略、取組の重要性等の指摘、デジタル化の
推進、積極的な事業拡大、地方部・高齢者のデジタルデバイド（情報格差）への支援、グループ内の顧客
情報データの活用等への期待も寄せられた。 

 
・ 株式の売却を進める際も、ユニバーサルサービスはきちんと保つべきである。日本郵政は民営化し
ても日本全国で公的役割を担っており、体制が急激に変化することに対しては市民として危機感があ
る。効率性を求めて窓口取扱時間を短縮したり、配達日を減らしたりするのではなく、他の分野の収
益をうまく繰り入れることで対応してほしい。 

 
・ ＡＴＭや現金の調達についての要望はあるので、顧客とのつながりとして残しながら、投資の知識
を有しない高齢者向けのサービスを提供する金融機関として生き残ることは十分にあり得るし、その
ようなことができるのは郵便局以外ないのかなとも思う。 

 
・ 既存の価値にデジタルな発想を加えることは難しいことではない。日本郵政グループは、顧客から
信用されており、これは強みである。社員のスキル・信頼信用・デジタル化をマッチングすることで、
新しいチャンスが生まれてくる。 

 
・ 今般のコロナ禍で、近隣の郵便局が長期にわたり閉鎖されてしまった。コロナ禍を予想することは
難しかったので仕方なかったが、今後は様々な事態を想定し、ＢＣＰ向上施策を準備しておく必要が
あると考えている。業務のＤＸ化を進めることは、地方を中心に更なる人口減少が見込まれる中で不
可欠な事業効率化や、パンデミック時のＢＣＰにも繋がると考えている。併せてＥＣ市場等、今後成
長が見込まれる分野において積極的に事業を拡大していくことも重要だと思う。地域密着型の郵便局
ネットワークを強みとして、様々なプレーヤーと公正に競争・協業しながら、この両輪で取り組んで
いくことを期待している。 

 
・ 業務プロセスを見直し、自らのデジタルトランスフォーメーションによる効率化と事業拡大を両立

させていくことが必要と考える。ＡＩ、ＩｏＴ等の活用による配達等の効率化、窓口業務におけるオ
ンライン化の更なる促進、ドローン、配送ロボット、自動運転など、先端技術の活用に向けた実証実
験等にも取り組んでいるが、業務の効率化の観点だけでなく、災害時のレジリエンス確保を含め、検
討していくことも重要と認識している。 

 
・ 最近の大きな環境変化とコロナ禍の影響を踏まえて、そろそろ民営化に関わる競争条件の問題やそ
の前提となるビジネスモデルと産業構造の変化に関する根本的なレビューを行う時期が来ているよ
うに感じる。かつての強みが弱みに変わり、競争上の圧倒的優位性の源泉がむしろ事業モデルの変容
の足かせに転じている、逆に重荷とされていたものが今後の新たな事業資産に転じる可能性があるか
らだ。また変化が破壊的かつ急速に進行している現状に鑑み、かかるレビューは現状把握を超えて、
変化の方向性を捉えながら未来志向で今後の民営化の枠組を議論すべきではないかと思う。 

 
・ 日本郵政グループと組めるところは組んで、協力していきたいと考えている。公正な競争について、
日本郵政グループにしっかり認識していただきたい。 
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・ 新型コロナ感染症の感染拡大により、どの企業も難しい状況に直面している。日本郵政グループも
例外ではなく、これまでの事業の進め方では、立ち行かなくなると考える。公共インフラを守りつつ、
変わるべきところは変わることが大切である。 

 
・ デジタル化に伴い世の中が大きく変化していく中で、特に地方部・高齢者にデジタルデバイド（情

報格差）が発生すると思われる。その支援の役割を郵便局ネットワークに期待する。一方で、郵便局
ネットワークの更なるデジタル化を推進するためにはグループ内の顧客情報データを一元化するこ
とが必要であると思われる。 

 
・ 新型コロナ禍において、ＥＣ利用者の激増やテレワークの普及など、デジタル化を基盤とした新た
な生活様式・新たな働き方が大規模かつ不可逆的に進んだ。日本郵政グループが提供する郵便、銀行
窓口業務、保険窓口業務は、紙と対面を前提とした仕組みが強く残っており、新たな生活様式・新た
な働き方に先駆的に対応しているＩＴ事業者との連携によるデジタル化、ユーザー利便性向上と経営
効率化の両立を目指す取組が必要と考える。 

 
・ 新しい技術を使ったサービスの実験や展開を、多方面において更に進められることを期待する。日
本郵政グループの新しいサービス展開は、民業圧迫との意見も一部あるが、日本を代表する巨大企業
の動きは、必ず民間企業の技術開発への刺激になるかと考える。 

 
・ 「新たな生活様式」のもと、ＥＣおよび物流サービスが生活基盤として一層重要な役割を担う傍ら

で、荷主と受取り手の要望は多様化しており、安定した物流サービスの提供が喫緊の課題となってい
る。こうした状況を踏まえ、日本郵便が培ってきた全国の物流網や膨大な荷量とデータを必要に応じ
てオープン化し、他の周辺サービス事業者と提携・共有化することにより、デジタル化による業務改
善、顧客体験の向上などにつなげることが可能性としてあるのではないかと考える。 

 
・ 郵便局には地域共通インフラとしての役割を期待する。離島、中山間地域等、著しい人口減少のあ

る市場においては、地域の共通インフラとして共同利用する仕組みがあれば、金融サービスの包摂性
に資する取組となる。 

 
・ 郵便局ネットワークは国民の財産であり、ネットワーク自体を維持していくべき。地方だけでなく
都市部でも、医療や介護を受けられない人がおりエアポケットが生じている。郵便局はフィジカルな
サービスの拠点として、地域に何ができるのかを考えるべき。 

 
・ キャッシュレス化・ＩＴ化が進む中では、ＩＴを使った情報提供を考えるべき。また、逆に、ＩＴ
を使えない人にどう対応するかということも大事な点。郵便局はネットを使えない人を助けることが
できる。 

 
・ 人口減少の影響を郵便事業は、ダイレクトに受けていると考える。郵便局と地銀と自治体とコンビ
ニを１つにするようなことが必要ではないか。例えば、コンビニ店員が郵便物を引き受けたり、ＡＴ
Ｍ操作をご案内できるような仕組みができると良い。 

 
・ 20年、30 年後のビジョンが描けていない。本来は自社で考えるべきであり、まるで役所仕事ではな
いか。まだ官の意識が抜けていないと感じる。 

 
・ 日本郵政グループに何を期待するか、それは、半分は「政府が日本郵政グループをどうしたいのか」
ということではないか。民営化時の理念に戻り、強みと弱み、将来性があるもの無いものを見極めて、
長期的に見て、企業が営業を続けていく戦略をきちんと描いて欲しい。政府保有株式は、株価に関係
なくできるだけ早く売却していくべきである。 

 
・ 行政事務の受託関係では、住民登録や保険、年金などの手続きのオンライン化が進んでいるが、郵

便局は高齢者などデジタルに馴染むことが難しい人の窓口になれるのではないか。 
 
・ 本人の同意の範囲で顧客データを効率活用するべき。外国では、マイデータやそれに類する取組が
進められている。これからは、自分の情報を自分で見ることができた上で最適なサービスを受けるこ
とができる仕組み作りが必要だと考える。 

 
・ ＤＸは一般企業でも重要となってきているが、単なる効率化やＩＴ化だけではなく、ビジネスモデ
ル全体を変えていくもの。これだけ顧客がいる中で、顧客データ等を使ってどうビジネスを高度化す
るか等を考えていくＤＸが非常に重要となる。これについてはＣＤＯ（chief digital officer）を据
えたり、社員の意識を高めると同時に、新たな専門家を呼ぶなど外部組織とどう連携していくかも考

34



えなければならず、それを政策や戦略に有機的に活かしていくことが重要である。そのような設計に
基づいて人材を求めていくべき。３か年の経営計画は中期戦略の社内での共有という意味でも非常に
重要。経営者がどう考えているかは一番重要な部分なので、そこをしっかりやっていただければ、経
営の方向性も外からよく見えるようになる。 

 
・ ＳＤＧｓ、ＥＳＧは世界的な傾向となっており、どの投資ファンドも気候変動や環境等にお金を流
している。菅政権も脱酸素を目指しているが、それが今後大きな潮流になるとすると、それに資する
ビジネスや新たなイノベーションを、特に地域で促進していくことが非常に重要。プライベートエク
イティなどの専門家も必要になるだろう。 

 
・ 郵便局の人が持つ安心感・信頼感は他の企業には真似ができない。自治体の業務、マイナンバー、
キオスク、見守りサービスなどを手掛けているが、より戦略的に地域の公共サービスを手がけてよい。
自治体の窓口業務にしても、住民票を交付するのは郵便局でもＯＫだが、書き換えは公務員であるこ
とが必要という規制がある。地方が有効に郵便局を使えるよう制度的な手当も必要。 

 
・ ＡＩやＩｏＴからなる超スマート時代・データ時代が来ている。金融もデータ事業となり、ゆうち

ょ・かんぽもフィンテックに飲み込まれる。郵・貯・保の三事業がデータビジネスをどう進めるかの
戦略段階にある。郵便局は三事業を通じて大量のデータを扱ううえ、２万４千の局舎はセンサーを埋
め込み放題で、人やモノの流れをつかむことができる。バーチャル空間がデータで完結する一方、リ
アル空間は物流がより重要となる。ｅコマースの消費に占める比重は現在５％程度だが、すぐ中国並
みの 20％ぐらいには高まるだろう。コロナで加速するだろう。郵便は新型の移動手段やドローン、ロ
ボットなどのテクノロジーを使いこなすことが求められる。最近、ＭａａＳもあちこちで実験が行わ
れている。郵政もあれこれ実験を進めているが、もはや実験の段階ではなく実装・商用のタイミング。 

 
・ 民営化＝利潤追求と考えるのではなく、全国に２万以上もある郵便局という「財」、「資源」をどう
活用するかを考えてほしい。中央集権の時代はすでに終わっている。地方から海外という流れも目立
って来ている。その中で、活性化のための原動力となって欲しい。（ベンチャー企業への助成や基金な
ど）。 

 
・ 上場している以上、収益を上げる方法を考えなければいけない。収益を上げる方法の１つに新規ビ
ジネスの発掘があるが、津々浦々にネットワークがあるということは、津々浦々の情報を大量に保有
していることと同義。大きな収益力を秘めていると思うので、法令上の問題を解決して、みすみすビ
ジネスチャンスを逃すようなことはしないでほしい。 

 
・ ゆうちょ銀行は口座数が非常に多く、かつ全国津々浦々で利用されているため、その口座情報はデ
ータとして価値があると思う。個人のキャッシュフローや消費動向が口座情報から読み取れるし、国
のマクロ経済政策などに活かす余地もあると思われる。 

 
・ ゆうちょ銀行も、郵便局を含めたネットワークがある。そのネットワークや、これまで培ってきた

リレーションを、どういう形で他のマネタイズできるものに変えていけるか、活かしていけるかが非
常に重要な課題になっていると思う。 

 
・ ユニバーサルサービスも求められており、既に行っているように、地方公共団体や地域金融機関と

の連携も図りながら対応してくことが重要ではないかと思う。 
 
・ 国民から集めた資金を長期的な日本の成長に役立たせる、国民の財産を拡大させるという観点から

言えば、ゆうちょ銀行の資産運用の在り方は、ＧＰＩＦによる年金運用の発想と近くなるのかもしれ
ない。その場合、グローバルな分散投資が大事になる。賢い国際分散投資を通じて国民の資産を拡大
させていくということではないか。 
 

・ かんぽ生命については、ゆうちょ銀行と比べれば、低金利下であっても運用商品とのマッチングは
しやすい。しかし、民間の保険会社と比較して商品が少なく、低金利下で貯蓄性の保険商品の販売が
難しい状況では、もう少し商品の幅が広がってもよいのではないか。もちろん、新商品の販売には種々
の制約があることは理解しているが。 
 

・ 日本郵政グループ全体では、地域金融機関や行政がサービスを維持できない場所では、残存者利益
を使って、手数料やサービス料をいただくような形で対応していくことは十分考えられる。ゆうちょ
銀行やかんぽ生命が提供する既存の金融サービスだけでなく、介護や見守りも含め、国民のライフサ
イクルに沿った包括的なサービスが重要になってくるのではないかと思う。ましてや過疎地域では金
融サービスを受ける機会もなくなってしまうため、金融包摂の観点も含め、国民全体に対してどのよ
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うにトータルのサポートを提供できるかは重要なのではないか。金融に加えて物流も有している日本
郵政グループとしてはトータルなニーズをどうつかむことができるかが重要になるのではないか。 

 
・ 間接的な政府出資が残る中では、民間事業者との提携等により優れた商品やサービスを代理店とし

て受け入れ、郵便局ネットワークを活用して国民に提供することで、グループの企業価値向上に取り
組むことが考えられる。 

 
・ ユニバーサルサービスの維持は採算が取りづらいというネガティブな面もあるが、全国に拠点があ
るからこそ任されるサービスもあると思う。例えば地銀や地方公共団体の業務委託を受けるなど、強
みに変えてビジネスを進められれば良いのではないか。自社の店舗やＡＴＭを減らす傾向がある中、
郵便局を使うニーズは増えていくのではないか。 

 
・ 日本郵政グループにおいては、全国に張り巡らされたネットワークをうまく使って、コロナ禍の日
本の流通・金融の柱を担ってほしい。 

 

⑤  地域社会における郵便局の役割 

過疎化、人口減少及び高齢化等が進む中、郵便局が身近でかつ重要な存在であるとの評価や、行政サ
ービスの補助、高齢者のサポート等の地域におけるサービス提供、地域社会の発展への寄与に対する期
待が寄せられた。一方で、他社との差別化や役割分担をするべき等の改善要望もあった。 

 
・ 郵便局は、自治体事務（住民票等の証明書交付事務、道路損傷報告、公共施設の利用申込取次等）
の取扱いに加え、市町村との連携による「独居老人への声かけや安否確認サービス」、「買い物支援サ
ービス」、「見守りサービス」等の地域貢献事業にも取り組まれ、地域の安全・安心の受け皿としての
役割を果たしている。人口減少や災害の多発が予想される今後においては、物流のほか、行方不明者
捜索や災害協定などの役割についても、これまで以上に期待したい。 

 
・ 地域によっては郵便局以外に民間金融機関がない地域や、人口減少・高齢化が進み生活に必要なサ
ービスの確保が難しい地域が存在しており、こうした地域は、今後はより一層、増えていくものと考
えられる。そのような状況の中で、金融機関窓口としての機能や、地元住民が集まる地域コミュニテ
ィーとしての郵便局に対する期待はより一層大きいものになると思われる。 

 
・ 人口減少や少子高齢化が進行する中、行政サービスの維持・向上は大きな課題であり、郵便局が地

域の見守りの拠点として、行政サービスの補完的な役割を担うことを期待したい。 
 
・ 円滑な連絡体制の下、様々な実績が上がっており、地域活性化に多大な御協力をいただいていると
評価している。 

 
・ 災害時における情報共有及び防災情報周知を要望する。 
 
・ 郵政民営化により役所体質から少しずつ抜けていき、民間との競争力もつけ、使い勝手がよくなっ
ていると感じる。一方で、郵便局は全国各地にあり、最低限のサービスを義務付けられていることも
あり、官のいい部分が残っていて、とてもいい形になっている。 

 
・ 過疎地にとって郵便局は地域を維持するための１つの柱である。とにかく無くさないでほしい。村
に１人でも住んでいる限りは撤退してほしくない。また、宅配便事業は１個からでも配達してくれる
便利さと引き換えに、遠くにある配達センターから時間とコストと二酸化炭素をかけている。ある会
社は、バス会社と連携してバスで荷物を村内まで運んでもらう取組を行っている。郵便局は、事業者
の垣根を越えて村内の発送・受取拠点になることはできないか。また、郵便物を運ぶついでに、日用
品の配達を請け負うことはできないか。要は他社との差別化をもっと図り、うまく役割分担できるよ
うにするべき。 

 
・ 郵便局や自治体で役割分担して手を組んで維持していくのは理にかなった姿である。法規制があり
郵便局でできることとできないことがある。規制緩和して郵便局でもできることを増やしてほしい。
郵便局の窓口で事務を扱うようになった当初は、代理申請ができないと言うことで苦情が出てきた。
最近はこれらの業務内容が、住民にも理解されて浸透し、この苦情は現在なくなってきている。ただ
し代理申請ができない場合は、役所に行くしかなく、これでは業務の代行の意味がないのでは。 

 
・ 大きな郵便局はコンビニを併設する等しているが、小さな郵便局は空間をもっと有効活用すべき。
宝の持ち腐れになっている。リアルに人がいて、安心して相談できる所が必要。それがビジネスとし
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て成り立つ形で郵便局と繋げる仕組みができるとよく、そういう場を作るという意味で、郵便局には
地域社会の発展に寄与する役割の果たし方があるのではないか。 

 
・ 郵便局は地域にリアルに人がいる金融機関として非常に貴重な存在となってきた。損な役回りかも
しれないが、むしろ社会がデジタル化するほどリアルにいる人達が必要となる。オンラインでどうし
てもできないことはある。そこに投資し、ＰＲしていくべき。 

 
・ 地方の銀行が統廃合を進めている中、郵便局は銀行業務も対応してくれる近くて行きやすい、顔見
知りの職員がいる身近な存在である。 

 
・ 過疎化の進む地方においては、郵便局を通じたサービスの提供は地域の維持・発展に欠かすことが
できないものと考える。近年頻発する災害に対する対応においても、最後の最後まで信書・現金書留
の配達、荷物の配送や住民の安否確認に奔走される姿を見れば、他の民間企業が模倣したくともでき
ない現場力を所有されていると考える。 

 
・ 新型コロナウイルス感染症拡大で、「新しい生活様式」が取り入れられつつある今、事業者と消費者
との取引方法も、必ずしも対面ではなくオンラインによる取引が拡大するなど様々な変化が起きてき
ている。このような状況の中、貴社におかれては、今後、新たな商品・サービスを提供される際には、
一般消費者が適切な判断の下に商品選択ができるよう、対象とする年齢層や地域の実情に応じた、よ
り分かりやすいサービス・商品の内容説明、情報提供を行って頂くことが必要となってくるのではな
いかと考える。郵便局社員による「みまもりサービス」を実施するなど高齢者にとって郵便局は身近
な存在だと思料されるので、広域に広がるネットワークを活かし、その信頼に応えられるような活動
を期待している。 

 
・ 金融については、シンプルで分かりやすいメニューが必要であると考える。郵便局で民間金融機関
と提携しメニューを提供すること自体は良いと思うが、郵政の場合、大都市部のお客さまもいるが、
地方のお客さまもいるし、インターネットを使えないような方もいる。メニューが複雑化すると、困
る人もいると思うので、郵政はそういった方々への配慮も必要だと思う。 

 

⑥  ユニバーサルサービスその他の制度等 

ユニバーサルサービスの重要性の指摘、地域に応じたサービスのあり方や真に必要なサービス水準に
関する議論を求める意見、ＤＸの推進や拠点運営の見直し等による事業のオペレーション改革を通じた
効率化や生産性向上の必要性の指摘が寄せられた。金融二社の限度額や新規事業の規制緩和、コンビニ
との提供等による郵便局ネットワークの簡素化の検討等を求める意見もあった。 

 
・ 地域による分け隔てのない標準化されたサービスは必要。だが、都市部と地方、地方の中でもそれ

ぞれの郵便局で扱う商品・サービスに違いがあり得るだろう。 
 
・ ユニバーサルサービスも、ここは止めてここは残すといったような柔軟性が必要ではないか。止め
た後、再び必要性が出てきたら再開すれば良い。民間となったのだから、すべてのサービス維持を強
制されるべきではないと考える。今の既存事業だけ行っていては、衰退は免れない。何か新規事業に
手を出すべきである。以前は、出社して仕事をしなければならないという概念があったが、新型コロ
ナウイルス感染拡大等により、この概念も変わってきた。結果、首都圏に出社しないこととなり、地
方創生の芽も徐々に出始めている。日本郵政グループもこの変化に対応するべきだと考える。 

 
・ ユニバーサルサービスについては、集落の消滅やコンパクトなまちづくり推進の動きを踏まえつつ、
郵便のみならず他の生活インフラ（通信・電気・水道・交通等）とあわせて総合的に検討することが
必要と考えている。国民全体のコンセンサスを得ながら丁寧に議論を進め、各地域における労働力等
のリソース状況にも配意しながら、真に必要とされるサービス水準（営業時間、配達頻度、送達日数 
等）について議論してくことが必要ではないかと考える。 

 
・ ユニバーサルサービスの提供を中長期的に確保していくためにも、ＤＸの推進や拠点運営の見直し
等による事業のオペレーション改革を通じたローコストオペレーションを推進することで効率化を
図り、生産性を向上させることは必須であると考える。また、郵政グループの使命として地域ニーズ
に応じた多種多様なサービス提供と地域社会が抱える課題解決に貢献することが期待される中では、
郵政グループの強みであるリアルネットワークとしての郵便局をコアとして、地域自治体や金融機
関・各種地元企業との連携強化により、サービス内容の維持・拡充とサービス提供体制の効率化を進
めていくことが必要と考える。 
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・ ユニバーサルサービス提供の必要性については、誰かが行わなくてはならないことと考える。ユニ
バーサルサービスを確保するために 郵便局を維持して行くためのコストが必要で、誰かがコストを
負担しなくてはならないことは明白である。コストを出すために、まずは郵政グループにおける経営
努力によるコスト負担が第一かと考える。全国での郵便局の効率的な再配置・サービスレベルの再検
討による全国的なコスト削減、事業範囲の拡大による収益拡大に加え、過疎地におけるサービスの見
直し（削減でなく、過疎地における行政、物販、医療などのサービスの実施による収益確保を意図）
など既に検討されている内容を、進めていくことが必要と考える。 

 
・ 民間企業としてコストに合わない公的サービスを維持することは難しい。昔のように「ひまわりサ
ービス」を対価をとらずやるのでなく、民間企業として株主にも説明できるよう、しっかり対価をと
り、この事業でいくらかかりいくら収入を得ているかということを対外的にも公表すべき（実施の正
当性や民間企業としてのガバナンスが求められている）。 

 
・ 最終的には国民のコンセンサスだが、ガソリンスタンドや農協が撤退し、郵便局だけが残っており、
郵便局で行政サービスも行っているという過疎地もあり、郵便局はかなりパブリックな性格もある。
ゆうちょ、かんぽの商品を販売することまでユニバーサルサービスとするかどうかは整理する必要が
あると思うが、郵便局がそういった地域で踏ん張って、ユニバーサルサービスを提供することは必要。 

 
・ 信書の郵便や金融の窓口機能を持つインフラであったが、今後プラットフォームとしていかに強み
を生かせるかが重要である。全国の郵便局を全てではなくとも、インフラとしてある程度は残す必要
がある。 

 
・ 金融二社の限度額や新規事業の規制を緩和すべき。この時代に民業圧迫なんて疑わしいと思ってい

る。業界は必ず反対意見を言ってくるが、規制緩和に躊躇があるなら実証的に検証したうえで、歩み
を進めるべき。 

 
・ ゆうちょ・かんぽの窓口でサービスを提供するだけでなく、コンビニとの連携等によりネットワー
クの効率化を考えてもよい。もっともユニバーサルサービスを提供する上で、郵便局は信頼が確保さ
れていないといけない部分があり、それが阻害されるようなネットワークの効率化は望ましくない。
コロナ禍の巣ごもり需要により、宅配便が増えてきている。宅配各社は単価を上げているが、日本郵
便がネットワークの点で他の宅配業者と競争できるという点は、今後も期待できるのではないか。 

 
・ 民営化の流れで効率化やガバナンスが強調される一方、インフラとしての役割を最大限発揮するこ
とのほうが重要な課題と考える。地方の弱体化が叫ばれる中で、郵便局ネットワークの社会的意味は
以前より高まっている。本来、田舎では農協や地銀の役割を郵政が巻き取って再編してもよい。特に、
情報化・デジタル化の進展に果たす役割が大きい。郵便は通信であり、本来ＩＴと対立するものでは
ない。ＩＴは技術であり、郵便が如何に取り込み、活かすかがあるべき方向性。うまく対応できてい
ない。 

 
・ コンビニすらない場所で郵便局の採算が取れるのかという議論があるが、郵便局は地域の最後の砦

として残すべきだと思う。日本郵政全体を見て、コストがかかっている部分、赤字が大きい部分を削
減した方が良いと思う。郵政民営化は経営の合理化を目的として行われたのであり、民営化したから
といって赤字が全く許されない訳ではない。赤字か黒字かを基準とする考え方は、公共の意識が足り
ていないと思う。過疎地域でも、他国と比べれば郵便局の利用者は多い。過疎地域を切り捨てるとい
うのは日本だけの考え方であり、人口の多い都市にさらに人口を集めるのは合理的ではない。 

 
・ 全国どこでも利用できるユニバーサルサービスを提供するという、他の金融機関とは異なるインフ
ラとしての役割を持っている。この役割は守っていくべきであり、例えばコンビニへのＡＴＭ設置(今
ファミリーマートでやっているように)や地銀から業務委託を受ける、地方公共団体から受託するな
ど、今後のビジネスチャンスにしていくべきである。 

 
・ 小泉政権時代の郵政民営化論争で最大の論点、特に民営化反対派の主張の最たるものが「ユニバー
サルサービスの維持」だったと記憶する。南北に長く、かつ離島も多い島国の日本にあって、全国一
律で公的サービスを享受できる仕組みは、今後も維持されるべきと考える。 

 
・ 少子高齢化や過疎化が進む中、ユニバーサルサービスの一定の必要性は認めるものの、経営の効率
化に逆行しておりコスト負担は重いと思う。民営化企業にそのコスト負担を負わせるのは限界があり、
政府の役割などコスト負担のあり方を再考すべきだと思う。 
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⑦  その他の意見 

郵便局の役割の重要性、幅広いサービスの提供に対する期待、リアルネットワークの力がデジタル化
社会においてもチャンスになるといった指摘、簡易郵便局の維持を心配する声、店舗数の見直しを求め
る意見、デジタル化への柔軟かつ効果的な対応の必要性の指摘、情報発信やガバナンスへの注文など、
多様な意見が寄せられた。 

 
・ 全体として、郵便局の「体力」が落ちている。特に、お店を兼営しながら運営されているが、お店
自体が成り立たなくなる等の結果、簡易郵便局の数が減ってしまうことが心配である。簡易郵便局も
集落の財産、安心の拠点であることに変わりはないので、頑張ってほしい。 

 
・ 県内に幅広くネットワークを持ち，住民に身近な存在である郵便局の果たす役割は，ますます高ま
っていくと認識している。今後とも，民営化の趣旨に沿って，経営の効率化を図っていただくのはも
ちろんのこと，地方自治体や様々な企業との連携により，利用者のニーズを踏まえた幅広いサービス
を適切に提供していただくことを期待している。 

 
・ 民営化以降、投函した郵便物はいったん市の本部に集められ、本部から配達されるようになった。
町に一括で持ってきて、町の郵便局から分散して配達した方がいいのではないか。改良できるのであ
れば考えてほしい。 

 
・ ゆうちょ銀行の法人に対するサービスは、預入がメインだが、企業や経営者としては、貸付にも期

待したい。郵便局での両替サービスが、無料であることも良いと思う。地銀が撤退する中、民間金融
機関の事務を郵便局が代行すれば良いと思う。日本郵政グループで働く社員の環境を良くするように
してほしい。 

 
・ 「“上場企業＝民間会社”として運営せねばならないにも拘らず、ユニバーサルサービスの責務を負
っており、その相反することが歪みを生む原因」、「金融二社は完全民営化」、「郵便事業への民間事業
者の参入」、「地域金融機関の再編等が議論される中、店舗数の見直しの議論も必要ではないか」とい
った声が寄せられた。一方、「特に地方でのユニバーサルサービスの維持は必要、行政事務の代行など
機能と価値を高めてほしい」、「地域密着、親切、信頼感がある企業であるという伝統を大切に守り、
地域経済に貢献してほしい」という期待も大きい。  

 
・ 郵便局が「アミューズメント性」というか、流行りものとコラボしてコレクターズアイテムを売る

など、「郵便局に行くとワクワクする」ような事業をやってほしい。郵便局に利便性とアミューズメン
ト性があるとイメージは確実に良くなる。 

 
・ 郵便局で色々な商品を扱っていると思うが、日本郵政は、アマゾンや楽天やヤフーとまではいかな
いまでも、そのような会社と並ぶぐらいのデータを持っていると思う。日本全国のプラットフォーム
として、データを活用して商品やサービスを提供できると思う。高齢者サポートや家事代行、終活の
サポートや死後事務といったサービスは、ベースとして企業として信頼でき、かつ財政的にもしっか
りしているところでないと頼めないと思う。しかるべく対価をいただくことで収益もあがると思うの
で、そういった取組もお願いしたい。 

 
・ 情報の発信の仕方が上手ではない。窓口にちょっと立ち寄った人に「日本郵政グループはこういう
ふうに改善しようとしているのか。もう一度信用してみようか。」と思ってもらえるように工夫して
ほしい。 

 
・ 日本郵政グループでもコロナによる影響は如何か、今後どのような企業に変わっていくべきか考え

ることが重要。先週、各省庁の方々と打ち合わせを行ったが、どこの資料を見ても新型コロナへの対
応について記載されていないことに驚いた。 

 
・ 経営のプロセスはなるべく単純化し、各社における迅速な意思決定につながるようにしなければな
らない。また、昨今の問題を踏まえると、プロセスの可視化にも努めなければならない。そうした観
点から、ゆうちょ銀行・かんぽ生命・日本郵便は日本郵政から独立して、ビジネスユニットごとのビ
ジネスモデルを早急に確立すべき。一体で経営する必要があるだけのシナジーがあるようには見えな
い。地方を含めた全国に郵便局があることはとても大きな財産であるが、それらをどう活用し、どう
いったバリューを持たせるかをもっと考えるべき。例えばこれまで以上に他の金融機関の商品を扱う
など、要の機能、社会的インフラとして維持・発展させていくべきではないか。ＤＸに取り組むにあ
たっては、郵便、ゆうちょ、かんぽで事業内容が大きく異なるのだから、ＩＴシステムもそれぞれ事
業に合った別々のものとして整備していくべき。その際、特にデジタル化が遅れている郵便について
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は、一から巨大なシステムを構築するのではなく、クラウドサービスを使うなりして無駄の排除・効
率化に努めるべき。 

 
・ ２万４千の郵便局を拠点とし、一般の方々も使える東京電力ステーションが実現できれば、ＥＶ化
も進む。そうすれば、株価向上につながるのではないか。 

 
・ 効率化は求められるが、過疎地や高齢者などの弱者を含む“誰でも使える”コミュニケーションの

ための重要な社会インフラである郵政グループの使命は忘れることなく、生活者に寄り添う郵政グル
ープであってほしい。 

 
・ 保険はお客様に備えの必要性に気づいていただく必要がある。また、お客様は自分にどういう保障
が適切かわからない場合も多いのでアドバイスが必要である。したがって、保険募集では面談による
コミュニケーションが重要であるが、デジタル化が進み、ＷＥＢ面談によるコミュニケーションでお
客様に適切な保障をご案内することができるようになっている。これは、保険募集人がＷＥＢ面談を
通じてお客様と双方向のコミュニケーションを行うというリアルとデジタルの融合である。デジタル
化が進む中でリアルとデジタルを融合させた保険募集が効果的であることは、全国にリアルのネット
ワークを有する日本郵政グループにとってその強みを活かすチャンスである。 

 
・ 情報を伝達するための「コミュニケーション」や、人と人との「ふれあい」といったものに対する
社会のニーズが、コロナ禍もあって、増している。「コミュニケーション」を担っている郵政事業にお
いては、民営化したのであればなおのこと、こうしたニーズを的確に把握し、自ら新規サービスの開
発、既存サービスの改良等を重ねて、社会のニーズにより良く応えていくことにより、「外部効率性」
を高めていってほしい。 

 
・ みまもりサービスは加入者が半減したようだが、もともと身内の関係者が入っていたのだから当然
だ。この関係ではアメリカの Wells Fargo が 24 時間電話サービスをやる中で、老人の長電話でその
家族や、他州に住む親族の金融ニーズを聞き出した成功事例の積み重ねで成長してきた。このように
現場の情報をいかに本社が吸い上げ、それをビジネスに生かしていくかという戦略性、機動性をもつ
ことが大事なのではないか。 

 
・ 組織が巨大過ぎて、ガバナンスが細かいところまで効いていないと思う。 
 
・ 郵便局は「どこどこは空き家である」「○○さんの家は□人構成で、高校生の男の子がいる」「△△

さんの家には証券会社からの郵便物が多いことから、それなりの資産があるのかもしれない」など、
情報の宝庫であり、個人情報を適法に扱えば、相当なビジネスになるのではないかと考えている。た
だし、巨大プラットフォーマーのように、他の情報と機械的にマッチングさせるのではなく、人間が
仲介し、本人に確認をお願いする部分を残すなど「半分ハートウォーミングな」仕組みにしてほしい。 

 
・ 郵政民営化法（完全民営化）を前提にビジネスを進めていいのかという観点で立ち返って考えるべ
き。世の中は情報通信革命が進んでいること及び金融環境が厳しく事業実態として持続不能に陥って
いることという環境の変化を、法律上柔軟にサポートすべき。 

 
・ 日本郵便はＢtoＢを強化してよいのではと思っている。トールの買収は上場のエクイティストーリ

ーを作るためのものと業界は見ていて失敗だったとみている。シナジーを考えても売却してもよいの
ではないか。むしろ、国内でＢtoＢを強化してはどうか。例えば日立物流とＳＧが最近提携を解消し
たが、日立物流などと提携してはどうか。日立物流は、企業のアウトソース需要をうまく取り入れて
いる。2000 年代以降企業の物流アウトソースが始まった。 

 
・ 昨年、かんぽ不適切販売問題で、行政処分の検討状況の情報が総務省から日本郵政に漏洩したこと
は、極めて重大な問題だと考える。監督官庁も襟を正してほしい。 
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郵政民営化に関する意見募集の結果 

 

 郵政民営化委員会は、令和２年７月 31日から同年９月２日までの期間にお

いて、「郵政民営化に関する意見募集」を行ったところ、主に以下のような意

見があった。 

 

寄せられた意見の数  

 

個人 12名、団体 11件、合計 23件 

 

意見の傾向と主な意見（要旨）  

 

１ これまでの郵政民営化に対する評価 

 

  日本郵政が保有する金融二社株式について、全株式処分への道筋が示され

ていない、説明責任を果たすべきとの意見、政府が間接的に株式を保有して

いることが「暗黙の政府保証がある」との消費者の誤解を助長しているとの

意見があった。 

 

  ユニバーサルサービス提供と上場企業としての利益水準確保の両立のた

めに、各種規制の早期撤廃が必要との意見がある一方、民間企業との公正な

競争条件が確保されていない状況下で、各種規制を撤廃し業務を拡大すべき

でないとの意見があった。 

 

  民営化によって窓口対応が良くなったなど、サービスが向上したとの意見

がある一方、株式処分が速やかに行われなかったことにより新たな商品の開

発ができず、かんぽ商品の不適正募集問題につながったとの意見があった。 

 

  かんぽ生命について、公正な競争条件が確保されていない中で、加入限度

額引上げや業務範囲の拡大が行われた結果、「民業圧迫」の状況となってい

るとの意見があった。 

 

  かんぽ商品の不適正募集問題に関して、行政処分を受けたことは、郵政民営

化のプロセスに大きなマイナスであるとともに、ガバナンス等の各種態勢整備

が十分に改善し、適切に機能していることが確認・検証されていない状況下で、

更なる業務内容の拡大が議論されるのは時期尚早との意見があった。 

 

 

参考６ 
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  ゆうちょ銀行の預入限度額引上げに当たって求められた貯金獲得に係る

インセンティブの撤廃が実現していないとの批判的な意見がある一方、民間

金融機関とのＡＴＭ相互開放等の連携・協調を進めている点を評価する意見

があった。 

 

（具体的意見（抄）） 

・ 平成 24 年 10 月施行の改正郵政民営化法の附帯決議では、日本郵政が保有

する金融二社の株式のできる限り早期の全株処分に向けて、日本郵政に具体

的な説明責任を果たすよう努めることが求められているにもかかわらず、民

間金融機関との間での公正な競争条件の確保の方法を含め、その道筋は依然

として示されていない。 

 

・ 平成 24年改正郵政民営化法の施行により、「分社化の弊害の是正」や「郵便

局における金融のユニバーサルサービスの義務化」など、郵政民営化により生

じた問題点は解消されつつあるが、公正かつ自由な競争を促進し、国民の利便

向上等の同法の基本理念を実現するためには、「日本郵政グループの一体経営

の確保」、「金融二社への上乗せ規制の撤廃」、「ユニバーサルコストの負担」等

について、さらなる検討と環境整備が必要不可欠。 

 

・ 上場企業としての利益水準の確保とユニバーサルサービスの提供を両立し

ていけるような、事業・サービスの拡充を図っていくための各種規制の撤廃を

早期に実現する必要がある。 

 

・ 政府が間接的に株式を保有し続けていることが、「暗黙の政府保証がある」と

の消費者の誤解を助長しており、かんぽ生命の不適切販売に関する問題について

も、こうした信頼を背景に行われてきた一面もある。 

 

・ かんぽ生命の不適正募集に関して、行政処分を受けたことは、郵政民営化の

プロセスに大きなマイナスであり、顧客被害の完全復旧と業務改善計画の着

実な遂行を通じて信頼を回復すること、お客さま本位を徹底することが求め

られる状況。ガバナンス等の各種態勢整備が十分に改善し、適切に機能してい

ることが確認・検証されていない状況下で、更なる業務内容の拡大が議論され

るのは時期尚早。 

 

・ かんぽ生命と他の生命保険会社との間で、公平・公正な競争条件が確保され

ていない中で、かんぽ生命の業務範囲の拡大や加入限度額の引き上げが行わ

れた結果、「民業圧迫」の状況にある。 
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・ ゆうちょ銀行の預入限度額引上げに当たり、「郵政民営化の進捗状況につい

ての総合的な検証に関する郵政民営化委員会の意見」の中で求められた貯金

獲得に係るインセンティブを他の評価項目への振替等により撤廃するという

条件は、今なお実現していない。 

 

・ ゆうちょ銀行と民間金融機関のＡＴＭ相互開放、相互送金、投資信託運用会

社の共同設立、地域活性化ファンドへの共同出資、ゆうちょ銀行による民間金

融商品の販売、シンジケート・ローンへの参加など、民間金融機関との連携・

協調が進んでいることは評価。 

 

・ かんぽ生命保険の不正販売は、株式売却が速やかに行われなかった影響で、

ニーズに合った商品が開発できなかったことが原因であり、真の民営化の遅

れが社会的問題になっている。 

 

・ 全国津々浦々までカバーが求められる郵政事業の赤字体質化は避けられな

いことを鑑みると、金融部門や保険部門を分社化したのは、失敗ではないか。

今からでも再国有化に戻すべき。 

 

・ 郵政民営化により、郵便局が、フランスのように様々な行政機関のサービス

の窓口としての機能を担えなくなったのは残念であり、身近な国公務所とし

ての郵便局の復活が望ましい。 

 

・ 郵政民営化により、民間会社としての事業意識やサービスの向上が生まれた

面は評価できる。 

 

・ 民営化により、窓口対応が非常によくなった一方、かんぽ生命窓口では、知

識が足りず、手続に時間がかかることが多く見受けられるため、社員教育の時

間を労働時間内にしっかり確保するべき。 

 

・ ゆうちょ銀行について、セキュリティ問題に対して対応が遅れている。 
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２ 今後の郵政民営化への期待 

  日本郵政が保有する金融二社株式について、全株式処分への道筋の早急

な明示と着実な遂行を期待する意見が複数あった。 

 

  コロナ禍に伴い、非対面サービスの拡大、「３つの密」を避けながらの個

別対応が増加することが想定され、拠出金の算定基準となるユニバーサル

サービスの提供に必要な費用の対象範囲の拡充が必要であり、再検証・再

検討を求める意見があった。 

 

  日本郵便は地方公共団体の支所業務の受託を推進しているが、関係法令に

より公務員でなければ提供できない業務が残っており、全業務を郵便局で

扱えるように法改正等を実施していただきたいとの意見があった。 

 

  かんぽ生命の現在の基本的なビジネスモデルの維持を前提として、他の

民間保険会社との提携を商品受託に限らず、他の分野においても推進して

いくなど、グループという枠にとらわれることなく、民間保険会社が有す

る強み・特徴を活用し、提携・協調関係を更に推進することを期待する意

見があった。 

 

  ゆうちょ銀行と民間金融機関との公正な競争条件の確保を前提として、

それぞれの機能やネットワーク等を活用しつつ、各地域において連携・協

調を進展させ、地方創生に向けた取組が加速されることを期待する意見が

あった。 

 

  民間企業が収益を上げられずに撤退するような事業であっても、過疎地

域の住民に必要なサービスについては、郵便局にその提供の継続を求める

意見があった。 

 

（具体的意見（抄）） 

・ 日本郵政による金融二社株式の完全売却について、具体的な道筋の早急な明

示とその着実な遂行、政府保証が存在しない旨の周知を期待する。 

 

・ コロナ禍に伴い、非対面サービスの拡大、「３つの密」を避けながらの個別

対応が増加することが想定され、拠出金の算定基準となるユニバーサルサー

ビスの提供に必要な費用の対象範囲の拡充が必要であり、再検証・再検討を求

める。 
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・ 日本郵便は地方公共団体の支所業務の受託を推進しているが、関係法令によ

り公務員でなければ提供できない業務が残っており、全業務を郵便局で扱え

るように法改正等を実施していただきたい。 

 

・ 郵政民営化委員会に対し、「公平・公正な競争条件の確保」が実現されない

まま、かんぽ生命の業務範囲の拡大や加入限度額の引上げが実施されないよ

う適切に判断すること、新規業務の認可にあたっては、民間会社に与える影響

を公正・中立な立場から慎重に確認・検証すること、募集・管理態勢等につい

て十分かつ適切な整備が図られているか慎重に確認することを要請する。 

 

・ かんぽ生命の現在の基本的なビジネスモデルの維持を前提として、民間保険

会社との提携を商品受託に限らず、他の分野においても推進していくなど、グ

ループという枠にとらわれることなく、民間保険会社が有する強み・特徴を活

用し、提携・協調関係を更に推進することを期待。 

 

・ 郵政民営化委員会及び政府に対し、貯金獲得に係るインセンティブの撤廃の

履行に責任を持つとともに、預入限度額の再引上げ後の預金シフト状況を的

確に監視し、個々の信用組合の経営や我が国の金融システムに影響を及ぼす

ことがないよう注視することを期待。 

 

・ ゆうちょ銀行と民間金融機関との公正な競争条件の確保を前提として、それ

ぞれの機能やネットワーク等を活用しつつ、各地域において連携・協調を進展

させ、地方創生に向けた取組が加速されることを期待。 

 

・ 過疎地域においては、民間企業が収益を上げられないため撤退し、住民の利

便性が下がっているが、郵便局は公共性という側面を持つため、過疎地域の住

民に必要なサービスを提供する役目がある。このことを踏まえて、国民に対し

サービスを提供し続けてほしい。 
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３ その他 

 

  提供するサービスの拡充、地域の拠点としての活用など、住民の利便性向

上のために更なる郵便局の活用を求める意見があった。 

 

  郵便の土曜配達の休止は国民のニーズに合っていないなど否定的な意見

があった。 

 

  ユニバーサルサービス維持のため、郵便局の統廃合や税金の投入を考える

べきなど、現在の制度の再検討を求める意見があった。 

 

  郵便局（ゆうちょ銀行）窓口で取り扱う投資信託の商品を拡充すべきとの

意見があった。 

 

（具体的意見（抄）） 

・ 郵便局において、相続・ローン・資産運用に関する相談を受けられるサービ

スの提供、安心（見守り、ヘルスケアなど）・安全（防災など）・交流（コミュ

ニティ活動など）の拠点、地域の拠点としての相談窓口としての活用、民営化

以前のような外務職員による金融サービスの提供を実現すべき。 

 

・ 郵便の土曜配達の休止は国民のニーズに合っていない。 

 

・ 信書には請求書や領収書も含められ、時代のニーズにあっていない。通常、

荷物の配送に請求・納品書はつきものであるし、これを信書として運べないな

ど、時代遅れであり、信書についても考え直す必要がある。 

 

・ 郵便局には業務で郵便・貯金・保険のユニバーサルサービスが義務付けられ

ているが、現在の制度のままでは無理だと思う。まずは郵便局の統廃合または

簡易郵便局(特にエリアマネジメント局)の局種変更を進めて企業努力をした

上で、ユニバーサルサービスの維持は国で決めたことであるため、税金投入も

考えるべき。 

 

・ 郵便局(ゆうちょ銀行)で窓口販売している投資信託には問題がある。ネット

で販売している一部の投資信託しかまともに資産形成できるものはない。早

急に、取り扱いの拡充を関係省庁で指導していただきたい。 
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（資料）日本郵政公表資料より、事務局にて抜粋 
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日本郵政グループ中期経営計画（2021～2025）の基本的考え方 
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（資料）日本郵政公表資料より、事務局にて抜粋 
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デジタル転換と日本郵政の将来 
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（資料）令和２年 12 月 21 日第２回デジタル時代における郵政事業の在り方に関する懇談

会配布資料 
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１  日本郵政グループの経営状況と株式処分等 

（1) 日本郵政グループ及び日本郵政の概況（損益等） 

＜国債イールドカーブの推移＞ 

 

（資料）事務局作成 

 

＜日本郵政グループ（連結）の経常収益、経常費用、経常損益の推移＞ 

 

 

（資料）事務局作成 
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＜中間経常収益・経常損益の推移＞ 

 

（資料）事務局作成 

＜日本郵政グループ内の取引等＞ 

 

 

（資料）2020年３月期有価証券報告書（日本郵政）から事務局作成 
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＜セグメント経常収益に占めるセグメント間の内部経常収益の比率＞ 

 

（資料）第 15期及び第 13期有価証券報告書（日本郵政）から事務局作成 

＜中期経営計画に掲げる経営目標の進捗状況＞ 

（資料）令和３年２月 17日第 227回郵政民営化委員会配布資料から事務局作成 

94



(2) 株式処分等 

＜日本郵政グループ３社の株価の推移＞ 

 

（資料）事務局作成 

＜日本郵政グループ３社の株価の推移（グラフ）＞ 

 

（資料）事務局作成 
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＜日本郵政グループの株式の処分状況等＞ 

（資料）事務局作成 
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＜当社個別決算における関係会社株式評価損の計上に関するお知らせ＞ 

 

（資料）日本郵政公表資料 
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(3) 戦略的提携 

＜日本郵政株式会社とアフラック・インコーポレーテッド及びアフラック生命保険株式会

社による「資本関係に基づく戦略提携」について＞ 
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（資料）日本郵政、アフラック・インコーポレーテッド及びアフラック生命保険公表資料 
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＜アフラック・インコーポレーテッド普通株式の予定株式数の取得完了について＞ 

 

 

 

（資料）日本郵政公表資料 
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＜日本郵政グループと大和証券グループの資産形成分野における新たな協業の検討＞ 

 

 

106
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（資料）日本郵政、ゆうちょ銀行、大和証券グループ本社及び大和証券公表資料 
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＜日本郵便と楽天、物流領域における戦略的提携に向けて合意＞ 

109



 

 

（資料）日本郵便及び楽天公表資料 
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＜楽天との資本・業務提携＞ 
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（資料）日本郵政、日本郵便及び楽天公表資料 
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(4) 病院・宿泊事業の経営状況 

＜逓信病院の現状と課題＞ 

 

（資料）令和２年６月３日第 213回郵政民営化委員会配布資料から事務局作成 
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＜逓信病院設置状況（沿革、組織・体制）＞ 

（資料）令和２年６月３日第 213回郵政民営化委員会配布資料から事務局作成 

＜経営改善の取組（2020年度逓信病院経営改善計画）＞ 

 
（資料）令和２年６月３日第 213回郵政民営化委員会配布資料から事務局作成 
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＜宿泊事業の損益状況＞ 

・不採算宿の営業終了や新型コロナウイルス感染症拡大等による延べ宿泊人数の減少 

  2016年度：134万人→2019年度：110万人 

・宿泊単価は、増加傾向 

  2016年度：12,578円→2019年度：12,683円 

（資料）令和２年６月３日第 213回民営化委員会配布資料から作成 

 

＜宿泊事業の損益状況＞ 

 

※  億円未満は切り捨て 

（資料）令和２年６月３日第 213回郵政民営化委員会配布資料から事務局作成 

 

＜かんぽの宿等の設置状況＞ 

 

（2020年５月１日現在） 

※１  かんぽの郷、ゆうぽうと世田谷レクセンターについては、運営を他の法人に、ラフ

レさいたまは、ＪＰホテルサービス株式会社に委託している。 

 

※２  民営化時（2007年 10月）の施設数は 71。2014年度に十勝川・横手・草津・山代・

修善寺・白山尾口・宇佐の７か所、2015年度に三ヶ根・熊野・白浜・皆生・美作湯郷・坂

出・道後・山鹿・那覇レクセンター・松島の 10か所、2016年度に柏崎、2019年度に郡山・

磯部・勝浦・箱根・諏訪・岐阜羽島・富山・浜名湖三ヶ日・竹原・湯田・徳島・別府・日南

の 13か所、2020年度に小樽・酒田の２か所を廃止 

 

 

（資料）令和２年６月３日第 213回郵政民営化委員会配布資料から事務局作成 
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＜かんぽの宿等の利用状況＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

①延べ宿泊人数 

    （万人） 
191 190 180 180 179 169 149 134 136 129 110 

②客室稼働率 65.90% 65.30% 63.50% 64.40% 65.10% 67.60% 67.10% 63.70% 64.30% 62.90% 58.10% 

③宿泊単価 

（円） 
11,225 10,878  10,643  10,917  11,064  11,193  11,911  12,578  12,609  12,654  12,683  

かんぽの宿における延べ宿泊人数及び客室稼働率は、2016年度から 2018年度にかけて、ほぼ横ば

いで推移していたが、2019年度は、不採算の 15所のかんぽの宿の営業を終了したこと、最繁忙期のお

盆から秋の行楽シーズンにかけて直撃した台風等の影響により千葉県等に所在する宿が一時的に休館

に追い込まれたことの他、新型コロナウイルス感染症が拡大し、キャンセルと出控えが多発したこと

により、ともに大きく減少した。一方で、客室単価は、2016 年度以降一貫して上昇してきている。 

【参考：観光庁「宿泊旅行統計調査」2019年・年間値（速報値）】 

宿泊業界全体における 2019年の延べ宿泊人数は５億 4,324 万人泊（前年比＋1.0%）となり、前年を

上回った。このうち日本人延べ宿泊人数は４億 4,180万人泊（前年比－0.4%）と前年を若干下回った

一方、外国人延べ宿泊人数は１億 143 万人泊（前年比＋7.6%）と 2007 年の調査開始以来の最高値とな

った。また、客室稼働率は全体で 62.1％（前年比＋0.9%）となり、施設タイプ別では、シティホテル

（79.4%）、ビジネスホテル（75.4%）、は前年を若干下回ったが、旅館（39.5%）、リゾートホテル

（58.6%）は前年を上回った。ただし、2019年の暦年データのため、新型コロナウイルス感染症の影響

は出ていない。 

（資料）令和２年６月３日第 213回郵政民営化委員会配布資料から事務局作成 

① 延べ宿泊人数 ② 客室稼働率 

③ 宿泊単価 
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２ かんぽ生命の保険商品の不適正募集問題と日本郵政グループのガバナンス態勢の再構

築  

(1) 日本郵政グループのガバナンス態勢等 

 

＜日本郵政 コーポレートガバナンスに関する基本方針＞ 

 

第１章 総則 

第１条 目的 

本基本方針は、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のため、当

社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方とその枠組み、運営に関する方針

を定めるものです。 

   

第２条 コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方 

１．当社は、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の創出のため、次の考 

え方を基本として当社グループのコーポレートガバナンス体制を構築してまいります。 

（1）郵便局ネットワークを通じて当社グループの主要３事業のユニバーサルサービ

スを提供することにより、安定的な価値を創出するとともに、お客さまにとっての

新しい利便性を絶え間なく創造し、質の高いサービスの提供を追求し続けます。 

（2）株主のみなさまに対する受託者責任を十分認識し、株主のみなさまの権利及び

平等性が適切に確保されるよう配慮してまいります。 

（3）お客さま、株主を含むすべてのステークホルダーのみなさまとの対話を重視し、

適切な協働・持続的な共生を目指します。そのため、経営の透明性を確保し、適切

な情報の開示・提供に努めます。 

（4）経済・社会等の環境変化に迅速に対応し、すべてのステークホルダーのみなさ

まの期待に応えるため、取締役会による実効性の高い監督のもと、迅速・果断な意

思決定・業務執行を行ってまいります。 

２．前項の考え方に従い、グループ運営を適切かつ円滑に行うため、当社と主要な子会 

社との間で、日本郵政グループ協定、日本郵政グループ運営に関する契約及びグルー

プ運営のルールに関する覚書を締結し、事前承認又は事前協議、報告等に関する事項

を定め、グループの経営に重大な影響を及ぼすおそれのある重要事項については、速

やかに当社経営会議及び取締役会に報告する体制を構築します。 

    

第３条 当社の企業統治システム 

当社は、以下の観点から「指名委員会等設置会社」を選択しております。 

（1）経営の基本方針の策定等の特に重要な意思決定及び監督とその決定に基づく業務執

行とを分離し、経営の機動性を高めるとともに、取締役会による当社グループの経営

監督体制を構築します。 

（2）独立役員を中心とした取締役会並びに指名委員会、報酬委員会及び監査委員会の３

委員会の機能発揮により、社外の視点を経営に十分に活用するとともに、経営の意思

決定の透明性及び公正性を確保します。 
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（3）すべてのステークホルダーのみなさまに対して、適切に説明責任を果たし得るコー

ポレートガバナンス体制を実現します。 

  

第２章 取締役会の構成及び役割等 

第４条 取締役会の構成及び役割 

１．取締役会は、豊富な知識・経験と高い見識を有する多様な取締役にて構成するとと 

もに、取締役会の員数は、定款で定める 20 名以内の適切な人数とし、原則として、

その過半数は、独立役員により構成されるものとします。 

２．取締役会は、「取締役会規則」において、法定の取締役会専決事項及び特に重要な

業務執行を除き、当社の業務執行に係る権限を全て執行役に委任して経営の迅速な意

思決定を促すとともに、当該業務執行について執行役より適時適切に報告を受け、監

督する体制を整備します。 

３．取締役会は、すべてのステークホルダーのみなさまとの協働・共生を目指して、グ

ループ経営理念、グループ経営方針、グループ行動憲章、グループ中期経営計画その

他の経営の基本方針を定め、その実践の適切な監督を通じ、当社グループの持続的な

成長と中長期的な企業価値の創出の実現に努めてまいります。 

４．取締役会は、会社法に基づき「内部統制システムの構築に係る基本方針」を定める

とともに、その運用状況については定期的に担当執行役から報告を受け、評価・分析

を行うことにより、執行役の迅速・果断な意思決定を支援する監督機関として適切に

モニタリングを行ってまいります。 

５．取締役会は、独立した客観的な立場から、執行役に対する実効性の高い監督を行う

ことを主要な役割・責務の一つと捉え、「執行役選解任基準」を策定し、同基準及び

会社の業績等の評価に基づき、執行役の選任及び解任並びに役付執行役の選定及び解

職を適切に行います。 

６．取締役会は、当社と当社取締役及び執行役（以下「役員」といいます。）との利益

相反取引が発生する場合には、会社法の定めに則り適切に監督するほか、当社の主要

株主と非定型的な取引が行われた場合には、その取引内容の報告を受けることにより、

当社及び株主共同の利益を害することのないよう監視します。 

    

第５条 取締役会の運営 

１．当社は、取締役会の実効的かつ円滑な運営の確保、特に社外取締役による監督の実

効性を高めるため、社外取締役に対して、時間的余裕をもった年間スケジュールの調

整、必要に応じた情報の的確な提供、議案の内容等の十分な事前説明並びに事前の検

討時間及び取締役会における質疑時間の確保に配慮した運営体制を整備します。 

２．前項の体制整備のほか、取締役会における審議又は報告プロセスの効率化、取締役

会で決議された事項についての進捗状況の確認等、取締役会を効果的かつ効率的に実

施するための運営支援並びに社外取締役との連絡・調整等のため、取締役会事務局を

設置します。 

    

第６条 取締役会評価 
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取締役会は、毎年、各取締役に対して、取締役会等に関する意見を確認するなどして、

取締役会全体の実効性等について分析・評価を行い、その結果の概要を開示するととも

に、取締役会の運営の改善等に活用してまいります。 

   

第３章 各委員会の体制及び役割等 

第７条 指名委員会 

１．指名委員会は、委員３名以上で、その過半数は独立役員によって構成します。 

２．指名委員会は、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規 

模に関する考え方と当社が求める取締役の資格要件を規定した「取締役候補者指名基

準」を策定し、この基準に基づき、取締役候補者を決定します。 

３．指名委員会は、株主のみなさまと利益相反が生じるおそれがないと考える社外取締

役の要件を規定した「独立役員指定基準」を策定し、社外取締役の中から独立役員を

指定します。 

４．指名委員会は、代表執行役社長等の後継者の計画について、会社の目指すところや

具体的な経営戦略を踏まえ、適切に監督を行います。 

５．指名委員会を補助する事務局として指名委員会事務局を設置します。 

    

第８条 報酬委員会 

１．報酬委員会は、委員３名以上で、その過半数は独立役員によって構成します。 

２．報酬委員会は、「取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方

針」を定め、この方針に基づき、役員の報酬等の額を決定します。 

３．前項の方針において定める執行役に対する報酬は、持続的な成長に向けた健全なイ

ンセンティブとして機能する仕組みとします。 

４．報酬委員会を補助する事務局として報酬委員会事務局を設置します。 

    

第９条 監査委員会 

１．監査委員会は、委員３名以上で、その過半数は独立役員によって構成します。また、

監査委員には、財務・会計・法務に関する適切な知見を有している者を含めることを

原則とします。 

２．監査委員会は、監査の実効性をさらに高めるため、常勤の監査委員を選定すること

を原則とします。 

３．監査委員会は、取締役会が果たす監督機能の一翼を担い、執行役及び取締役の職務

執行を監査します。 

４．監査委員会は、当社グループの内部統制システムの構築及び運用状況の監視及び検

証を行います。 

５．監査委員会は、会計監査人から監査実施状況及び監査の結果等について定期的に報

告を受けるとともに、情報交換等を実施することにより連携の強化を図ります。また、

会計監査人の職務の執行状況を監視し検証するとともに、株主総会に提出する会計監

査人の選任及び解任並びに不再任に関する議案の内容を決定します。 

６．監査委員会は、当社グループにおける内部統制システムの構築・運用を前提として、
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内部監査部門等との実効的な連携を通じて、当社の業務及び財産の状況の調査並びに

執行役へのヒアリングや執行役からの報告内容の検証等を行います。 

７．監査委員会を補助する事務局として監査委員会事務局を設置します。 

     

第４章 独立役員の役割等 

第 10条 独立役員の役割 

独立役員は、独立した客観的な立場から執行役の業務執行を監督し、一般株主のみ

なさまの利益を適切に保護するとともに、当社グループがステークホルダーのみなさ

まと適切に協働・共生しながら持続的に成長して中長期的に企業価値を創出できるよ

う、各々の経験や専門知識に基づき、執行役に対し適切に助言・支援を行ってまいり

ます。 

   

第 11条 社外取締役の情報入手及び情報共有 

１．当社は、社外取締役（独立役員を含みます。以下同じ。）に対し、その期待される

役割・責務が適切に果たされるよう、当社グループの施設等の視察等の施策を実施す

るなど、当社グループの事業内容、課題、経営戦略等についての理解を深め、必要な

知識を習得するための機会を設けます。 

２．社外取締役は、その役割・責務を果たすために、当社グループの経営状況等につい

て、必要があると認めるときは、適時、適切に担当執行役等に説明等を求め、十分な

理解を形成します。 

３．社外取締役は、社外取締役のみを構成員とする会合を定期的に行う等により、独立

した客観的な立場に基づく、社外取締役間における情報交換と認識共有を図ります。 

４．社外取締役は、執行役との高度な連絡・調整の任に当たる社外取締役を互選により

選定します。 

     

第５章 執行体制等 

第 12条 執行体制 

１．執行役社長は、取締役会から委任を受けた重要な業務の執行を決定し、また、重要 

な業務を執行します。 

２．執行役社長以外の執行役は、取締役会が定める職務分掌における担当分野において、

取締役会から委任を受けた業務の執行を決定し、また、業務を執行します。 

３．執行役社長が行う重要な業務の執行の決定については、判断の前提となる事実を正

確に認識するとともに、判断の過程・内容に合理性・適切性を持たせるため、執行役

社長の諮問機関として、執行役社長が指名する執行役にて構成する経営会議及び投資

委員会を設置し、案件を事前に審議いたします。さらに、経営会議の諮問機関として

専門委員会を設置し、専門的な事項について審議を行い、その結果を経営会議に報告

することにより課題解決に取り組みます。 

４．当社グループの効率的かつ効果的なグループ運営を推進するため、当社及び主要な

子会社の社長等で構成するグループ運営会議を設置して、グループ経営に関する重要

事項を課題ごとに議論し、グループ会社の経営陣の認識の共有を図ります。 
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第 13条 社内役員の研鑽 

当社は、新任の執行役をはじめとする社内の役員に対し、その期待される役割・責務

が適切に果たされるよう、その役割・責務に係る理解を深め、必要な知識を習得するた

めの機会を定期的に設けます。 

   

第６章 会計監査人 

第 14条 会計監査人 

１．監査委員会は、会計監査人による適正な監査の確保に向けて、会計監査人の独立

性・専門性の確認及び評価のための基準を策定し、会計監査人を適切に評価します。 

２．当社は、会計監査人による適正な監査の確保に向けて、次に掲げる事項等の会計監

査人対応に係る体制を整備します。   

（1）会計監査人の独立性の確保 

（2）会計監査人による十分な監査時間の確保 

（3）会計監査人と代表執行役社長等との十分な面談機会の確保 

（4）会計監査人と内部監査部門との十分な連携の確保 

（5）会計監査人が不正を発見し適切な対応を求めた場合や、不備・問題点を指摘した

場合の会社側の対応体制の確立 

    

第７章 株主総会等 

第 15条 株主総会 

当社は、株主総会が株主のみなさまとの建設的な対話の場であることを踏まえ、株主

のみなさまの視点に立って、次に掲げる事項等、株主総会における株主のみなさまの権

利行使に係る適切な環境の整備に努めてまいります。 

（1）株主総会において適切な判断を行うことに資すると考えられる情報の適確な提供 

（2）株主総会議案の十分な検討期間の確保のための株主総会招集通知の速やかな電子的

公表及び早期発送 

（3）株主のみなさまとの建設的な対話の充実や、そのための正確な情報提供等の観点を

十分考慮した株主総会関連の日程の設定 

（4）株主総会に出席できない株主のみなさまが電磁的方法によって議決権を行使するこ

とができるようにすること及び利便性向上のための議決権電子行使プラットフォームの

利用並びに招集通知の英訳の実施 

（5）信託銀行等の名義で株式を保有する機関投資家等のみなさまの議決権行使に係る利

便性の向上 

    

第 16条 資本政策 

  １．当社は、株主価値の持続的な向上を目指し、資本効率を意識しつつ、主要 3 事業の

収益力と経営基盤の強化及びユニバーサルサービスの責務を遂行するために必要とな

る十分な株主資本の水準を保持することを基本とします。必要となる資本の水準につ

きましては、事業活動に伴うリスクと比較して十分であることや、監督規制上求めら
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れる水準を充足していること等を考慮しつつ適宜見直してまいります。 

２．株主還元については、内部留保の充実に留意しつつ、資本効率を意識し、より着実

な株主への利益還元を実現するため、安定的な配当に加え、自己株式取得を必要に応

じて実施してまいります。 

    

第 17条 政策保有株式 

１．当社は、業務提携の強化等純投資以外の観点から、当社グループの中長期的な企業

価値向上に資すると判断される上場企業の株式等（以下「政策保有株式」といいま

す。）を取得し保有することができるものとします。 

２．当社が保有する政策保有株式について、中長期的な経済合理性や将来の見通し等を

勘案の上、その保有の狙い・合理性について取締役会において毎年度検証するととも

に、検証の内容を開示します。 

３．政策保有株式の議決権行使について、その議案が当社の保有方針に適合するかどう

かに加え、当該企業の効率的かつ健全な経営に役立ち、企業価値の向上を期待できる

かどうかなどを個別に精査したうえで、議案への賛否を判断します。 

    

第 18条 買収防衛策 

当社は、日本郵政株式会社法第２条において、政府が、常時、発行済株式の総数の３

分の１を超える株式を保有していなければならないとされていること、同法第９条にお

いて、取締役の選任及び解任の決議は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生

じないとされていることに鑑み、いわゆる買収防衛策は導入しない方針です。 

   

第８章 ステークホルダーとの協働・共生 

第 19条 株主との対話 

１．当社は、当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値向上の観点から、「ディ

スクロージャーポリシー」を定め、この方針にしたがって株主・投資家との建設的な

対話に努めてまいります。 

２．前項の対話を進めるにあたっては、株主構造の把握に努め、株主総会の場以外にお

いても、個別面談やそれ以外の対話に努めてまいります。 

    

第 20条 ＣＳＲ 

１．当社は、当社グループのＣＳＲ活動についてグループ経営理念の実現を図り持続的

な成長を確保するための活動と位置づけ、その取組については「グループＣＳＲ基本

方針」を定め推進してまいります。 

２．当社グループにおいては、サステナビリティーを巡る課題が発生した場合は、その

対応は重要なリスク管理の一部であるとの認識の下、適確かつ積極的に対処いたしま

す。 

    

第 21条 ダイバーシティ・マネジメントの推進 

当社は、当社グループ内に異なる経験・技能・属性を反映した多様な視点や価値観 

122



が存在することは、会社の持続的な成長を確保する上での強みとなり得るとの認識の下、

当社グループにおける女性の活躍推進、障がい者や外国人の活用など多様性の確保を積

極的に推進してまいります。 

   

第 22条 内部通報制度 

１．当社は、法令又は社内規則の違反が生じた場合に社員等が行うべき報告ルール（情

報提供者の秘匿と不利益取扱の禁止に関する規律を含みます。）を定めるとともに、

社内外に内部通報窓口を設け、内部通報に係る適切な体制の整備に努めます。 

２．内部通報等により発覚したグループの重大なコンプライアンス違反事案については、

速やかに監査委員に報告する体制を構築します。 

    

第９章 その他 

第 23条 改廃 

本基本方針の改廃は取締役会の決議によって行います。 

  以上 

 

（資料）日本郵政公表資料 
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＜日本郵政 内部統制システムの構築に係る基本方針＞ 

平成 19 年 10 月 １日 

規程第 19-32 号 

 

１ 当社及び子会社等(当社の子会社及び関連会社をいう。以下同じ。)の取締役及び使用人 の

職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

（1）経営理念その他の経営に関する基本的な方針を定めるとともに、グループ行動憲章に従

い、当社グループ(当社及び子会社等をいう。以下同じ。)の役職員が、事業活動のあらゆる局面

において法令等を遵守するよう周知徹底を図る。また、日本郵政グループ運営に関する契約に

基づき、コンプライアンスに関する規程を定め、コンプライアンス態勢を整備する。 

（2）コンプライアンスを統括する部署を設置し、コンプライアンスの推進に努めるとともに、

コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスに係る方針、具体的な運用、当社グルー

プのコンプライアンス遵守状況、営業・業務上の課題も含めた諸問題への対応等について審議

し、重要な事項を経営会議、取締役会及び監査役会に報告する。 

（3）当社の企業活動に関連する法令等に関する解説等を記載したコンプライアンス・マニュ

アルを作成するとともに、役職員が遵守すべき法令及び社内規則等に関する研修を実施すること

などにより、コンプライアンスの徹底を図る。 

（4）株式会社ゆうちょ銀行及び株式会社かんぽ生命保険からの受託業務に係るコンプラ

イアンス態勢を確立し業務の健全かつ適切な運営を確保するため、各社との間に、代表取締

役等で構成する連絡会議を設置し、法令等遵守に係る内部管理態勢の充実・強化に関する事項

について協議する。 

（5）社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、反社会的勢力

対応規程等において組織としての対応を定め、組織全体として、違法行為や反社会的行為 に

は一切関わらず、平素からグループ各社及び警察等の外部専門機関と連携をとりながら、反社会

的勢力との関係を遮断し排除する。 

（6）日本郵政グループ運営に関する契約に基づき、財務計算に関する書類その他の情報の適

正性を確保する。また、財務報告に係る内部統制の整備等を統括する部署を設置し、財務報告の

信頼性の確保に努めるとともに、重要な事項を必要に応じて経営会議、取締役会及び監査役会

に報告する。 

（7）当社グループは法令又は社内規則の違反が生じた場合並びにそのおそれがある場合

の報告ルールを定めるとともに、社内外に内部通報窓口を設け、その利用につき役職員に周知

する。 

（8）被監査部門から独立した内部監査部門により、当社グループの法令等遵守状況を含め実

効性ある内部監査を実施し、その結果を経営会議、取締役会及び監査役会に報告する。 

 

２ 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

取締役会規則及び文書管理規程等において、取締役会議事録、稟議書をはじめとす

る取締役の職務執行に係る各種情報の保存及び管理の方法並びに体制を明確化し、適切な保

存及び管理を図るとともに、監査役及び内部監査部門の求めに応じ、請求のあった文書を閲覧又
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は謄写に供する。 

 

３ 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

（1）リスク管理基本方針及び各種リスク管理規程等により、リスクの区分、管理方法及び管

理態勢等を定めて実施する。 

（2）リスク管理を統括する部署を設置し、当社グループのリスク状況を把握し、分析・管理を

行うとともに、顕在化したリスクへの対処方法や管理手法の是正を行う。また、リスク管

理委員会を設置し、リスク管理に係る方針、具体的な運用、当社グループのリスク状況、諸問題

への対応等について審議し、重要な事項を経営会議、取締役会及び監査役会に報告する。 

（3）当社グループの経営に重大な影響を与えるリスクが顕在化した場合に、迅速かつ適切に

対処し、是正手段をとるため、危機管理態勢及び危機対応策等に関する危機管理規程を定める。 

 

 ４ 当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

（1）取締役社長が指名する執行役員をもって構成する経営会議を原則として毎週開催し、取

締役会決議事項を含む経営上の重要事項のうち取締役社長が必要と認めた事項を協議する。

また、経営会議の諮問機関として、必要に応じて専門委員会を設置する。 

（2）組織規程及び職務権限規程を定め、各組織の分掌、取締役の職務権限及び責任並びに稟議

手続等を明確化し、取締役の職務執行の効率化を図る。 

（3）情報のセキュリティを確保し、その上で、職務執行の効率性向上や適正の確保に資するＩ

Ｔ環境の整備に努めるものとする。 

（4）子会社等を含めた会議体を開催する等、当社の経営方針や情報の共有化を図ることで、

当社グループとして効率的な経営を推進する。 

 

 ５ 当社並びにその親会社及び子会社等から成る企業集団における業務の適正を確保する

ための体制 

（1）日本郵政株式会社、株式会社ゆうちょ銀行及び株式会社かんぽ生命保険との間で日本郵政

グループ協定を締結するとともに、日本郵政株式会社と締結する日本郵政グループ運営に関する

契約に基づき、グループ運営を適切かつ円滑に実施するために必要な事項（グループの経

営に重大な影響を及ぼすおそれのある重要事項を含む。）等について、日本郵政株式会社

から事前承認を受け又は報告するものとする。 

（2）日本郵政グループ運営に関する契約に基づき、子会社等経営管理規程等を定め、子会社

等の業務運営を適切に管理する態勢を整備する。 

（3）本基本方針に基づき、子会社等に対応する場合、当該子会社等の特性に応じて行う。 

（4）グループ内取引が適正に行われ、経営の健全性に重大な影響を及ぼすことのないよう、

日本郵政グループ運営に関する契約に基づき、当社グループの業務の適正を確保する。 

 

 ６ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に 

関する事項 
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監査役の職務を補助する組織として、監査役室を設置するとともに、監査役の職務を補助す

るのに必要な知識・能力を有する専属の使用人を配置する。 

 

 ７ 監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性及び指示の実効性の確保に関 

する事項 

監査役室の使用人に係る採用、異動、人事評価、懲戒処分は、監査役の同意を得た上で行う。

また、当該使用人は、監査役の指揮命令に従って調査を行い報告を受ける等の業務を実施する。 

 

８ 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する 

体制 

（1）内部統制を所管する取締役又は使用人は、監査役に定期的に当社グループの業務の執行

状況を報告する。 

（2）取締役及び使用人は、当社グループの経営に重大な影響を及ぼすおそれのある重要事項に

ついては、速やかに経営会議、取締役会及び監査役に報告する。 

（3）内部監査部門は、内部監査の実施状況及び結果について定期的に監査役会に報告し、監査

結果において当社グループの経営に重大な影響を及ぼすおそれのある重要事項については速

やかに監査役に報告する。 

（4）取締役及び使用人は、監査役から報告の求めがあった場合には速やかに報告する。 

（5）監査役に報告を行った者に対し、当該報告等を行ったことを理由として不利益な取扱いを

行ってはならない。 

 

 ９  監査役の職務の執行により生じる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執

行 により生じる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項 

監査役の職務の執行により生じる費用を会社に対して請求したときは、当該請求に係る費

用が監査役の職務の執行に必要でないことを会社が証明した場合を除き、これを拒むことがで

きない。 

 

10  その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

（1）代表取締役は、当社の経営の基本方針、対処すべき課題、内部統制システムの機能状況等

の経営上の重要事項について、監査役と定期的に意見交換を行い、相互認識を深めるよう努め

る。 

（2）取締役は、監査役の職務の遂行に当たり、監査役が必要と認めた場合に弁護士、公認会計

士等の外部専門家との連携を図れる環境を整備する。 

 

11  制定・改廃 

（1）この規程の制定･改廃は、取締役会がこれを決定する。 

（2）この規程は、変化する経営環境に適切に対応するため、必要に応じて見直しを行うものと

する。 

 

126



附 則 

（施行期日） 

この方針は、平成19年10月１日から施行する。 

附 則（20-局総務 162（H20.７.30）） 

（施行期日） 

この方針は、平成20年９月１日から施行する。 

附 則（20-局経内 ５（H20.10.27）） 

（施行期日） 

この方針は、平成20年11月４日から施行する。 

附 則（21-局経内 26（H22.１.５）） 

（施行期日） 

この方針は、平成22年１月５日から施行する。 

附 則〔21-局経企 200(H22.３.30)〕 

この方針は、平成22年４月１日から施行する。 

附 則〔22-局経内 17(H23.２.23)〕 

この方針は、平成23年４月１日から施行する。 

附 則〔24-局経企 194(H24.９.28)〕 

この方針は、平成24年10月１日から施行する。 

附 則〔24-日郵経 82(H25.３.21)〕 

この方針は、平成25年４月１日から施行する。 

附 則 

この方針は、平成27年４月１日から施行する。 

附 則（2015年12月25日第149回取締役会決議）  

この方針は、2015年12月25日から施行する。 

附 則（2017年３月22日第169回取締役会決議）  

この方針は、2017年４月１日から施行する。 

附 則（2020年３月23日第220回取締役会決議）  

この方針は、2020年４月１日から施行する。 

（資料）日本郵政公表資料 
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＜ゆうちょ銀行 内部統制システムの構築に係る基本方針＞ 

 
１ 役職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

（1）経営理念及び経営計画などの経営に関する基本的な方針を定め、執行役及び使用人

（以下「役職員」という。）が、事業活動のあらゆる局面において法令等を遵守するよう周知

徹底を図る。また、コンプライアンスに関する規程を定め、コンプライアンス態勢を整備

する。 

（2）代表執行役社長が指名する執行役で構成する内部統制会議を定期的に開催し、法令

等遵守など内部統制に関する最重要事項について協議する。 

（3）コンプライアンスを統括する部署を設置し、コンプライアンスを徹底するための具

体的な実践計画としてコンプライアンス・プログラムを年度毎に策定、定期的に実施状

況の進捗確認を行うなどコンプライアンスの推進に努めるとともに、コンプライアンス

に関する委員会を設置し、コンプライアンスに関する具体的な運用、諸問題への対応等

について協議し、重要な事項を内部統制会議、経営会議及び監査委員会に報告する。 

（4）役職員が遵守すべき事項を具体的に示した行動指針及び当銀行の企業活動に関連す

る法令等に関する解説等を記載したコンプライアンス・マニュアルを策定するとともに、

役職員が遵守すべき法令及び社内の規程等に関する研修を実施することなどにより、コ

ンプライアンスの徹底を図る。 

（5）コンプライアンス態勢を確立し健全な業務運営を確保するため、当銀行の銀行代理

業者である日本郵便株式会社との間に、代表執行役社長等で構成する連絡会議を設置し、

日本郵便株式会社の法令等遵守に係る内部管理態勢の充実・強化に関する事項について

協議するとともに、業務の指導、法令等を遵守させるための研修、業務の実施状況のモ

ニタリング等、日本郵便株式会社に対する指導・管理のために必要な措置を講じる。 

（6）社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、「反社会的

勢力対応規程」等において組織としての対応を定め、組織全体として、違法行為や反社

会的行為には一切関わらず、平素から警察等の外部専門機関と連携をとりながら、反社

会的勢力との関係を遮断し排除する。 

（7）当行が提供する商品・サービスが不正に利用される可能性があることに留意し、方

針及び規程を定め、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に係る態勢を整備す

る。 

（8）当銀行の財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するため、財務報告に

係る内部統制に関する規程等を定め、財務報告に係る内部統制の評価及び報告の態勢を

整備する。 

（9）法令又は社内の規程等の違反又はそのおそれがある場合の報告ルールを定めるとと

もに、社内外に内部通報窓口を設け、その利用につき役職員に周知徹底する。 

（10）お客さま本位の業務運営の徹底のため、基本方針の制定、推進計画の策定、役職員
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への研修等を通じて、お客さま本位の良質な金融サービスを提供する態勢を整備する。 

（11）内部監査に関する規程等を定め、内部監査態勢を整備する。また、被監査部門から

独立した内部監査部門が、法令等遵守状況を含めた事業活動全般の適正性について、実

効性ある内部監査を実施するとともに内部監査の実施状況や内部監査態勢の状況等につ

いて、内部統制会議、経営会議及び監査委員会に報告する。 

 

２ 執行役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

文書管理に関する規程等を定め、経営会議議事録、稟議書をはじめとする執行役の

職務執行に係る各種情報の保存及び管理の方法並びに体制を明確化し、適切な保存及

び管理を図るとともに、監査委員会及び内部監査部門の求めに応じ、請求のあった文

書を閲覧又は謄写に供する。 

 

３ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

（1）リスク管理に関する規程を定め、リスク管理態勢を整備し、リスク管理を実施する。 

（2）リスク管理を統括する部署を設置し、リスクの状況を把握し、分析・管理を行うと

ともに、リスクへの対処方法や管理手法の是正を行う。また、リスク管理に関する委員

会を設置し、リスク管理態勢の整備・運営に関する事項及びリスク管理の実施に関する

事項について協議し、重要な事項を経営会議及び監査委員会に報告する。 

（3）経営に重大な影響を与えるリスクが顕在化した場合に、迅速かつ適切に対処し、是

正手段をとるため、危機管理に関する規程等を定め、危機管理態勢及び危機対応策等を

整備する。 

 

４ 執行役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

（1）代表執行役社長が指名する執行役で構成する経営会議を定期的に開催し、取締役会

決議事項、代表執行役社長の権限事項その他代表執行役社長が必要と認めた事項につい

て協議する。また、経営会議の諮問機関として、必要に応じて専門委員会を設置する。 

（2）組織規程及び職務権限規程を定め、各組織の分掌、執行役の職務権限及び責任等を

明確化し、執行役の職務執行の効率化を図る。 

 

５ 当銀行並びに親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保する

ための体制 

（1）日本郵政株式会社、日本郵便株式会社及び株式会社かんぽ生命保険との間で、日本

郵政グループ協定を締結するとともに、日本郵政株式会社との間で日本郵政グループ運

営に関する契約及びグループ運営のルールに関する覚書を締結し、グループ運営を適切

かつ円滑に実施するために必要な事項等について事前協議又は報告を行う。 

（2）子会社等の管理に関する規程を定め、子会社等の業務運営を適切に管理する態勢を

整備する。 
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（3）グループ内取引の管理に関する規程を定め、グループ内取引を適正に行う。 

 

６ 監査委員会の職務を補助すべき職員に関する事項 

監査委員会の職務を補助する組織として監査委員会事務局を設置するとともに、監

査委員会の職務を補助するのに必要な知識・能力を有する専属の職員を配置する。 

 

７ 監査委員会の職務を補助すべき職員の執行役からの独立性に関する事項 

監査委員会事務局の職員に係る採用、異動、人事評価、懲戒処分は、監査委員会又

は監査委員会が選定する監査委員の同意を得た上で行う。 

 

８ 監査委員会の職務を補助すべき職員に対する指示の実効性の確保に関する事項 

監査委員会事務局の職員は、監査委員会の職務を補助するにあたり、同委員会の指

揮命令にのみ従い業務を実施する。 

 

９ 監査委員会への報告に関する体制 

（1）執行役は、監査委員会に定期的にその業務の執行状況を報告する。 

（2）取締役（監査委員である取締役を除く。）及び役職員は、経営に重大な影響を及ぼす

おそれのある重要事項について、速やかに監査委員に報告する。 

（3）役職員並びに子会社の取締役、監査役及び使用人は、監査委員会の求めに応じて、

業務執行に関する事項を報告する。 

（4）監査委員会への報告を行った者に対し、当該報告等を行ったことを理由として不利

益な取扱いを行ってはならない。 

 

10  監査委員会の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務

の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項 

監査委員が監査委員会の職務について所要の費用を請求するときは、当該請求に係る

費用が監査委員会の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、これを拒むこと

ができないものとする。 

 

11 その他監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

（1）代表執行役社長は、当銀行の経営の基本方針、対処すべき課題、内部統制システム

の機能状況等の経営上の重要事項について、監査委員会と定期的に意見交換を行い、相

互認識を深めるよう努める。 

（2）内部監査部門は、内部監査計画を策定し、監査委員会の同意を得た上で代表執行役

社長の決裁を受ける。また、内部監査の実施状況及び結果について定期的に監査委員会

に報告し、経営に重大な影響を及ぼすおそれのある重要事項については速やかに監査委

員に報告する。 
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（3）監査部門を担当する執行役及び監査企画部長の異動は、監査委員会又は監査委員会が選

定する監査委員の同意を得た上で行う。 

（4）監査委員会は、会計監査人から事前に監査計画の説明を受け、定期的に監査実施報

告を受けるほか、会計監査上の重要なポイント等を常に把握するため、必要に応じて意

見交換を行うなどの連携を図る。 

（5）監査委員会は、その職務の執行に当たり、日本郵政株式会社の監査委員会と定期的

に意見交換を行うなどの連携を図る。 

 

（資料）ゆうちょ銀行公表資料 
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＜かんぽ生命 内部統制システムの構築に係る基本方針＞ 

 

１  当社の執行役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため

の体制 

(1) 経営理念、経営方針等を定めるとともに、日本郵政株式会社が定めるグループの行

動憲章に従い、執行役及び使用人が、事業活動のあらゆる局面において法令等を遵守

するよう周知徹底を図る。また、コンプライアンス規程を定め、コンプライアンス態

勢を整備する。 

(2) コンプライアンスを統括する部署を設置し、コンプライアンスの推進に努めるとと

もに、コンプライアンス委員会を設置し、経営上のコンプライアンスに係る方針、具

体的な運用、 諸問題への対応等について協議し、重要な事項を経営会議及び監査委

員会に報告する。 

(3) 企業活動に関連する法令等に関する解説等を記載したコンプライアンス・マニュア

ルを作成するとともに、執行役及び使用人が遵守すべき法令及び社内規則等に関する

研修を実施することなどにより、コンプライアンスの徹底を図る。 

(4) コンプライアンス態勢を確立し健全な業務運営を確保するため、当社の保険募集人

である日本郵便株式会社との間に、代表執行役社長等で構成する連絡会議を設置し、

日本郵便株式会社の内部管理態勢の充実・強化に関する事項を協議するとともに、日

本郵便株式会社に対する指導・管理のために必要な措置を講じる。 

(5) 反社会的勢力対応規程等において組織としての対応を定めるとともに、平素から警

察等の外部専門機関と連携をとりながら不当要求等には毅然と対応するなど、社会の

秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力との関係を遮断し排除する。 

(6) 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するため、財務報告の信頼性の

確保に努めるとともに、重要な事項を必要に応じて経営会議、監査委員会及び会計監

査人に報告する。 

(7) コンプライアンス違反又はそのおそれがある場合の報告ルールを定めるとともに、

社内外に内部通報窓口を設け、その利用につき執行役及び使用人に周知する。 

(8) 内部監査規程等を定め、内部監査態勢を整備する。また、被監査部門から独立した

内部監査部門により、法令等遵守状況を含め実効性ある内部監査を実施するとともに、

内部監査の実施状況等について、経営会議及び監査委員会に報告する。 

 

２  当社の執行役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

経営会議規程及び文書管理規程等において、経営会議議事録、稟議書をはじめとする

執行役の職務執行に係る各種情報の保存及び管理の方法並びに体制を明確化し、適切な

保存及び管理を図るとともに、監査委員会及び内部監査部門の求めに応じ、請求のあっ

た文書を閲覧又は謄写に供する。 

 

３  当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

(1) リスク管理基本方針及び各種リスク管理規程等を定め、執行役及び使用人に対しリ

スク管理についての基本原則、管理態勢、管理方法等の基本的事項を提示し、当該基
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本方針等に基づきリスク管理を実施する。 

(2) リスク管理を統括する部署を設置し、リスクの状況を把握し、分析・管理を行うと

ともに、リスク管理委員会を設置し、リスク管理に関する方針、リスク管理体制の整

備及び運営に関する事項並びにリスク管理の実施に関する事項を協議し、重要な事項

を経営会議及び監査委員会に報告する。 

(3) 経営に重大な影響を与えるリスクが顕在化した場合に、迅速かつ適切に対処し、是

正手段をとるため、危機管理規程を定め、危機管理態勢を整備する。 

 

４  当社の執行役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

(1) 執行役で構成する経営会議を原則として毎週開催し、取締役会から委任を受けた事

項及び取締役会付議事項について協議する。また、経営会議の諮問機関として、必要

に応じて専門委員会を設置する。 

(2) 組織規程及び職務権限規程を定め、各組織の分掌、執行役の職務権限及び責任並び

に稟議手続等を明確化し、執行役の職務執行の効率化を図る。 

 

５  当社並びに日本郵政株式会社及び当社の子会社から成る企業集団における業務の適正

を確保するための体制 

(1) 日本郵政株式会社、日本郵便株式会社及び株式会社ゆうちょ銀行との間で日本郵政

グループ協定を締結するとともに、日本郵政株式会社との間で日本郵政グループ運営

に関する契約及びグループ運営のルールに関する覚書を締結し、グループ運営を適切

かつ円滑に実施するために必要な事項等について、事前協議又は報告を行う。 

(2) 子会社の管理に関する規程を定め、以下のとおり、子会社の業務運営を適切に管理

する態勢を整備する。 

①  子会社に対し、グループ経営の根幹となる日本郵政グループ協定等による措置を

講じさせる。 

②  子会社に対し、経営分析、業務に関する指導、リスク管理、コンプライアンスに

関する指導、監査等を行う。 

③  子会社による経営方針、経営計画等の重要事項の策定等を当社への事前承認事項

とする。 

④  子会社による当局への申請事項、月次の業績、外部監査の結果等を当社への報告

事項とする。 

(3) グループ内取引の管理に関する規程を定め、グループ会社との取引については、ア

ームズ・レングス・ルールに則った適正な取引を確保する。 

 

６  当社の監査委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項 

監査委員会の職務を補助する組織として監査委員会事務局を設置するとともに、監査

委員会の職務を補助するのに必要な知識・能力を有する専属の使用人を配置する。 

 

７  当社の監査委員会の職務を補助すべき使用人の当社の執行役からの独立性に関する事

項及び当社の監査委員会の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項 
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監査委員会事務局の使用人は、監査委員会の職務を補助するに際しては、監査委員会

の指揮命令にのみ従うものとする。また、監査委員会事務局の使用人に係る採用、異動、

人事評価、懲戒処分は、監査委員会又は監査委員会が選定する監査委員の同意を得た上

で行う。 

 

８  当社の執行役及び使用人が監査委員会に報告をするための体制その他の監査委員会へ

の報告に関する体制 

(1) 内部統制を所管する執行役は、監査委員会に定期的に当社及び子会社の内部統制に

係る業務の執行状況を報告する。 

(2) 執行役及び使用人は、当社及び子会社の経営に重大な影響を及ぼすおそれのある重

要事項について、速やかに監査委員に報告する。 

(3) 内部監査を所管する執行役は、当社及び子会社の内部監査の実施状況及び結果につ

いて定期的に監査委員会に報告し、経営に重大な影響を及ぼすおそれのある重要事項

について速やかに監査委員に報告する。 

(4) 執行役及び使用人は、監査委員会の求めに応じて、当社及び子会社の業務執行に関

する事項を報告する。この場合において、監査委員会が必要と認めたときは、内部監

査を所管する執行役に対して調査を求め、又はその職務の執行について具体的に指示

を行うものとする。 

(5) 執行役及び使用人は、内部通報等により発覚した当社及び子会社の重大なコンプラ

イアンス違反（そのおそれのある事案を含む。）行為について、速やかに監査委員に

報告する。 

(6） 監査委員会への報告又は内部通報を行った者に対し、当該報告又は内部通報を行

ったことを理由として不利益な取扱いを行ってはならない。 

 

９  当社の監査委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該

職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項 

執行役及び使用人は、監査委員が監査委員会の職務の執行として監査の実施のために

弁護士、公認会計士その他の社外の専門家に対して助言を求める又は調査、鑑定その他

の事務を委託するなど所要の費用を会社に対して請求したときは、当該請求に係る費用

が監査委員会の職務の執行に必要でないことを会社が証明した場合を除き、これを拒む

ことができないものとする。 

 

10  その他当社の監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

(1) 代表執行役社長は、経営の基本方針、対処すべき課題、内部統制システムの機能状

況等の経営上の重要事項について、監査委員会と定期的に意見交換を行い、相互認識

を深めるよう努める。 

(2) 内部監査を所管する執行役は、監査計画の策定及び変更を行う際は、事前に監査委

員会に監査計画の説明を行い、監査委員会の同意を得た上で行う。 

(3) 監査委員会は、監査上の重要なポイント等を常に把握するため、必要に応じて内部

監査を所管する執行役と意見交換を行うなどの連携を図る。 
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(4) 監査委員会は、会計監査人から事前に監査計画の説明を受け、定期的に監査実施報

告を受けるほか、会計監査上の重要なポイント等を常に把握するため、必要に応じて

意見交換を行うなどの連携を図る。 

(5) 監査委員会は、その職務の執行に当たり、日本郵政株式会社の監査委員会と定期的

に意見交換を行うなど連携を図る。 

(6) 内部監査を所管する執行役及び内部監査部長の重要な人事は、監査委員会又は監査

委員会が選定する監査委員の同意を得た上で行う。 

 

平成 18年９月制定 

平成 19年 10月改正 

平成 20年６月改正 

平成 20年 11月改正 

平成 22年１月改正 

平成 23年９月改正 

平成 24年 10月改正 

平成 25年６月改正 

平成 27年４月改正 

平成 27年５月改正 

令和２年３月改正 

 

（資料）かんぽ生命公表資料 
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＜日本郵政 お客さま本位の業務運営に関する基本方針＞ 

 

 日本郵政グループ（以下「当社グループ」といいます。）は、「郵政ネットワークの安心、

信頼を礎として、民間企業としての創造性、効率性を最大限発揮しつつ、お客さま本位の

サービスを提供し、地域のお客さまの生活を支援し、お客さまと社員の幸せを目指します。

また、経営の透明性を自ら求め、規律を守り、社会と地域の発展に貢献します。」との経

営理念を掲げ、お客さま本位の業務運営に取り組んでおります。私たち日本郵政（以下

「当社」といいます。）は、お客さま本位の業務運営の更なる推進に向け、2017 年３月に

金融庁が公表した「顧客本位の業務運営に関する原則」を採択し、「お客さま本位の業務

運営に関する基本方針」を制定いたしました。 

  

 当社は、グループ会社が以下の各項目を遵守し、お客さま本位の業務運営を行うよう努

めます。 

  

１．お客さま本位の業務運営の実践に向けた企業文化の定着 

当社グループは、グループ経営方針に「お客さまの生活を最優先し、創造性を発揮し

お客さまの人生のあらゆるステージで必要とされる商品・サービスを全国ネットワーク

で提供します。」と掲げ、企業文化として定着を進めてまいります。  

また、当社グループの役員・社員の行動原則を示したグループ行動憲章において「お

客さまの立場に立ち、お客さまの期待に応えることにより、お客さまの信頼を獲得しま

す。」と定めており、役員・社員一人ひとりがこの行動憲章を規範として、お客さま本

位の業務運営に努めます。 

   

２．お客さまのご意向等に基づく適切な商品・サービスの提供 

当社グループの全国津々浦々にある郵便局を中心としたネットワークや業種の多様性

を活用し、利便性の高いサービスを提供するとともに、お客さま一人ひとりの多様なニ

ーズや目的に沿った商品・サービスの提供に努めます。  

また、全国の郵便局やコールセンター等にお寄せいただいたお客さまの声を起点に、

商品・サービスの改善と変革を図ってまいります。 

   

３．お客さまへのわかりやすい情報提供 

当社グループは、お客さまに提供する金融商品・サービスの内容について、お客さま

の知識・経験や年齢等を考慮し、お客さまのニーズ沿った金融商品・サービスを選択し

ていただくためにその特性やリスクなどの必要な情報を、わかりやすく提供します。  

また、金融商品・サービスの対価としてお支払いいただく費用について、お客さまに

わかりやすくご説明するよう努めます。 

   

４．お客さまとの適切な取引 

当社グループは、お客さまとの取引において、利益相反などによりお客さまの利益を

不当に害することがないよう努めます。 
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５．社員に対する適切な動機づけ 

  当社グループは、社員一人ひとりが自らお客さまを最優先に考えて行動するよう、人

材育成などを通して適切な動機づけを行うとともに、お客さまの視点に立った業務運営

の実現に貢献する社員を評価します。 

   

６．取組状況の確認等 

本方針は、社会情勢・経営環境の変化やお客さまの声等を踏まえ、より良い業務運営

を実現するため、定期的に見直します。  

  また、当社は、グループ会社において本方針及びグループ各社が定める方針に基づい

た業務運営が行われているかどうかモニタリングし、必要に応じ指導を行います。 

 

（資料）日本郵政公表資料 
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＜日本郵便 お客さま本位の業務運営に関する基本方針＞ 

 

１ お客さま本位の業務運営の実践に向けた企業文化の推進 

私たち日本郵便は、経営理念の下、創業以来培ってきたお客さまや地域からの信頼を

基に、郵便、貯金、保険のユニバーサルサービスを中核とする様々な商品・サービスを

提供しつつ、地域と寄り添い、地域と共に生き、地域を支える会社であり続けることを

社会的使命としています。 

その実現に向け、郵便局ネットワークを維持、強化し、お客さま本位の姿勢でお客さ

ま利便の向上に取り組みます。 

  

経営理念 

  

日本郵便は、全国津々浦々の郵便局と配達網等、その機能と資源を最大限に活用して、

地域のニーズにあったサービスを安全、確実、迅速に提供し、人々の生活を生涯にわたっ

て支援することで、触れ合いあふれる豊かな暮らしの実現に貢献します。 

(1) 郵便、貯金、保険の郵政の基幹サービスを、将来にわたりあまねく全国で提供しま

す。 

(2) 社会の変化に的確に対応し、生活を豊かにする革新的なサービス提供に挑戦します。 

(3) 企業ガバナンスを確立し、コンプライアンスを徹底することにより、企業としての

社会的責任を果たします。 

(4) お客さまから愛され、地域から信頼、尊敬されるよう、社員一人ひとりが成長し続

けます。 

    

【主な取組項目】 

 １．郵便、貯金、保険のユニバーサルサービスを全国において確実に提供します。 

 ２．郵便局ネットワークを活用した地方創生に取り組みます。 

    

２ お客さまニーズに的確に応える商品・サービスの提供 

(1) 法令および社会規範等を遵守することはもちろん、常に高い倫理観に基づいた行動

を徹底します。 

(2) 郵便、貯金、保険をはじめとするお客さまの暮らしに便利な商品・サービスを、ラ

イフスタイルの変化等に合わせ、適正に、かつ高い品質で提供し続けます。 

(3) 「販売・サービス方針」にのっとり、分かりやすく、正確で迅速・丁寧なお客さま

への対応・説明に取り組みます。 

(4) 資産運用や保険の商品・サービスの提案をする場合は、お客さまのニーズや投資経

験、利用目的等、お客さまのご意向を十分に把握し、お客さまの最善の利益を図るた

めにふさわしいと考える商品・サービスの提案を行います。 

(5) ゆうちょ銀行およびかんぽ生命保険をはじめ、他の事業パートナーとも協働し、郵

便局ならではの金融商品・サービスの提供に取り組みます。 
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販売・サービス方針 

 

(1) 商品・サービスの提供にあたっては、法令および社会規範等を遵守することはもち

ろん、本方針にのっとり、常に高い倫理観に基づいて、お客さまの最善の利益を図る

ための行動を徹底します。 

(2) お客さまの知識、経験、財産の状況および利用目的に照らし、適切な商品・サービ

スをお勧めします。 

また、お客さまのご意向を十分に把握し、お客さまにご満足いただける商品・サー

ビス提案を行います。 

なお、お客さまのご意向がある場合でも、お客さまのためにならない提案は行いま

せん。 

(3) お客さまご自身の判断でご利用していただくため、商品・サービスの内容を十分に

理解していただけるよう丁寧に分かりやすくご説明します。 

(4) 不確実な事項について断定的に説明したり、事実でない情報を提供するなど、お客

さまの誤解を招くような説明は行いません。 

(5) お客さまへの訪問・電話連絡等にあたっては、お客さまの立場に立ち、時間帯・場

所・販売方法等に配慮し、お客さまを第一に考えて行動します。 

(6) 商品・サービスの提供にあたって知り得たお客さまに関する情報は、厳正に管理し

ます。 

(7) お客さまニーズに的確に応える商品・サービスの提供が行えるよう、法令等の遵守、

商品知識等の習得、コンサルティングスキルおよびマナー向上のために研修の充実に

努めます。 

     

【主な取組項目】 

１．ｅコマースの拡大等、お客さまのライフスタイルの変化に合わせた郵便・物流の商

品・サービスの充実に取り組みます。 

２．郵便物や荷物の差し出しや受け取りの利便性の向上に取り組みます。 

３．お客さまのライフステージに合わせ、貯金、保険の基礎的な金融商品・サービスの

ほか、長期安定的な資産形成に適した資産運用の商品・サービスを取りそろえます。 

４．お客さまが、より身近な郵便局で資産形成をはじめられるよう、投資信託を取り扱

う郵便局を拡大します。 

５．お客さまに資産運用や保険の商品・サービスを契約していただく際には、意向確認

を行うとともに、お客さまが高齢の場合は家族に同席していただくなど、より慎重な

提案を行います。 

６．資産運用の商品・サービスについては、お客さまが負担する手数料を示しつつ提案

を行います。 

    

３ お客さまとのコミュニケーションの充実 

(1) お客さまが気軽に足を運べ、相談しやすく、より親しみを感じる、地域ニーズに応じ
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た郵便局づくりに取り組みます。 

(2) いただいたお客さまの声を経営に活かし、お客さまにご満足いただけるサービスの提

供に努めます。 

(3) お客さまの資産形成やライフプランに関する相談に応えるとともに、十分に理解して

いただけるよう丁寧に分かりやすく情報を提供していきます。 

    

【主な取組項目】 

１．郵便局の窓口やお客様サービス相談センター等に寄せられたお客さまの声を、経営

層においても共有し、商品・サービスの改善等お客さま満足の向上に取り組みます。 

２．郵便局でセミナーや相談会を実施するなど、お客さまの金融知識の向上に役立つ情

報提供に取り組みます。 

３．見やすく、分かりやすい資料を用いて、金融商品・サービスや制度等を丁寧に説明

し、十分に理解していただけるよう取り組みます。 

    

４ お客さまに信頼される人材の育成・評価 

(1) 商品・業務知識、接遇・マナーの向上等を図り、お客さまから信頼される存在とな

るような人材を育成します。 

(2) 活き活きと笑顔で自信を持って地域のお客さまに接し、お客さま満足につながる行

動を実践する社員を評価します。 

    

【主な取組項目】 

１．業務知識や商品・サービスの関連知識を付与する研修を行うなど、豊富な知識でお

客さまのニーズに的確に応える社員の育成に取り組みます。 

２．よりお客さまに満足いただくため、社員一人ひとりの応対レベルの向上に取り組み

ます。 

３．正確・迅速な業務の実施、誠実なお客さま対応等、お客さまの信頼に応える社員を

評価します。 

    

５ 取組状況の確認等 

(1) 本方針に基づく取組状況を定期的に確認し、結果について公表します。 

(2) また、本方針は、社会情勢や経営環境の変化等を踏まえ、よりよい業務運営を実現

するため、定期的に見直しを行います。 

 

（資料）日本郵便公表資料 
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＜かんぽ生命 お客さま本位の業務運営に関する基本方針＞ 

2017年４月７日 

株式会社かんぽ生命保険 

  

 私たちかんぽ生命保険は、「いつでもそばにいる。どこにいても支える。すべての人生

を、守り続けたい。」との経営理念のもと、全国津々浦々の郵便局を通じて簡易で小口な

生命保険をご提供しています。「全国津々浦々にいらっしゃるお客さまに保険という安心

をお届けし、お客さま一人ひとりの人生を保険の力で守り続け、これからの地域社会を支

えていく」ために、お客さまからの信用と信頼をいただけるよう日々努力を継続していく

ことが、今までも、そしてこれからもかんぽ生命保険の使命であり、「お客さま本位の業

務運営」の実現につながるものと考えています。 

 私たちかんぽ生命保険は、「お客さま本位の業務運営」を実現するための基本方針をこ

こに定めます。 

  

１．経営トップのコミットメント 

 •経営理念等に、お客さまに寄り添い、一人ひとりの人生を守り続けていくために全社一

丸となって歩んでいくことを掲げ、その実現に向けて取り組みます。 

 •多岐に渡るお客さまの声という貴重な財産を活かし、お客さま満足の向上に取り組み続

けるというメッセージを経営トップから社内外に向けて広く発信します。 

 •お客さまの声を一元的に集約の上、分析、検討を行い、経営陣のリーダーシップのもと

改善を継続します。 

 •事業パートナーである日本郵便株式会社と協働して、お客さま本位の業務運営の実践に

向けた取組みを推進します。 

 •お客さま本位の社員育成に努め、お客さまとともに成長する保険会社にします。 

   

２．「お客さま本位の業務運営」に関する企業文化の醸成等 

 •「お客さま第一」などかんぽ生命保険の一員としての心構えを説いた「行動指針」を制

定し、規範として仕事に取り組みます。 

 •お客さまにとっての新しい利便性を常に創造し、質の高いサービスの提供を追求し続け、

お客さまにとって最善の利益を図る体制を整えます。 

 •「心のこもったサービス」運動を実施し、お客さまの声をもとにしたサービス改善や、

好事例の展開等を通じて、お客さま本位の意識の醸成を図ります。 

 •責任ある機関投資家として、企業の持続的成長に向けた投資と対話を行うことにより、

日本経済全体の成長に貢献します。 

   

３．お客さまのご意向等に基づく適切な商品提案の実施等 

 •お客さまのご意向やライフプラン等に基づく適切な商品提案を行うとともに、お客さま

に十分ご納得いただき、真にご満足いただける契約を販売していきます。 

 •特にご高齢のお客さまに対しては、より丁寧に分かりやすくご説明するとともに、ご高

齢のお客さまのご家族も含め十分ご納得、ご満足いただけるよう、ご契約時にご家族に
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もご同席いただくなど、きめ細やかな対応を行います。 

 •お客さまの利益を害することのないよう、お客さまとの取引に伴う利益相反の管理を徹

底します。 

 •お客さまから頂戴する保険料や、日本郵便株式会社に支払う委託手数料については、お

客さまに提供する商品・サービスの内容に合致した合理的な水準を設定します。 

   

４．お客さまへの情報提供の充実・双方向の情報交換 

 •「ご契約内容のお知らせ」の郵送やご契約内容の確認活動などを通じて、ご契約後も、

保障内容等について継続的にご理解いただけるよう取り組みます。 

 •お客さまの生活や暮らしに役立つ情報やサービスを、広くご提供するとともに、直接お

客さまの声を聞く仕組みや双方向の情報交換をさらに充実させます。 

   

５．お客さまへの簡易・迅速・正確な保険金等のお支払等 

 •お客さまにお約束した保険金等を簡易・迅速・正確にお支払いするため、最高水準の保

険金等支払管理態勢の整備に向けて取り組みます。 

 •保険契約の引受、契約の保全についても、簡易・迅速・正確にお手続きいただけるよう、

先端技術の導入、事務手続の簡素化に取り組みます。 

   

６．人材育成・業績評価 

 •人材育成方針として、企業の社会的責任を自覚し、お客さま本位の人材を育成すること

を掲げ、人材育成や業績評価を通じて、社員に対し「お客さま本位の業務運営」を追求

する適切な動機づけを行います。 

 •社員の評価項目の一つとして「お客さま満足度の向上」を掲げ、「お客さま本位の業務

運営」の実現に貢献する社員を評価します。 

   

７．取組状況の確認等 

 •お客さま本位の業務運営の定着度合いを確認・評価するための指標（以下「評価指標」

といいます。）を設定します。 

 •この方針に基づく取組状況および評価指標の状況を定期的に確認し、その結果について

公表します。 

 •この方針は、社会情勢や経営環境の変化等を踏まえ、よりよい業務運営を実現するため、

定期的に見直しを行います。 

 

（資料）かんぽ生命公表資料 
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(2) かんぽ生命の保険商品の不適正募集問題 

 

＜かんぽ生命保険商品と投資信託の横断的な販売への対応について＞ 
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（資料）日本郵政グループ公表資料 
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＜信頼回復に向けた業務運営の開始日について＞ 
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（資料）日本郵政グループ公表資料 
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＜かんぽ生命直営店における業務運営について＞ 

 

 

 

（資料）日本郵政グループ公表資料  

155



＜2021年４月からの信頼回復に向けた業務運営について＞ 

 

 

 

（資料）日本郵政グループ公表資料 
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３ グループＤＸを中心とする新たな成長戦略 

(1) これまでの日本郵政グループの取組状況  

＜「新規ビジネス室」及び「ＤＸ推進室」の設置について＞ 

 

  
（資料）日本郵政公表資料 
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(3) 総務省のデジタル時代における郵政事業の在り方に関する懇談会における検討  

＜デジタル時代における郵政事業の在り方に関する懇談会の概要＞ 

 

 

 

（資料）令和３年１月 19日第 225回郵政民営化委員会配布資料 
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＜令和２年 11 月 13 日開催 デジタル時代における郵政事業の在り方に関する懇談会第１

回資料「開催要綱」（案）＞ 
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（資料）総務省公表資料 
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＜デジタル時代における郵政事業の在り方に関する懇談会 中間整理 概要＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

１．検討の背景（社会環境の変化、郵政事業を巡る状況等） 
 
２．具体的な方向性 
  ① 日本郵政グループ・郵便局におけるデータの活用 
  ② 日本郵政グループの地方創生への貢献 
  ③ 日本郵政グループ（日本郵政、日本郵便）におけるコンプライアン

ス・グループガバナンスの強化  
  ④ 日本郵政グループによる SDGs（持続可能な開発目標）達成へ

の貢献・ESG（環境・社会・ガバナンス）への取組 
 
３．今後の検討の進め方 

全体構成 

２．具体的な方向性 

① 日本郵政グループ・郵便局におけるデータの活用 

〔基本的考え方〕 
○ デジタル化（データ活用）は、① 業務効率化・既存サービスの質の向上、② 新たなビジネス（収益源）の創
出、③公的サービスへの活用、に分けて整理すべき。 

○ 配達原簿など「既に保有するデータ」については、信書の秘密や個人情報の保護に十分配慮しつつ、本来
業務としての利用を中心に、仮名加工情報の活用も含め幅広く検討すべき。 

 ○ 「個人に着目した」「同意取得を前提とした」利用者にメリットある魅力的な新サービスを開発・提供すべき。 

○ 外部企業等と積極的に提携を図ることにより、「プラットフォーム・ビジネス」を提供すべき。 

 〔ＤＸ推進に当たり日本郵政グループにおいて早急に対応すべき取組〕 
 ・ 業務全体のペーパーレス化 

 ・ システムやデバイスの標準化・共用化 

 ・ グループ各社に分散している「ＩＤ」（利用者との接点）の一元化 

 ・ 共通顧客データベースの構築（トップダウンで取り組む）、売上げ・コストなどのデータの経営への活用 

 ・ ＤＸ専門人材の確保（外部人材や若手の登用、ハッカソンの開催等により、エンジニアがあこがれる組織へ） 

 〔具体的サービス（イメージ）〕  

● 「共通ＩＤ」を活用し、出産、終活等のライフイベントに着目した「本格的ライフサポートサービス」を提供。 

● 日本郵政が「情報銀行」となり、関係企業等と連携しつつ、見守り、健康診断サービス等を地域住民へ提供。 

● 「スマートシティ」や「MaaS」に係るプロジェクトに参画し、ドローンによる配送、客貨混載サービス等を提供。 

● ローカル５Ｇ、LPWA 等を利用し、無人搬送車の遠隔制御など IoT による業務の効率化等に着手。 

● 日本郵政グループ（全体）のサービスに容易にアクセスできる「スーパーアプリ」を導入。 
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（資料）総務省公表資料 

② 日本郵政グループの地方創生への貢献 
 

 〔基本的考え方〕 
○ 全国津々浦々に実店舗を有する「地域住民サービスのラストリゾート」としての存在感を発揮。 

○ 24,000 の郵便局ネットワーク、40 万人の従業員等のリソースを地域住民等に開放・提供・活用。 

○ 地域住民のデジタル・ディバイドも含めた格差是正解消に資するサービスを提供。 

○ 地域の郵便局は、地域住民の居住実態や需要の変化を踏まえた適正な配置の確保が必要。 
  

 〔具体的な政策及びサービス（イメージ）〕 
● 自治体、銀行の業務など様々なサービスをワンストップで提供する、業務密度の高い拠点へ。 
  （マイナンバーカードを活用した行政サービスの利用支援等についてはモデル実証を実施） 

● ５Ｇ等携帯電話基地局の設置場所として、インフラシェアリングを含め、郵便局舎等を活用。 

● 「デジタル活用支援員」等の活動拠点として郵便局の空きスペース等を活用。 

● 地域活性化ファンドへ積極的に投資。いわゆるミューチュアル・ファンドを組成し、投資信託商品 
  として窓口販売。 

③ 日本郵政グループ（日本郵政、日本郵便）におけるコンプライアンス・グループガ
バナンスの強化  

 〔基本的考え方〕 
 かんぽ生命不適正募集問題、ゆうちょ銀行のキャッシュレス決済不正利用事案等を踏まえ、コンプライア
ンス、グループガバナンスの自主的・抜本的な強化に取り組むべき。 
〔政策の方向性〕 
 日本郵政、日本郵便に対する行政処分・行政指導の着眼点、要件等を、「監督指針」という形で初めて
可視化・透明化する。 
 

④ 日本郵政グループによる SDGｓ（持続可能な開発目標）達成への貢献・ESG
（環境・社会・ガバナンス）への取組 

 〔基本的考え方〕 
○ ユニバーサルサービスを提供する公共的事業者として、また 40 万人の雇用を有する大企業として、

SDGs・ESG を重視した企業経営に率先して取り組むべき。 

〔取組の方向性〕 
・ 電動車両・電動バイクの増備、木質バイオマス、CLT（直交集成板）の使用などに取り組む。 

・ 人権、ジェンダーに配慮するための適切な体制を確保し、誤ったメッセージを発出しない。 

・ 顧客満足度や従業員満足度の経営指標化、整合的な評価制度の導入等を実施。 

・ 金融二社の資金運用に当たっては、SDGs 及び ESG を意識した投資先の選定等を実施。 
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４ 郵便局ネットワークと地方創生 

(1) 郵便局ネットワークの水準 

＜郵便局数の推移＞ 

 

（資料）令和３年１月 19日第 225回郵政民営化委員会配布資料から事務局作成 

 

＜過疎地における営業中の郵便局数の推移＞ 

 

 

（資料）令和２年７月 29日第 215回郵政民営化委員会配布資料から事務局作成 
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＜郵便局以外の預金取扱金融機関の店舗数＞ 

 

  平成 15年度末 令和元年度末 年度差（店舗数） 年度差（％） 

地銀 7,536  7,778  242 3.2% 

第二地銀 3,567  2,813  ▲ 754 ▲21.1% 

信金 8,059  7,237  ▲ 822 ▲10.2% 

信組 1,955  1,614  ▲ 341 ▲17.4% 

農協 12,875  
7,833（注） 

注：平成 30年度末 
▲ 5042 ▲39.2% 

（資料）全国銀行協会「2019年度決算全国銀行財務諸表分析」（地銀、第二地銀） 

    信金中金 地域・中小企業研究所「信用金庫統計」（信用金庫） 

    （一社）全国信用組合中央協会「全国信用組合預金・貸出金等状況」（信用組合） 

        農林水産省「平成 30事業年度総合農協統計表」（農協） 

    から事務局作成 

 

(2) 郵便局ネットワークの活用による付加価値の向上  

＜地方公共団体事務の包括受託＞ 

 

（資料）令和３年２月 17日第 227回郵政民営化委員会配布資料から事務局作成 
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＜郵便局において取扱いが可能な地方公共団体の事務の拡大＞ 

（資料）事務局作成 

＜マイナンバーカードに搭載されている電子証明書の更新手続場所の拡大等＞ 

 

（資料）令和３年１月 19日第 225回郵政民営化委員会配布資料 
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＜地域金融機関との連携＞ 

 

（資料）日本郵便作成 

 

＜ＪＲ東日本との連携事例（千葉県鴨川市江見駅郵便局）＞ 

 

 

（資料）日本郵便公表資料から事務局作成 
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＜郵便局活性化推進事業＞ 

 

（資料）令和３年１月 19日第 225回郵政民営化委員会配布資料 

＜郵便・物流ネットワーク再編＞ 

 

（資料）日本郵便作成 

168



 

＜日本郵便の業務区分別収支＞ 

 
（資料）日本郵便作成 
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５ 日本郵便（郵便・物流、郵便窓口業務） 

(1) 日本郵便（連結）の概況   

＜日本郵便全体の決算概要＞ 

 

（資料）事務局作成 

（２）郵便・物流セグメント   

＜ゆうパック（ゆうパケットを除く）の取扱個数及び単価の推移＞ 

 
（資料）事務局作成 
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＜ゆうパケットの取扱個数及び単価の推移＞ 

 
 

（資料）事務局作成 

 

 
（資料）事務局作成 

  

＜ゆうメールの取扱個数及び単価の推移＞ 
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＜郵便料金等の改定＞ 
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（資料）日本郵便公表資料
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＜郵便・物流事業における決算概要＞ 

 

（資料）事務局作成 
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＜ゆうパックのサービス改善及び運賃改定等＞ 
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（資料）日本郵便公表資料 
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（３）金融窓口セグメント 

＜金融窓口セグメントにおける決算概要＞ 

 

（資料）事務局作成 

（４）収益源の多様化 

＜その他の収益における決算概要＞ 

 

 

（資料）事務局作成 
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＜提携金融事業  商品の取扱状況一覧＞ 

 

（資料）令和２年７月 29日第 215回郵政民営化委員会配布資料から事務局作成 

 

＜物販事業  販売カテゴリー別の収益構成比率＞ 

 

（資料）令和２年７月 29日第 215回郵政民営化委員会配布資料 
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＜物販事業における取組評価と今後の展開＞ 

 

（資料）令和２年７月 29日第 215回郵政民営化委員会配布資料 

 

＜不動産事業 不動産事業の現状及び今後の取組＞ 

 

（資料）令和２年７月 29日第 215回郵政民営化委員会配布資料から事務局作成 
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＜不動産事業 収益実績・見通し＞ 

 

（資料）令和２年７月 29日第 215回郵政民営化委員会配布資料 

＜みまもりサービス  サービス概要＞ 

 

（資料）令和２年７月 29日第 215回郵政民営化委員会配布資料から事務局作成 
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＜試行中のサービス  各種取組＞ 

 

（資料）令和２年７月 29日第 215回郵政民営化委員会配布資料から事務局作成 

 

（５）労働力の確保と労働条件の改善 

＜運輸・郵便業及び全産業平均の所定外労働時間＞ 

（事業所規模５人以上、令和元年確報） 

産業 総実労働時間 出勤日数 

 所定内労働時間 所定外労働時間  

 前年比  前年比  前年比  前年差 

時間 ％ 時間 ％ 時間 ％ 日 日 

運輸業,郵便業 166.7 -1.1 143.6 -1.3 23.1 -0.7 19.6 -0.2 

調査産業計 139.1 -2.2 128.5 -2.2 10.6 -1.9 18.0 -0.4 

 

（資料）厚生労働省「毎月勤労統計調査 令和元年分結果確報」 
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＜郵便サービスの見直しによる労働環境改善の効果＞ 

 

（資料）日本郵便提供資料から事務局作成 

 

＜正規社員と非正規社員の待遇格差に係る最高裁判決＞ 

（資料）事務局作成 
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（６）ＥＣ市場の発展及びデジタル化への対応 

＜宅配便の再配達の発生と削減＞ 

 

 

 

 

（資料）令和３年１月 19日第 225回郵政民営化委員会配布資料（国土交通省） 

＜ゆうパックスマホ割サービス概要＞ 

（資料）令和２年６月３日第 213回郵政民営化委員会配布資料 
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＜ｅ受取アシストサービス概要＞ 

 
（資料）令和２年６月３日第 213回郵政民営化委員会配布資料 

＜置き配サービス概要＞ 

 

（資料）令和２年６月３日第 213回郵政民営化委員会配布資料から事務局作成 
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＜営業倉庫登録拠点一覧＞ 

 

（資料）令和２年６月３日第 213回郵政民営化委員会配布資料から事務局作成 

 

＜スタートアップとの連携＞ 

 

（資料）令和２年６月３日第 213回郵政民営化委員会配布資料から事務局作成 
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＜2019年度「手紙の書き方体験教室」支援の実施＞ 
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（資料）日本郵便公表資料 
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＜2020年度「手紙の書き方体験教室」支援の実施＞ 

190



 （資料）日本郵便公表資料 
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＜2021年度「手紙の書き方体験教室」支援の実施＞ 
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（資料）日本郵便公表資料  
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＜新型コロナウイルス感染症対策の取組一覧＞ 

（資料）日本郵政作成資料 

 

＜国際郵便物の一時引受停止国・地域の数の推移＞ 

 

 

（資料）日本郵便作成資料 
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６  日本郵便（トール社・国際物流事業） 

(1)  トール社及び国際物流事業の概況（損益等） 

＜トール社の概要＞ 

 

（資料）日本郵便作成資料 
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＜決算状況＞ 
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198
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（資料）日本郵便公表資料から事務局作成 
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(2)  経営改革と戦略 

＜日本郵便による経営管理＞ 

 
（資料）令和２年 12月９日第 223回郵政民営化委員会配布資料 
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＜シンガポール出張概要＞ 

 

202



 

203



 

204



 

205



 

206



 
（資料）令和元年６月 27日第 203回郵政民営化委員会配布資料 
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＜次世代倉庫施設トールシティでの物流ソリューション提供＞ 

 

（資料）日本郵便作成 

＜ＪＰトールの概要＞ 

（資料）令和２年 12月９日第 223回郵政民営化委員会配布資料 
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(3)  経営の悪化と立て直し 

＜経営陣刷新＞ 

 
（資料）令和２年 12月９日第 223回郵政民営化委員会配布資料 

＜不採算事業の売却＞ 

 
（資料）令和２年 12月９日第 223回郵政民営化委員会配布資料 
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＜エクスプレス事業売却の検討決定プレスリリース＞ 

 

210



（資料）日本郵政及び日本郵便公表資料 
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７ ゆうちょ銀行（銀行業） 

(1) ゆうちょ銀行の概況(損益等) 

＜総資産の推移＞ 

                              （兆円） 

年度末 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2(2Q) 

総資産 193.4 195.8 199.8 202.5 208.1 207.0 209.5 210.6 208.9 210.9 222.2 

（資料）ゆうちょ銀行決算資料から事務局作成 
 

＜貯金残高等の推移＞ 

                              （兆円） 

年度末 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2(2Q) 

貯金残高 174.6 175.6 176.0 176.6 177.7 177.8 179.4 179.8 180.9 183.0 187.4 

（うち個人貯金等） n/a n/a n/a n/a n/a 174.4 176.1 176.6 177.5 179.2 183.6 

※「個人貯金等」とは、貯金残高から、法人等の決済性預金（＝振替貯金（一般））、大口定期、その他貯金を除いたもの 

 
（資料）ゆうちょ銀行決算資料、平成29年５月25日第169回、平成30年５月24日第189回、

令和元年５月29日第202回、令和２年５月27日第212回及び令和２年11月25日第222
回郵政民営化委員会の配布資料から事務局作成 

 

 

＜預貯金残高の推移比較＞ 

  

（資料）日本銀行統計及びゆうちょ銀行決算資料から事務局作成 
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＜預貯金残高の比較＞ 

 
※ 預貯金残高＝預金＋譲渡性預金 

 
（資料）各社ＩＲ資料及び各業界団体の公表資料から事務局作成 

 

 

＜利益の推移＞ 

 

 

（資料）ゆうちょ銀行決算資料から事務局作成 
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＜決算概要＞ 

 （億円） 

年度 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2(2Q) 

業務粗利益 17,189 16,700 16,243 15,687 16,347 14,520 14,102 14,623 13,270 13,142 6,703 

 うち 
資金利益 

16,864 16,773 15,321 14,702 15,407 13,610 12,235 11,756 10,161 9,768 4,211 

うち 
役務取引等利益 

879 884 881 926 892 911 866 964 1,067 1,288 644 

うち 
その他業務利益 

△555 △958 40 57 47 △1 1,000 1,902 2,041 2,084 1,847 

経費 △12,101 △11,745 △11,115 △10,960 △11,147 △10,661 △10,561 △10,450 △10,375 △10,202 △5,043 

実質業務純益 5,087 4,954 5,128 4,726 5,199 3,858 3,540 4,173 2,894 2,939 1,659 

臨時損益 181 807 807 924 494 961 879 823 848 851 58 

経常利益 5,265 5,762 5,935 5,650 5,694 4,819 4,420 4,996 3,742 3,790 1,718 

当期純利益 3,163 3,348 3,739 3,546 3,694 3,250 3,122 3,527 2,661 2,730 1,239 

（資料）ゆうちょ銀行決算資料から事務局作成 

 

 

＜（参考）メガバンク（単体）の決算の推移＞ 

                     （億円） 

 三菱UFJ銀行 三井住友銀行 みずほ銀行 

年度 H30 R1 H30 R1 H30 R1 

業務粗利益 15,353 15,462 13,955 14,120 10,750 13,045 

  

  

うち資金利益 10,110 8,177 9,441 8,780 6,497 6,290 

うち役務取引等利益 4,305 4,060 3,422 3,232 3,802 3,851 

うち特定取引利益 88 124 432 1,116 614 1,497 

うちその他業務利益 849 3,099 638 968 △164 1,406 

経費 △11,469 △11,509 △8,115 △8,080 △8,406 △7,895 

実質業務純益 3,884 3,952 5,840 6,039 2,078 4,664 

経常利益 6,244 4,591 6,496 4,839 2,845 4,307 

当期純利益 6,632 △6,530 4,773 3,173 △1,444 3,077 

         （資料）各行決算説明資料から事務局作成 
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＜運用状況＞ 

（億円、かっこ内は構成比） 

年度 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2(2Q) 

預け金等 
47,541 26,719 90,782 192,041 330,349 457,691 512,133 493,146 506,742 514,854 561,550 

(2.49%) (1.38%) (4.59%) (9.58%) (16.04%) (22.33%) (24.71%) (23.73%) (24.60%) (24.80%) (25.64%) 

コールローン 
4,296 12,062 18,377 18,435 19,615 9,788 4,700 4,800 4,000 10,400 9,300 

(0.22%) (0.62%) (0.92%) (0.92%) (0.95%) (0.47%) (0.22%) (0.23%) (0.19%) (0.50%) (0.42%) 

買現先勘定 － － － － － － － － 
83,681 97,318 101,720 

(4.06%) (4.68%) (4.64%) 

債券貸借取引 

支払保証金 

44,833 57,788 81,415 72,127 83,740 79,232 87,189 82,241 
－ 

1,124 264 

(2.35%) (2.98%) (4.11%) (3.60%) (4.06%) (3.86%) (4.20%) (3.95%) (0.05%) (0.01%) 

金銭の信託 
18,067 37,154 30,388 29,190 34,916 35,611 38,179 42,415 39,907 45,497 51,914 

(0.94%) (1.92%) (1.53%) (1.45%) (1.69%) (1.73%) (1.84%) (2.04%) (1.93%) (2.19%) (2.37%) 

有価証券 
1,750,264 1,759,532 1,715,965 1,660,578 1,561,697 1,440,768 1,387,924 1,392,012 1,371,352 1,351,984 1,392,973 

(91.75%) (90.94%) (86.81%) (82.88%) (75.86%) (70.32%) (66.98%) (67.00%) (66.57%) (65.14%) (63.60%) 

 

国債 
1,464,609 1,449,398 1,381,987 1,263,910 1,067,670 822,556 688,049 627,497 583,565 536,361 528,363 

(76.78%) (74.91%) (69.91%) (63.08%) (51.86%) (40.14%) (33.20%) (30.20%) (28.33%) (25.84%) (24.12%) 

地方債 
56,588 57,355 58,060  55,503 55,251 58,565 60,822 64,051 63,839 59,863 56,658 

(2.96%) (2.96%) (2.93%) (2.77%) (2.68%) (2.85%) (2.93%) (3.08%) (3.09%) (2.88%) (2.58%) 

短期社債 
1,029 1,809  5,489 3,339 2,269 2,049 2,339 2,299 2,209 8,069 17,399 

(0.05%) (0.09%) (0.27%) (0.16%) (0.11%) (0.10%) (0.11%) (0.11%) (0.10%) (0.38%) (0.79%) 

社債 
128,047 126,653 113,040 110,501 107,560 103,627 107,528 104,863 95,748 91,082 88,336 

(6.71%) (6.54%) (5.71%) (5.51%) (5.22%) (5.05%) (5.18%) (5.04%) (4.64%) (4.38%) (4.03%) 

株式 
9 9 9 9 9 13 13 311 992 32 32 

(0.00%) (0.00%) (0.00%) (0.00%) (0.00%) (0.00%) (0.00%) (0.01%) (0.04%) (0.00%) (0.00%) 

外国証券等 
99,979 124,306 157,378 227,313 328,936 453,955 529,170 592,988 624,995 656,575 702,181 

(5.24%) (6.42%) (7.96%) (11.34%) (15.97%) (22.15%) (25.53%) (28.54%) (30.34%) (31.63%) (32.06%) 

貸出金 
42,387 41,345 39,679 30,763 27,839 25,420 40,641 61,455 52,974 49,617 68,707 

(2.22%) (2.13%) (2.00%) (1.53%) (1.35%) (1.24%) (1.96%) (2.95%) (2.57%) (2.39%) (3.13%) 

預託金 － － － － － － － － － － － 

その他 
 61 37 42 318 494 255 1,167 1,264 1,093 4,398 3,487 

(0.00%) (0.00%) (0.00%) (0.01%) (0.02%) (0.01%) (0.05%) (0.06%) (0.05%) (0.21%) (0.15%) 

運用資産合計 1,907,453 1,934,640 1,976,651 2,003,455 2,058,654 2,048,766 2,071,934 2,077,335 2,059,752 2,075,196 2,189,916 

（資料）ゆうちょ銀行決算資料から事務局作成 
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現金預け金

21.1%

コールローン等

5.0%

国債

5.1%
地方債

1.7%

社債

2.3%
株式

1.6%その他の証券

6.0%

貸出金

49.7%

外国為替

0.5%

その他

5.1%

＜ゆうちょ銀行と他の銀行の資産構成の比較（令和元年度末）＞ 

 

 

  

※１ ゆうちょ銀行の「その他の証券」は主として外国債券。 

※２ 「コールローン等」は、買入金銭債権及び金銭の信託等の合計値。 

※３ 「その他」はその他資産及び有形・無形固定資産等の合計値。 

 
（資料）ゆうちょ銀行決算資料及び一般社団法人全国銀行協会「全国銀行財務諸表分

析（令和元年度決算）」から事務局作成 

 

 

＜自己資本比率（国内基準）＞ 

（％） 

年度末 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2(2Q) 

自己資本比率 74.82 68.39 66.04 56.81 38.42 26.38 22.22 17.42 15.78 15.55 15.73 

※ 平成26年３月末から、新国内基準に基づいているため単純比較はできない。 

 
（資料）ゆうちょ銀行決算資料から事務局作成 

 

  

現金預け金

24.4%

コールローン等

7.4%

国債

25.4%

地方債

2.8%

社債

4.7%

株式

0.0%

その他の証券

31.1%

貸出金

2.3%

外国為替

0.0% その他

1.5%

《ゆうちょ銀行（210.9兆円）》       《全国銀行（113行）計（1,191.1兆円）》 
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＜金利リスクの状況＞ 

（ΔEVE）        （百万円）    （ΔNII）         （百万円） 

年度末 H30 R1  年度末 H30 R1 

上方パラレルシフト 538,125 100,586  上方パラレルシフト － 175,255 

下方パラレルシフト 2,446,896 2,420,055  下方パラレルシフト － △46,356 

スティープ化 － －  スティープ化 － － 

フラット化 － －  フラット化 － － 

短期金利上昇 － －  短期金利上昇 － － 

短期金利低下 － －  短期金利低下 － － 

最大値 2,446,896 2,420,055  最大値 － 175,255 

自己資本の額 8,844,213 8,932,547  自己資本の額 8,844,213 8,932,547 

※１ 金融庁の「主要行等向けの総合的な監督指針」に基づき、銀行勘定の金利リスクに関する開示方法が平成

30年度決算より従来の「アウトライヤー比率」から「銀行勘定の金利リスク規制（IRRBB）」に変更されたため

平成30年度及び令和元年度の「金利リスクの状況」を掲載 

※２ 重要性テストの適用については、金融庁が定めた「主要行等向けの総合的な監督指針」において、「ゆうち

ょ銀行は、法令上、一部の資産について国債等の安全資産の保有が義務付けられているため、（重要性テスト

に該当する場合の）監督上の対応をするに当たっては、当該特殊事情を適切に勘案することとする。」とされ

ている。 

（資料）ゆうちょ銀行ディスクロージャー誌から事務局作成 
 

＜預貸率及び預証率の他行との比較＞ 

      （％） 

 R1年度末 

ゆうちょ銀行 都市銀行平均 地方銀行平均 地方銀行Ⅱ平均 

預貸率 2.7 

（△0.2） 

58.0 

（△0.6） 

76.9 

（＋0.8） 

77.1 

（＋0.2） 

預証率 73.8 

（△1.9） 

24.5 

（＋1.1） 

23.1 

（△0.4） 

19.7 

（＋0.2） 
※1 かっこ内は30年度末比 

※2 預貸率＝貸出金／〔預金＋譲渡性預金＋債券〕×100 

※3 預証率＝有価証券／〔預金＋譲渡性預金＋債券〕×100 

※4 都市銀行には５行、地方銀行には64行、地方銀行Ⅱには38行の計数が含まれている。 

 
（資料）ゆうちょ銀行ディスクロージャー誌及び一般社団法人全国銀行協会「全国銀行

財務諸表分析（令和元年度決算）」から事務局作成 
 

＜内国為替取扱状況（振込）＞ 

（千件、百万円） 

※ 全国銀行データ通信システムによる他の金融機関との内国為替取扱状況 

 
（資料）ゆうちょ銀行ディスクロージャー誌から事務局作成 

  

年度 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 

仕向件数 13,937 17,200 19,311 21,642 24,252 26,793 27,897 29,851 32,056 35,061 

仕向金額 12,917,217 14,534,436   15,874,930 17,697,182 21,769,194   23,586,237 21,516,587 23,347,377 25,972,954 30,808,610 

被仕向件数 23,412 34,617 45,108 53,810 67,192 79,485 92,705 96,546 104,762 120,207 

被仕向金額 9,715,296 11,113,645 12,079,552 13,621,048 15,415,275 17,625,900 20,798,405 22,664,581 25,026,847 29,582,167 
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＜投資信託取扱状況（約定ベース）＞ 

（千件、百万円） 

年度 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 

販売件数 1,345 1,314 1,090 952 1,061 1,164 1,251 1,544 2,303 3,170 

販売金額 172,714 177,421 279,187 339,685 377,000 427,085 544,399 737,878 891,075 691,496 

（千口座、百万円） 

年度 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30  R1 

保有口座数 604 615 622 644 665 696 749 874 1,062 1,185 

純資産残高 960,336 902,646 1,016,814 977,638 1,118,791 1,135,550 1,310,151 1,642,301 2,285,947 2,301,781 

（資料）ゆうちょ銀行決算資料から事務局作成  

 

 

(2) 持続可能なビジネスモデルの確立 

＜経営理念＞ 

お客さまの声を明日への羅針盤とする「最も身近で信頼される銀行」を目指します。 

信頼 
法令等を遵守し、お客さまを始め、市場、株主、社員との信頼、社会への貢献を大

切にします 

変革 お客さまの声・環境の変化に応じ、経営・業務の変革に真摯に取り組んでいきます 

効率 お客さま志向の商品・サービスを追求し、スピードと効率性の向上に努めます 

専門性 お客さまの期待に応えるサービスを目指し、不断に専門性の向上を図ります 

（資料）ゆうちょ銀行公表資料から事務局作成 

 

＜中期経営計画（2018年度～2020年度）における取組の骨子＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料）ゆうちょ銀行公表資料から事務局作成 
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＜役務取引等利益の状況＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料）令和２年11月25日第222回郵政民営化委員会配布資料 
 

 

＜デジタルサービスの機能拡充＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料）令和２年６月24日第214回郵政民営化委員会配布資料から事務局作成 
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＜スマホ決済サービスの取組状況＞ 

 

 
（資料）令和２年12月９日第223回郵政民営化委員会配布資料 

 

 

＜住宅ローン（媒介）取扱状況＞ 

（百万円） 

年度 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 

新規取扱額 61,865 31,504 24,047 24,438 34,833 36,369 39,908 35,673 19,577 14,376 

累計 192,158 223,662 247,710 272,148 306,981 343,350 383,259 418,932 438,510 452,886 

（資料）ゆうちょ銀行ディスクロージャー誌及びゆうちょ銀行作成資料から事務局作成  
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＜国内外の金利の推移＞    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          
（資料）令和２年12月16日第224回郵政民営化委員会配布資料 

 

＜資産運用構成の変遷＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（資料）令和２年12月16日第224回郵政民営化委員会配布資料 
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＜ＥＳＧ投資方針＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（資料）令和２年12月16日第224回郵政民営化委員会配布資料 

 
 

＜ＥＳＧ・ＣＳＲ推進の具体的なテーマ＞ 

 

（資料）ゆうちょ銀行個人投資家向け会社説明会資料 
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＜地域活性化ファンド等＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（資料）令和２年12月16日第224回郵政民営化委員会配布資料 

 

 

＜地域活性化ファンド参加状況＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（資料）ゆうちょ銀行作成 

 

  

223



＜税公金取りまとめ事務の共同化概要＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（資料）ゆうちょ銀行作成 

 

 

＜デジタル化による業務効率化＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（資料）令和２年６月24日第214回郵政民営化委員会配布資料 
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(3) キャッシュレス決済サービスを通じた不正出金問題への対応 

＜セキュリティ総点検におけるゆうちょ銀行の検討体制＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料）ゆうちょ銀行公表資料 

＜不正取引概要＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（資料）ゆうちょ銀行公表資料 
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＜金融庁による対応＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（資料）令和３年１月19日第225回郵政民営化委員会配布資料(金融庁) 

 

 

＜総務省による対応＞ 

 

（資料）令和３年１月19日第225回郵政民営化委員会配布資料(総務省) 
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(4) 限度額改定後の状況 

＜ゆうちょ預入限度額の引上げ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（資料）令和３年１月19日第225回郵政民営化委員会配布資料(総務省) 

 

 

(5) 今後の課題と期待 

＜ゆうちょ銀行資金利益・利ざやの推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料）令和２年11月25日第222回郵政民営化委員会配布資料 
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＜ＪＰインベストメントによるファンド設立概要＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料）平成30年２月21日第184回郵政民営化委員会配布資料 
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８ かんぽ生命(生命保険業)     

(1) かんぽ生命の概況（損益等） 

＜かんぽ生命の保有契約高（個人保険）の推移＞ 

   （千件、億円） 

年度末※ H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2(2Q) 

旧契約 件数 35,495 31,015 26,933 23,195 19,949 16,972 14,411 12,484 11,048 9,907 9,437 

 金額 989,100 858,541 739,914 633,588 543,223 461,145 386,054 330,771 291,431 261,432 248,958 

新契約 件数 6,180 8,018 9,871 11,668 13,539 15,350 17,150 17,921 18,095 17,163 16,500 

 金額 176,421 230,431 284,807 337,356 391,590 444,062 500,979 523,597 530,018 499,155 478,570 

合計 件数 41,676 39,034 36,805 34,864 33,489 32,323 31,562 30,405 29,143 27,070 25,938 

 金額 1,165,521 1,088,973 1,024,721 970,945 934,813 905,207 887,034 854,368 821,449 760,588 727,528 

 うち学資保険 

 件数 6,899 6,400 5,923 5,443 5,478 5,358 5,124 4,723  4,343 3,935 3,767 

 金額 121,799 111,407 101,875 92,958 97,028 98,084 95,952 89,688  83,616 76,695 73,636 

※ R2(2Q)のみ第２四半期末の数値。 

※ 旧契約は、民営化前の簡易生命保険の保険契約。 

※ 新契約は、民営化後のかんぽ生命の個人保険契約。 

 

（資料）かんぽ生命決算資料、かんぽ生命提出資料及び独立行政法人郵便貯金簡易生命

保険管理・郵便局ネットワーク支援機構公表資料から作成 

 

＜保有契約件数（個人保険）の推移＞ 

 

※ かんぽ生命には、民営化前の簡易生命保険の保険契約を含む。 

 

（資料）一般社団法人生命保険協会「生命保険事業概況」、かんぽ生命決算資料及び独立行

政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構公表資料から作

成 

11,084

11,01710,93410,96110,99810,97810,94311,05511,270
11,573

11,919
12,614

13,221
13,819

14,476
15,057

15,510
16,319

17,031

7,695
7,264

6,850
6,540

6,097
5,696

5,276
4,847

4,465
4,167 3,903 3,680 3,486 3,348 3,232 3,156 3,040 2,914

2,707

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000
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14,000

16,000

18,000
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＜運用資産、資産構成の推移＞   

※ R2(2Q)のみ第２四半期末の数値。 

※ 単体ベース。 

※ 各項目の下段（％）は、構成割合。          （資料）かんぽ生命決算資料から事務局作成 

  

＜利益の推移＞ 

 

 
※ 平成27年度以降は連結ベース。 

※ 平成27年度以降の当期純利益は、「親会社株主に帰属する当期純利益」。 

            （資料）かんぽ生命決算資料から事務局作成 

4,222 

5,313 5,293 

4,635 
4,931 

4,115 

2,797 
3,092 

2,648 
2,866 

772 677 
910 

634 817 848 885 1,044 1,204 
1,506 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

  （億円） 
年度末※ H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2(2Q) 

有価証券 
771,730 745,871 725,581 693,789 662,772 636,108 634,862 601,318 584,525 558,715 556,609 

(79.7%) (79.6%) (80.2%) (79.7%) (78.1%) (78.0%) (79.0%) (78.3%) (79.1%) (78.0%) (79.1%) 

 
国債 

641,030 599,621 564,726 525,229 480,864 441,786 427,323 395,898 380,414 367,307 370,925 

(66.2%) (64.0%) (62.4%) (60.3%) (56.6%) (54.2%) (53.2%) (51.5%) (51.5%) (51.3%) (52.7%) 

地方債 
62,557 77,779 86,984 91,737 95,558 94,054 92,268 85,135 75,244 67,373 62,372 

(6.5%) (8.3%) (9.6%) (10.5%) (11.3%) (11.5%) (11.5%) (11.1%) (10.2%) (9.4%) (8.9%) 

社債 
60,905 62,275 64,838 64,418 66,524 62,369 56,989 54,729 55,629 54,863 53,677 

(6.3%) (6.6%) (7.2%) (7.4%) (7.8%) (7.6%) (7.1%) (7.1%) (7.5%) (7.7%) (7.6%) 

株式 
‐ 9 9 9 9 9 593 1,963 2,065 2,869 3,378 

‐ (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.1%) (0.3%) (0.3%) (0.4%) (0.5%) 

外国証券 
7,237 6,186 9,022 12,394 19,814 36,888 43,517 43,475 52,849 46,873 46,600 

(0.7%) (0.7%) (1.0%) (1.4%) (2.3%) (4.5%) (5.4%) (5.7%) (7.2%) (6.5%) (6.6%) 

その他の証券 
- - - - - 1,000 14,171 20,115 18,323 19,427 19,655 

- - - - - (0.1%) (1.8%) (2.6%) (2.5%) (2.7%) (2.8%) 

金銭の信託 
2,253 2,427 2,568 5,816 14,349 16,445 21,270 28,148 27,875 30,560 35,283 

(0.2%) (0.3%) (0.3%) (0.7%) (1.7%) (2.0%) (2.6%） (3.7%) (3.8%) (4.3%) (5.0%) 

貸付金 
145,474 139,290 126,915 110,205 99,773 89,784 80,609 76,271 67,860 56,627 53,456 

(15.0%) (14.9%) (14.0%) (12.7%) (11.8%) (11.0%) (10.0%) (9.9%) (9.2%) (7.9%) (7.6%) 

その他 

（現預金等） 

48,408 49,297 49,557 61,074 72,224 73,097 66,621 62,585 58,785 70,770 58,631 

(5.0%) (5.3%) (5.5%) (7.0%) (8.5%) (9.0%) (8.3%) (8.1%) (8.0%) （9.9%) （8.3%) 

合計 

（総資産） 

967,867 936,886 904,623 870,886 849,119 815,436 803,364 768,325 739,045 716,673 703,982 

(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) 

（億円） 

 

当期純利益 

経常利益 
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＜決算概要＞ 

  （億円） 

年度※ H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2(2Q) 

経常収益 133,754 125,386 118,349 112,339 101,692 96,057 86,594 79,529 79,166 72,114 33,853 

 保険料等収入 73,423 68,564 64,817 59,116 59,567 54,138 50,418 42,364 39,599 32,455 14,178 

 資産運用収益 16,628 16,317 15,607 15,406 14,607 13,549 13,679 12,845 12,044 11,377 5,203 

 その他経常収益 43,703 40,503 37,923 37,816 27,517 28,369 22,496 24,319 27,522 28,280 14,472 

経常費用 129,532 120,072 113,055 107,704 96,760 91,942 83,796 76,437 76,517 69,248 32,226 

 保険金等支払金 122,749 113,384 106,730 101,608 90,595 85,504 75,503 68,900 68,688 61,913 29,302 

 事業費 5,355 5,160 5,129 5,130 5,124 5,385 5,604 5,334 5,198 4,738 1,962 

 その他経常費用等 1,427 1,527 1,196 964 1,040 1,052 2,689 2,202 2,630 2,595 962 

経常利益 4,222 5,313 5,293 4,635 4,931 4,115 2,797 3,092 2,648 2,866 1,627 

特別利益・特別損失 115 △504 △669 △999 △993 △715 △68 △443 175 392 274 

契約者配当準備金繰入額 3,119 2,719 3,074 2,421 2,007 1,780 1,526 1,177 1,118 1,092 472 

法人税等合計 445 1,412 639 579 1,113 770 315 426 501 659 491 

当期純利益 772 677 910 634 817 848 885 1,044 1,204 1,506 936 

             

基礎利益 4,844 5,716 5,700 4,820 5,154 4,642 3,900 3,861 3,771 4,006 2,265 

 危険差益 3,572 3,819 3,852 2,904 3,420 － － － － － － 

 費差益 2,665 2,512 1,895 1,373 1,063 － － － － － － 

 利差益 △1,393 △615 △47 542 669 974 785 658 584 804 301 

※ R2(2Q)のみ第２四半期の数値。 

※ 平成27年度以降は連結ベース（ただし、基礎利益は単体ベース）。 

※ 平成27年度以降の当期純利益は、「親会社株主に帰属する当期純利益」。 

                       （資料）かんぽ生命決算資料から事務局作成 

 

 

＜（参考）大手４社の決算の推移＞※１ 
 （億円） 

会社名 日本生命 第一生命ＨＤ 明治安田生命 住友生命 

年度 H29 H30 R1 H29 H30 R1 H29 H30 R1 H29 H30 R1 

経常収益 76,098 82,271 80,506 70,378 71,840 71,140 41,170 41,825 40,733 37,471 36,394 34,859 

経常費用 71,379 77,986 77,693 65,658 67,511 68,957 37,468 37,918 38,198 35,292 34,886 34,483 

経常利益 4,718 4,284 2,813 4,719 4,329 2,183 3,701 3,906 2,535 2,178 1,508 375 

親会社に帰属
する当期純剰

余(※２) 
2,439 2,787 1,921 3,639 2,250 324 2,650 2,295 2,078  698  482   52 

      

基礎利益 6,682 6,782 6,474 4,290 4,791 4,221 5,467 5,896 5,916 3,525 3,770 3,715 

※１ ４社とも連結ベース（ただし、基礎利益は単体ベース）。 

※２ 第一生命ＨＤについては、「親会社株主に帰属する当期純利益」。 

                            

（資料）各社決算資料から事務局作成 
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＜ＥＶの推移＞                            （億円） 

年度末※ H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2(2Q) 

ＥＶ 28,123 28,662 33,868 36,137 31,510 33,556 37,433 39,257 33,242 37,341 

 修正純資産 16,539 22,422 22,959 17,396 18,943 19,652 21,364 22,371 22,124 23,028 

保有契約価値 11,583 6,240 10,909 18,740 12,567 13,904 16,068 16,886 11,118 14,312 

※ R2(2Q)のみ第２四半期末の数値。 

※ 平成26年度以降のEVの計算は、リスク・フリー・レートの超長期金利の補外方法として、終局金利を用いた方法を   

使用（平成25年度以前は市場データの最終年度以降のフォワードレートを一定にする方法を使用。）。 

 

（資料）かんぽ生命決算資料から事務局作成 

 

 

＜ソルベンシー・マージン比率の推移＞ 

（億円、％） 
年度末※ H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2(2Q) 

ｿﾙﾍﾞﾝｼｰ･ﾏｰｼﾞﾝ総額

（A） 
47,609 47,918 50,000 51,300 56,972 55,478 54,258 55,958 56,478 51,616 57,934 

リスクの合計額（B） 5,227 7,172 6,812 6,320 6,941 7,065 8,407 9,888 9,493 9,638 10,181 

ソルベンシー・マー

ジン比率 

（A） 

（1/2）×（B） 

1,821.6 1,336.1 1,467.9 1,623.4 1,641.4 1,570.3 1,290.6 1,131.8 1,189.8 1,070.9 1,138.0 

※ R2(2Q)のみ第２四半期末の数値。 

※ 平成23年度末以降のソルベンシー・マージン比率は、新基準による。 

※ 平成27年度末以降は連結ベース。                                  

                               （資料）かんぽ生命決算資料から事務局作成 

 

 

＜（参考）大手４社のソルベンシー・マージン比率の推移＞ 

 （％） 
会社名 日本生命 第一生命HD 明治安田生命 住友生命 

年度末 H29 H30 R1 H29 H30 R1 H29 H30 R1 H29 H30 R1 

ソルベンシー・

マージン比率 
968.0 997.3 1,047.5 838.3 869.7 884.1 990.2 1,040.1 1,143.6 881.7 915.6 870.0 

※ ４社とも連結ベース。                

 

（資料）各社決算資料から事務局作成 

  

×100 
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＜新契約・保有契約の推移＞ 

                            （千件、億円） 

年度／年度末※ H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2(2Q) 

個人保険  

 
新規 

契約 

件数 2,055 2,123 2,207 2,233 2,381 2,397 2,441 1,739 1,711 644 60 

金額 59,053 62,154 65,158 65,598 70,025 71,684 78,474 54,641 55,638 18,937 1,894 

保有 

契約 

件数 6,180 8,018 9,871 11,668 13,539 15,350 17,150 17,921 18,095 17,163 16,500 

金額 176,421 230,431 284,807 337,356 391,590 444,062 500,979 523,597 530,018 499,155 478,570 

個人年金保険  

 
新規 

契約 

件数 239 210 181 148 137 63 10 0 0 0 0 

金額 8,233 7,219 6,334 5,240 4,935 2,197 397 30 19 35 0 

保有 

契約 

件数 686 887 1,058 1,194 1,318 1,367 1,363 1,333 1,268 1,164 1,076 

金額 22,235 27,815 31,946 34,438 36,159 34,764 31,311 27,425 23,294 19,306 17,418 

※ R2(2Q)のみ第２四半期／第２四半期末の数値。 

※ 保有契約には、民営化前の簡易生命保険契約は含まない。 

 

（資料）かんぽ生命決算資料から事務局作成 

 

 

＜保険種類別新契約（個人保険）の推移＞ 

       （件、百万円） 

年度※ H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2(2Q) 

個人 

保険 

件

数 
2,055,162 2,123,253 2,207,801 2,233,907 2,381,977 2,397,286 2,441,232 1,739,153 1,711,410 644,499 60,309 

金

額 
5,905,313 6,215,472 6,515,864 6,559,803 7,002,593 7,168,485 7,847,481 5,464,124 5,563,886 1,893,727 189,454 

 

終

身 

件

数 
449,854 499,646 549,934 656,621 590,738 662,526 922,666 770,102 738,871 253,037 5,679 

金

額 
1,489,588 1,667,479 1,847,010 2,179,466 2,054,516 2,226,365 3,038,621 2,323,672 2,327,006 651,842 16,617 

定

期 

件

数 
813 760 623 610 539 409 455 596 2,742 767 90 

金

額 
1,888 1,658 1,409 1,470 1,209 914 1,058 1,337 5,865 1,604 175 

養

老 

件

数 
1,367,465 1,401,351 1,438,038 1,397,995 1,122,792 1,253,324 1,171,160 831,889 842,006 344,559 44,560 

金

額 
4,165,115 4,315,271 4,435,982 4,187,724 3,546,071 3,884,648 4,063,701 2,859,874 2,974,427 1,146,785 151,266 

学

資 

件

数 
237,024 221,496 219,206 178,681 667,908 481,027 346,951 136,566 127,791 46,136 9,980 

金

額 
248,674 231,063 231,462 191,143 1,400,795 1,056,557 744,099 279,240 256,587 93,494 21,395 

上

記

以

外 

件

数 
6 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ - - - 

金

額 
46 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ - - - 

※ R2(2Q)のみ第２四半期の数値。 

 

（資料）かんぽ生命決算資料及びかんぽ生命作成資料から事務局作成 
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＜保険種類別新契約（個人保険）の推移（件数及び金額）＞ 

 

 
※ R2(2Q)のみ第２四半期の数値。 

 

（資料）かんぽ生命決算資料及びかんぽ生命作成資料から事務局作成 

 

 

＜生命保険業界全体の新規契約（個人保険）の推移及びかんぽ生命との比較＞ 

    （千件、億円） 
年度 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 

生命保険業界全体※ 

 件数 12,776 13,395 14,891 14,405 15,050 15,857 15,595 14,044 15,631 13,716 
金額 653,871 677,673 732,046 677,145 699,040 732,559 736,072 626,137 703,248 532,509 

 うちこども保険           

件数 720 661 649 566 1,014 842 728 299 289 207 
金額 15,592 14,191 13,833 12,597 22,731 20,117 17,811 7,523 7,692 6,130 
うちガン保険           
件数 1,352 1,568 1,423 1,396 1,774 2,246 2,086 1,894 2,129 1,835 
金額 544 392 164 155 236 220 244 290 317 285 

かんぽ生命 

 件数 2,055 2,123 2,207 2,233 2,381 2,397 2,441 1,739 1,711 644 
（シェア%） (16.1%) (15.8%) (14.8%) (15.5%) (15.8%) (15.1%) (15.7%) (12.4%) (10.9%) (4.7%) 
金額 59,053 62,154 65,158 65,598 70,025 71,684 78,474 54,641 55,638 18,937 
（シェア%） (9.0%) (9.2%) (8.9%) (9.7%) (10.0%) (9.8%) (10.7%) (8.7%) (7.9%) (3.6%) 
うち学資保険           
件数 237 221 219 178 667 481 346 136 127 46 
（シェア%） (32.9%) (33.4%) (33.7%) (31.4%) (65.8%) (57.1%) (47.5%) (45.5%) (43.9%) (22.2%) 
金額 2,486 2,310 2,314 1,911 14,007 10,565 7,440 2,792 2,565 934 

 （シェア%） (15.9%) (16.3%) (16.7%) (15.2%) (61.6%) (52.5%) (41.8%) (37.1%) (33.3%) (15.2%) 

※ かんぽ生命を含む生命保険会社の合計。 

 

（資料）一般社団法人生命保険協会「生命保険事業概況」及びかんぽ生命決算資料から

事務局作成 
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＜生命保険業界全体の保有契約高（個人保険）の推移及びかんぽ生命との比較＞ 

    （千件、億円）    
年度末 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1  

生命保険業界全体※1,※2 

 
件数 121,911 127,209 136,017 143,881 151,734 160,117 167,724 173,022 181,291 187,481 

金額 8,795,964 8,653,465 8,616,513 8,575,406 8,574,325 8,586,041 8,629,052 8,529,628 8,486,901 8,299,003 

 うちこども保険           

 件数 5,447 5,663 5,880 6,035 6,658 7,150 7,547 7,534 7,505 7,386 

 金額 139,309 137,264 136,294 135,965 147,427 157,682 166,213 164,896 164,052 161,426 

 うちがん保険           

 件数 19,293 19,845 20,544 21,166 21,978 23,142 23,903 24,462 25,009 25,358 

 金額 30,051 28,291 26,343 24,479 22,700 21,172 19,617 18,338 16,769 15,532 

かんぽ生命※2 

 

件数 6,180 8,018 9,871 11,668 13,539 15,350 17,150 17,921 18,095 17,163 

（シェア%） (5.1%) (6.3%) (7.3%) (8.1%) (8.9%) (9.6%) (10.2%) (10.4%) (10.0%) (9.2%) 

金額 176,421 230,431 284,807 337,356 391,590 444,062 500,979 523,597 530,018 499,155 

（シェア%） (2.0%) (2.7%) (3.3%) (3.9%) (4.6%) (5.2%) (5.8%) (6.1%) (6.2%) (6.0%) 

 うち学資保険           

 件数 797 991 1,178 1,320 1,938 2,366 2,654 2,728 2,788 2,755 

 （シェア%） (14.6%) (17.5%) (20.0%) (21.9%) (29.1%) (33.1%) (35.2%) (36.2%) (37.1%) (37.3%) 

 金額 9,388 12,519 15,574 18,484 33,308 44,313 51,585 53,676 55,352 54,883 

 （シェア%） (6.7%) (9.1%) (11.4%) (13.6%) (22.6%) (28.1%) (31.0%) (32.6%) (33.7%) (34.0%) 

※1 かんぽ生命を含む生命保険会社の合計。 

※2 かんぽ生命には、民営化前の簡易生命保険契約は含まない。 

 

（資料）一般社団法人生命保険協会「生命保険事業概況」及びかんぽ生命決算資料から

事務局作成 

 

＜かんぽ生命と他の生命保険会社の新契約件数（個人保険）の商品別構成の比較 

（令和元年度）＞ 

 

《かんぽ生命》             《他の生命保険会社》(※) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ かんぽ生命を除く生命保険会社（41社）の合計（転換契約を含まない）。 

 

（資料）一般社団法人生命保険協会「生命保険事業概況」及びかんぽ生命決算資料から

事務局作成 
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その他

22.6 %
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定期保険 養老保険
こども保険 その他

定期保険  
0.1 % 
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＜資産運用の状況（資産構成）＞ 

 

（資料）令和２年11月25日第222回郵政民営化委員会配布資料 

 

＜かんぽ生命と他の生命保険会社の資産構成の比較（令和２年度中間期）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ かんぽ生命を除く生命保険会社（41社）の合計。 

 

（資料）一般社団法人生命保険協会「生命保険事業概況」及びかんぽ生命決算資料から事

務局作成  

《かんぽ生命》            《他の生命保険会社》(※） 

国債

52.7%

地方債

8.9%

社債7.6%

株式 0.5%

外国証券

6.6%

その他の証券

2.8%

金銭の信託

5.0%
貸付金

7.6%

有形固定資産

0.2%

その他

8.2%

国債

35.2%

地方債

1.0%

社債

7.0%株式

6.4%

外国証券

29.9%

その他の証券

4.1%

金銭の信託

1.4%

貸付金

7.4%

有形固定

資産

1.8%

その他

5.8%
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＜事業費（率）の推移＞ 

 

   （億円、％） 

年度※ H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2(2Q) 

事業費 5,355 5,160 5,129 5,130 5,124 5,370 5,602 5,328 5,184 4,721 1,958 

事業費率 
（対収入保険料） 

7.29 7.53 7.91 8.68 8.61 9.93 11.13 12.61 13.14 14.62 13.89 

※ R2(2Q)のみ第２四半期の数値。 

※ 単体ベース。                   

（資料）かんぽ生命決算資料から事務局作成 

 

 

＜拠点数、生命保険募集人の数＞ 

 

 H19.10.1 R2.9.30 参考 

郵便局 

主として住域・個人マー

ケット 

 局数 20,204局 20,115局 

生命保険募集人の数 106,354人 116,353人 

簡易郵便局 

 生命保険取扱局数(※1) 2,715局 3,615局 

 募集取扱局数(※2) 899局 519局 

生命保険募集人の数 1,443人 819人 

かんぽ生命 
主として法人・職域マー

ケット 
 支店数 81支店 82支店 

生命保険募集人の数 2,491人 8,653人 

※1 生命保険取扱局数は、保険料の収受や保険金等の支払などの維持管理業務を行う簡易郵便局の数。 

※2 募集取扱局数は、生命保険募集業務を行う簡易郵便局の数。 

 

（資料）かんぽ生命提出資料から事務局作成 
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(2) 顧客ニーズにあった新商品の開発・新規顧客の開拓を含む経営戦略   

＜ＤＸの推進（概要）＞ 

 

（資料）令和２年６月24日第214回郵政民営化委員会配布資料 

 

＜資産運用多様化の推移＞ 

 

 

（資料）令和２年12月16日第224回郵政民営化委員会配布資料 
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＜資産運用の基本的な考え方＞ 

 

（資料）令和２年12月16日第224回郵政民営化委員会配布資料 

 

 

＜他の生命保険会社商品の受託販売＞ 

 

保険商品の種類 引受保険会社 備考 

がん保険 アフラック生命  

総合福祉団体 

定期保険 

メットライフ生命  

法人（経営者） 

向け定期保険 

エヌエヌ生命、住友生命、第一生命、東京海上日動あ

んしん生命、日本生命、ネオファースト生命、三井住友

海上あいおい生命、明治安田生命、メットライフ生命 

販売停止中 

 

（資料）かんぽ生命公表資料から事務局作成（令和２年９月末現在） 
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(3) 限度額改定後の状況    

 

＜生命保険会社の個人保険(新契約)の動向＞ 

 

 

 

（資料）金融庁作成資料 
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９  行政の取組 

(1)  総務省の取組 

＜ゆうちょ銀行の新規業務等に関する認可申請の概要＞ 

■個人向け貸付業務（フラット35等の直接取扱い） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
■損害保険募集業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜信用保証業務を営む子会社の保有＞ 
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■信用保証業務を営む子会社の保有 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料）令和３年１月19日第225回郵政民営化委員会配布資料 

 

＜郵便局ネットワーク維持の支援のための交付金・拠出金制度の概要＞ 

 

（資料）総務省公表資料 
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＜郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律について＞ 

 
（資料）令和３年１月19日第225回郵政民営化委員会配布資料(総務省) 

(2)  金融庁の取組 

＜令和２事務年度金融行政方針（抜粋）＞ 

 
（資料）令和３年１月19日第225回郵政民営化委員会配布資料(金融庁) 
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(4)  国土交通省の取組 

＜物流の現状と課題＞ 
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（資料）令和３年１月 19日第 225回郵政民営化委員会配布資料（国土交通省） 
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